
  

表紙の絵（日本画）「森へ―北の国から」 制作者 猪熊 佳子
【制作者より】 阿寒湖のほとりエゾマツの森です。静かで強い命の営みが息づく世界を，キタキツネに託して描きま

した。

第44回「日展」へ出展された作品を掲載（表紙装丁は鈴木 新氏）

巻頭言

1 「システム 1」と「システム 2」を
理解することで，見えるものがある

勝間和代

解説

12 地震と断層，そして活断層とは何か
―思いこみや風評を排して冷静な対応を
活断層を防災に利用するためには，地表地震

断層の挙動を予測しなければならないが，そこ
には誤解や思いこみが入る余地がある。このこ
とを理解して冷静に活断層等に対応する必要が
ある。 山崎晴雄

16 新規制基準で要求される基準地震動
―最近の被害地震から得られた知見を
反映して
耐震設計において基本となる基準地震動を対

象に，その評価の変遷や新規制基準で要求され
る事項について解説する。また，最近の被害地
震から得られた新たな知見や基準地震動評価の
高度化への反映について紹介する。 釜江克宏

時論

2 サイクル路線の転換よりも取組
体制の強化を
「国を挙げてのバックエンドへの取組の強化」
こそが，今，必要とされている議論のテーマで
ある。 山名 元

4 重要原子力施設直下・近傍の活断層
原子力規制委員会による発電所敷地内破砕帯

の調査の背景とその問題点を解説する。
奥村晃史

解説

22 敦賀発電所の D�1破砕帯問題の
現況について
敦賀発電所 2号機の原子炉建屋の下にある

D�1破砕帯は，少なくとも後期更新世以降は動
いておらず，「耐震設計上考慮する活断層では
ない」。原電がそれを判断した論拠を示すとと
もに，原電と有識者会合との見解の相違点につ
いて述べる。 星野知彦，安藤将人
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地表地震断層のさまざまな出現形態

D�1トレンチ地質層序（イメージ） 基準地震動策定で考慮する発生様式ごとの検討用地震



6 NEWS

●規制委，敦賀２の活断層評価を変えず
●学会事故調が中間報告
●伊方３号，新基準先取りし安全対策
●エネ基本計画見直し始動
●規制委が新制度の審査方針
●避難解除等区域復興再生計画を決定
●原産協会が原子力産業動向調査
●東京電力が原子力改革プラン実行へ
●海外ニュース

解説

28 福島原発事故の背景に迫る
福島原発事故の背景には，日本社会に根ざす

問題が多々存在する。事故は，この国の原子力
開発の歴史の集大成であり，その過程でのさま
ざまな誤りの帰結と言ってよい。 北村俊郎

27 From Editors
49 新刊紹介「フランス原子力庁 加圧水型炉，

高速中性子炉の核燃料工学」 川島正俊
「理工系のための原子力の疑問62」 関 泰

52 アトモス時評の指摘事項について
54 会報 原子力関係会議案内，主催・共催行事，人事公募，

新入会一覧，フェロー基金寄付のお願い，フェロー基
金寄付者芳名一覧，英文論文誌（Vol.50,No.6）目次，和文
論文誌（Vol.12,No.2）目次，主要会務，編集後記，編集関
係者一覧

55 論文誌編集委員会からのお知らせ

学会誌に関するご意見・ご要望は、学会ホームページの「目安箱」
（http : //www.aesj.or.jp/publication/meyasu.html）にお寄せください。

学会誌ホームページはこちら
http : //www.aesj.or.jp/atomos/

32 米国原子力界が福島第一事故から
学んだこと―日米の原子力安全規制
は強い連繋を
米国は福島第一原子力発電所事故から何を学

び，規制をどのように変えようとしているの
か。米国原子力学会が昨年末に開いた会合をも
とに，今後の規制の動向を占う。 山口 彰

37 大地震から学んだ教訓と人工構造
物の設計
東日本大震災は被災地に建築・インフラ・ま

ち・都市を構築してきた土木分野・建築分野だ
けでなく，工学分野の研究者や技術者に大きな
衝撃を与えた。これに対処するためには，学問
分野を超えた総合的な議論と実行が必要であ
る。 和田 章

会議報告

48 安全性と持続可能性を備えた高速炉
サイクルの実用化を目指して 小野 清

報告

43 平成24年度原子力に関する世論
調査の結果―原子力利用に対する
反対が減少し中立へ移行
前回調査と比べると原子力を必要とする人の

割合は横ばいでだが，反対する人の割合は減少
している。 横手光洋

46 RIC 2013（Regulatory Information Con-
ference；規制情報会議）に出席して
会合では規制者と被規制者と横並びで，かつ

適正な安全を向上していくという姿勢が如実
だった。 松井一秋

アトモス時評

50 原子力の再出発は変化の受け入れから
昨年の11月号から今年の 2月号までのアトモス

を通読した。 大牟田 透

会告

53 一般社団法人日本原子力学会
「第 3回総会」のご通知

原子炉安全規制の枠組（NUREG�2150の図に加筆）

高速炉システムに関する国際会議（FR 13）のもよう



経済学の一分野に，「行動経済学」があります。この中で提唱される「限定合理性」を理解することで，原子力
の未来が見えてくるものがあると思い，紹介します。

旧来の経済学では，「完全合理性」と呼ばれる，一人一人がスーパーマンのような人材で，情報収集も完全で
あり，自分の好みをよく知っており，将来予測も完全にできる，というある意味，かなり非現実的な前提に基
づいてモデルを組み立てていました。

ところが，私たちがそんな人たちでないことは，このコラムを読んでいるみなさんが一番よくご存じですよ
ね？そのことに，心理学を学んだのちに経済学分野に参入した一部の学者が異を唱え始め，「限定合理性」，す
なわち，人間は合理的だが，その合理性にはさまざまな限界があると言うことを，さまざまな実験や数式で説
明し始めました。それが「行動経済学」です。

行動経済学で最も有名な学者は「ダニエル・カーネマン」氏で，ノーベル経済学賞も取っています。そして，
氏の最新著作の名前が「ファスト＆スロー」です。この表題のファストとは，直感的かつ自動的に行われる速い
判断（システム１），スローとは，論理的で計算などを伴いじっくりと行われる判断（システム２）のことです。

私たちは，物事を判断するときに，システム２を使っていると考えがちですが，実はほとんどの判断はシス
テム１を介していると氏は指摘します。いわゆる「直感，無意識の判断」です。なぜなら，システム２を使うこ
とはたいへんな労力を要するので，私たちにとっては，原則「不快」なことなので，なるべく避けたいのです。

では，このシステム１，判断は正しいのでしょうか？ 残念ながら，さまざまなバイアスがあります。その
バイアスの１つに「WYSIATI」という長たらしい名前のついたバイアスがありますが，こちらは「What You See
Is All There Is」の略でして，すなわち，私たちのシステム１の判断は「これまで，見てきて，聞いてきて，体
験してきたことの範囲でしか，理解もできないし，行動もできない」というものです。

すなわち，このコラムを読んでいるみなさんの WYSIATI と，平均的な日本人の WYSIATI は全く違う心
象風景だし，データだし，経験なのです。

そのことを前提とせずに，多くの原子力に関するコミュニケーションは，ある意味，システム２を介して「合
理的なデータや予測，判断」に基づくことが行われてきたのではないかと思います。しかし，この合理性には
もともと限界がありますし，加えて，システム１については何も触れてきていないのではないでしょうか？

システム１はこれまでの情報や経験から学習を行いますが，特にその学習の中で「嫌悪感」と呼ばれているも
のがあります。この点は，ダニエル・カーネマン氏はあまり触れておらず，臭いの専門家であるレイチェル・
ハーツ氏の「あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか」などの著作が参考になるのですが，要は，私たちが自分の身
体的な中長期に対するリスクに関する恐怖を「嫌悪感」という形で学習していくのです。

ある意味，いまのさまざまな論評・風説は，一般的な情報を見聞きする人たちに，それぞれの人のシステム
１に対して，「WYSIATI」と「学習する恐怖」という２つの仕組みから，システム２の動きを阻害し，合理的な
判断をする土壌を阻害していると私は考えています。

では，この２つの呪いをどうやって解いたらいいのでしょうか？それはもう，これからのその感覚を持って
いる人たちが見て，聞いて，「学習する恐怖」の反対である「学習する安全」を「WYSIATI」の中で知っていくし
かないのです。

原子力の分野は，ある意味，システム２が発達した人が多く，システム２を使うことを苦にしないため，シ
ステム１を中心に思考する人たちとのコミュニケーションがうまくいかないこと多いと考えています。

しかし，システム１とシステム２という，２つの大きな思考体系が一人一人に存在すると考えれば，今後の
未来も予測しやすくなるのではないでしょうか？ （2013年４月15日 記）

巻
頭
言

「システム 1」と「システム 2」を理解する
ことで，見えるものがある

経済評論家，中央大学ビジネススクール客員教授

勝間 和代（かつま・かずよ）
1968年東京生まれ。早稲田大学ファイナンス
MBA，慶応大学商学部卒業。当時最年少の19
歳で会計士補の資格を取得，大学在学中から
監査法人に勤務。現在，株式会社監査と分析
取締役，内閣府男女共同参画会議議員，国土
交通省社会資本整備審議会委員として活躍
中。著作多数，著作累計発行部数は480万部
を超える。
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1．はじめに
核燃料サイクル政策の空白期間が続いている。昨年，

原子力委員会で核燃料サイクル政策の見直しが行われ，

「当面の六ヶ所再処理工場の利用を進め，将来の直接処

分や再処理の選択の可能性を残す“併存シナリオ”」が新

政策として提案されているが，その後，組織的な混乱も

あって政策審議が止まった状況が続いてきた。脱原子力

方針の見直しが進む中で，「バックエンドに対する国の

基本姿勢」の空白が続く状況は，早く改善されねばなら

ない。新たに始まったエネルギー政策の再審議と並行し

て，核燃料サイクル政策の再検討が早期に進められるこ

とを期待するばかりである。

2．燃料サイクル政策の議論
福島第一原子力発電所事故以降，原子力バックエンド

の問題に対する国民の認識が格段に高まったが，「原子

力の負の側面」の印象が強調されすぎて，燃料サイクル

や地層処分の議論がステレオタイプな印象論や定性的な

議論に偏っていることが懸念される。社会に対する姿勢

の改善が重要なのは論をまたないが，社会的問題の側面

ばかりが強調されて，技術的分析や考察が希薄なまま

バックエンド戦略の是非が議論されるのは好ましくない。

また，再処理リサイクル路線を「旧来的レジームの否

定」という感覚で批判する論調が多いのも目につく。再

処理に代わるべき直接処分や長期貯蔵の技術的問題や社

会的問題等を十分に吟味しないままで“再処理モラトリ

アム”を語ることは無責任とも言える。本来，将来の原

子力展望や不確定性を視野に，時間軸に沿った量的な分

析を行った上で，資源展望，廃棄物管理，経済性，世代

間責任，核不拡散，国際関係等の視点から評価を行い，

社会的合意や理解を条件として，従来から構築してきた

事業の枠組みや立地などの“現存条件”を加味した現実的

な検討が行われることが必要である。

こうして見ると，福島事故後の“原子力の異常な言論空

間”の中で核燃料サイクル政策の在り方を審議したこと自

体，あまり健全なものではなかったと言える。原子力利用や

エネルギー政策に関する冷静な議論が始まった今こそ，改

めて，バックエンド戦略の本筋からの議論を進めるべきだ。

3．“閉サイクル”と“開サイクル”
再処理リサイクル路線は，核燃料物質を発電体系に閉

じ込めて，核分裂生成物核種だけを廃棄物として社会環

境から隔離（地層処分）する“閉サイクル（Closed Cycle）”

の概念である。その主眼は，資源目線で見るなら「アクチ

ニド元素のポテンシャルの最大利用」であり，廃棄物管

理目線で見るなら「廃棄物の分別処分とアクチニド廃棄

量の低減」である。これに対して，直接処分路線は，“開サ

イクル（Open Cycle）”概念であり，「アクチニド元素の限

定利用」と「全てを廃棄物とすること」を前提とする。“閉

サイクル”と“開サイクル”は，資源利用の観点や放射性廃

棄物の処分の在り方という観点で全く違う理念である。

再処理リサイクル路線（閉サイクル）は，処分体の量を

削減でき，回収される核燃料物質の有効利用と天然核燃

料物質への依存度の低減を図れる可能性を有する。具体

的には，地層処分面積の削減や，将来の資源的な自由度

の拡大というメリットを有するので，資源に乏しく廃棄

物処分上の制限が大きな日本で，“閉サイクル”概念を安

易に捨てることは難しいと見るのが妥当だ。資源や廃棄

物の今後の様々な不確定性が予見される状況で，技術面

や社会面での準備が不十分な直接処分路線への切り替え

を，現時点で判断することは難しい。コストは重要課題

であるが，当面の再処理リサイクルのコストは0．4～１

円�kWh 程度と見られるので，このコスト負担へのユー

ザーの了解が得られるなら，再処理リサイクル路線を維

持することは可能だ。

また，青森県によるサイクル事業への協力という“貴

重な価値”の存在や，再処理事業の停滞による原子力発

電への影響などを考えると，現状での再処理路線からの

急激な転換は，現実的でない。当面は，中間貯蔵の強化

と六ヶ所工場の利用を出来るだけ進めて「軽水炉での閉

サイクル（プルサーマル）」を運営してゆくことが，妥当

な判断ではないだろうか。プルサーマルは，核燃料物質

山名 元（やまな・はじむ）

京都大学原子炉実験所 教授
東北大学工学博士。1981～96年，動力炉・
核燃料開発事業団にて核燃料サイクル工学
研究開発に従事。1996年より京都大学原子
炉実験所・助教授。2002年より同実験所教
授。専門は，アクチニド化学や再処理化学
工学。

サイクル路線の転換よりも取組体制の強化を時論

312 時 論（山名）
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利用のパーフォーマンスとして決して完全なものではな

いが，貯蔵する使用済燃料のボリュームを大きく削減で

きるという効果があり，さらにバックエンドの停滞によ

る原子力発電の停止リスクを低減できる。暫定的ながら

“軽水炉での閉サイクル”を維持し，将来の，より優れた

“高速炉の閉サイクル”につなげる可能性を探求する開発

を継続するという方向性は妥当である。

4．柔軟に考えるべき取組
世界を見ると，直接処分事業を進めるフィンランド，

脱原子力ながら直接処分が停滞するドイツ，直接処分計

画の仕切り直しと将来技術オプションの探求を進める米

国，プルサーマルでの閉サイクルを維持しながら第四世

代炉の可能性を探るフランス等，各国が「それぞれの取

組」を続けているのが実態である。国際関係の中で存続

している我が国が，現時点において，バックエンドの「完

全解」を提示できるわけがない。そもそも，バックエン

ド戦略は，「リサイクルか・ワンススルーか」といった二

者択一判断を急ぐものでもなく，量的にも時間的にも，

もっと「アナログ的」なものではないだろうか。「軽水炉

サイクルを当面うまく回しながら，将来の受け皿として

の高速炉技術の可能性を探求する。状況を見ながら先の

判断を下す。」とする“併存シナリオ”の考え方は，十分

に成立する。フランスの姿勢がまさにそれである。高速

増殖炉の研究開発は，このような柔軟な姿勢の中で着実

に進めてゆくものであって，旧来の開発戦略を単純に継

続するという発想に甘んじてはいけない。

我が国における将来の原子力シナリオとしては，①原

子力利用を中期的に終わらせる，②軽水炉利用を長期に

継続する，③軽水炉を第３・４世代炉にシフトさせる，

等の様々なケースがあり得る。そのいずれにも対応でき

るような「当面の閉サイクル維持」を維持することは，新

たな原子力利用計画に沿って，綿密に量的な調整を図り

ながら再処理とプルサーマルを実施していくことで，現

実的に可能である。

5．バックエンドへの取組の強化
今は，燃料サイクル路線の選択の結論を急ぐより，もっ

と重要な課題について考える必要があるのではないか。

それは「国としての，バックエンド取組の本質的強化」で

ある。我が国においてバックエンドの技術開発や事業化

が遅れてきた原因は，国の方針に沿って各々のプレーヤ

が開発や事業を進めてきたものの，それが全体として有

機的に機能せずに，決してベストな体制では進んでこな

かったことにあると感じるからである。例えば，文科省

下での研究開発と経産省下での事業が別々であること，

発電事業でのバックエンド事業と研究開発でのバックエ

ンド事業が乖離していること，実施主体が分かれすぎて

いること，関係法令の複雑さ等，である。

一例としては，似たような放射性廃棄物（核種）が，事

業種の違いによって別な法律によって規制され，別々な

処理処分事業に供されるというような矛盾を挙げること

ができる。また，発電や研究等の事業において，バック

エンド対策が副次的なものとして先送りされてきたこと

も確かである。バックエンドへの取組が，万全でなかっ

たといえばその通りだと言わざるを得ない。

今後の原子力バックエンドへの取組は，複雑で長期に

わたる難しい事業であるから，国の総力を挙げて効率的

かつ統一的に取り組まねば，目指すべき路線の実現にも

齟齬をきたす可能性が高い。仮に，再処理リサイクル路

線を暫定貯蔵路線や直接処分に変えたとしても，現状の

体制のままでは責任の継承や目標が希薄になり，問題の

先送りになる可能性が高い。事業の活動や責任の継続性

を保証するには，バックエンドへの取組体制を強化して

ゆくべきである。

我が国における今後の“バックエンド課題”は半端なも

のではない。たとえば，①再処理や中間貯蔵の実施，②

原子炉の廃止措置，③高レベル放射性廃棄物の地層処

分，④低レベル放射性廃棄物の処分，⑤研究開発施設等

の廃止措置，⑥高速炉の研究開発，等である。さらに，

震災以降では，⑦福島第一の廃止措置，⑧広域の汚染環

境の修復と派生する汚染廃棄物の処分，という未曽有の

困難な課題が加わった。特に，福島第一発電所の状況を

回復することは，我が国が避けて通れない「チャレンジ

ングなテーマ」である。“事業者責任”といった原則だけ

で対処できる域を越えつつある。これらの課題に対し

て，専門的な技術開発を進め，開発成果を実用し，若者

の参画を求め，国民の協力を得てゆくためには，大きな

取組の変革が必要であろう。原子力利用に伴う様々なレ

ガシー（負の遺産）や，先送りされてきた本質問題に真正

面から取り組むような「力を集中できる体制」に変えてゆ

くことが優先の課題なのである。

事業の困難さや責任期間の長さを考えると，国の主導

による新しい統合的な体制や資金の仕組みを作り，民間

事業や独立行政法人の枠を超えた全国集約型の組織を中

心として，使用済燃料管理や他のレガシーの清算事業を

一元的に進めるような，一歩進んだ姿を考えたい。今後

の，長期にわたる人材の確保についても同様である。英

国では，国営原子力施設の長期にわたる廃止措置を国が

責任をもって遂行するために，NDA（Nuclear Decommi-

ssioning Authority）という機関を作り，国費を投入して

対応に当たっている。国の事情は違うが，日本にも NDA

のような組織が必要なのではないだろうか。

6．結 論
「国を挙げてのバックエンドへの取組の強化」こそが，

今，必要とされている議論のテーマであると考える。

（2013年４月15日 記）
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2012年10月から，原子力規制委員会が組織した『原子

力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合』によ

る発電所敷地内破砕帯の調査が進められ，一部について

は破砕帯を活断層とする評価が下されている。活断層は

耐震安全設計で考慮すべき対象として従来から評価が行

われてきた。しかし今調査が行われている破砕帯と活断

層の関係や，それらが施設に与える影響について十分な

説明は行われておらず，何が問題で何が行われているの

か，理解は困難と思える。本稿では調査の背景から解説

して問題点を指摘してみたい。

日本のような変動帯の地盤には，数億年前から続く地

殻変動によって無数の断層が存在する。そのうち，最近

数十万年間に繰り返し活動し，将来の活動が予想される

ものを活断層と呼ぶ。活断層の活動とは地震であり，日

本列島の場合，地下およそ２～20 km 程度の深さでプ

レート運動に起因する力が作用して発生する。M 6．5～

7．0より大きい地震では，地震を発生させる岩盤全体が

食い違い，地表にまで変位を生じる。活断層研究が地形

調査を重視するのは，大地震の繰り返しが地表変位を累

積させて目に見える段差や，河川・尾根の水平方向のず

れを形成するからである。

破砕帯とは断層の動きで割れ目が発達して岩石が砕か

れたり，すりつぶされて断層粘土の形成が起きたゾーン

である。断層面は厚さをもたない剪断面からなるが，剪

断面ができる過程や食い違いの繰り返しによって厚さを

もつ破砕帯が成長する。大地震で地表に断層が達する

時，明瞭な剪断を生じるが破砕は起こらない。破砕帯の

形成は数百 m 以深の温度圧力下で繰り返される剪断に

よることが多いようである。日本列島の大部分は過去数

百万年間にキロメートルオーダーで隆起して，かつて地

下深くに存在した岩石が過去の断層・破砕帯と共に露出

している。

活断層は地震観測や歴史記録のない大地震を記録して

おり，大地震発生の可能性を直接に示している。原子力

施設の耐震安全審査では，従来から基準地震動を設定す

るための震源として検討することが求められてきた。

2010年９月に公表された IAEA Specific Safety Guide,

No. SSG�９（SSG�９）は，地震動に加えて，施設直下・近

傍での断層変位発生の可能性を検討することを求めた。

断層変位として，地震を起こす断層の動きに伴う変位，

それに付随する断層に誘発される変位，および褶曲に伴

う変形が考慮される。そして，断層変位が施設の安全に

影響を与えることが確実な証拠とともに示された場合，

新設，操業継続について見直すべきであるとされている。

同年12月に原子力安全委員会が定めた『発電用原子炉

施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き』（新手引

き）では断層変位に関し，当時検討中であった地盤の支

持性能評価の章に次の文章が挿入された。「ただし，耐

震設計上考慮する活断層の露頭が確認された場合，その

直上に耐震設計上の重要度分類 S クラスの建物・構築

物を設置することは想定していないことから，本章に規

定する事項については適用しない。」。これと，「いずれ

かの調査手法によって，耐震設計上考慮する活断層が存

在する可能性が推定される場合は，他の手法の調査結果

も考慮し，安全側の判断を行うこと。」を組み合わせるこ

とにより，現在，活断層の存否と廃炉が直結するかのよ

うなきわめて保守的な議論が行われている。

さらに，目下審議中の『新安全基準（地震・津波）骨子

案』では，基本的要求事項の最初の項目に「重要な安全機

能を有する施設は，将来活動する可能性のある断層等の

露頭がないことを確認した地盤に設置すること。」と明記

され，その詳細には，「震源として考慮する活断層のほ

か，地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，支

持基盤を切る地すべり面が含まれる。」，「『将来活動する

可能性のある断層等』としては，後期更新世（約12～13万

年前以降）の活動が否定できないものとすること。」とさ

れている。

奥村 晃史（おくむら・こうじ）

広島大学 大学院文学研究科 教授
世界各地で過去の大地震の痕跡を調査して
長期的地震危険度評価の基礎データを発掘
し，その活用につとめている。1987年東京
大学大学院理学系研究科地理学専門課程博
士課程修了。通商産業省工業技術院地質調
査所研究員。1996年より現職。
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2006年に改訂された『発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針』（新指針）に既存施設が適合するか否かを

点検するために，耐震バックチェックが2007年から実施

された。新指針に前後して2005年能登半島沖地震や2007

年新潟県中越沖地震では，基準地震動を上回る地震動が

発生した。その原因の一つに活断層の不十分な認定が

あったことから，バックチェックでは活断層の長さや連

動性，そこから生じる地震動のモデルについて慎重な点

検が行われ，機器・配管の耐震性能と合わせて安全性が

確認された。また，新手引きに先んじて一部の施設につ

いては断層変位についても検討が行われた。

しかし，2011年東北太平洋沖地震と津波，福島第一原

子力発電所事故の衝撃は，従来の地震予測・防災，原子

力施設の耐震安全設計と審査プロセスすべてが不適切で

あったかなような批判を招き，想定を超える自然現象へ

の不安，科学・技術への不信を植え付けた。その批判は

不当であり，科学技術に関する不安・不信はあまりにも

誇張されている。

さらに，2011年４月11日福島県浜通り地震に関わる誤

解も，不安を増幅して断層変位問題をクローズアップす

る一因となった。この地震では，一般に東西圧縮応力下

にあると思われる東北日本で正断層が活動し，地表に断

層変位が現れた。東北太平洋沖地震で東北日本が最大数

m 東西に引き延ばされた結果，圧縮の場で引張による

正断層が誘発されたのではないか，と考えられた。この

考えは，正断層の動きが過去に繰り返されたこと，2011

年以前から引張を示す地震が多く発生していたこと，東

北太平洋沖地震はこの規模の地震を誘発しないと分析さ

れたことなど，地震後の調査により否定されている。し

かし，誤解に基づく活断層と関係ない断層や破砕帯が変

位を生じるとの不安は，そのまま引きずられている。

2011年春から原子力安全・保安院で活断層と地震に関

わる意見聴取会が開催され安全性の再検討が行われた。

その中で活断層の連動性に続いて敷地内断層の問題が主

に検討された。2012年９月に発足した原子力規制委員会

で敷地内破砕帯等の問題が最初の検討事項の一つとな

り，破砕帯等を調査するための有識者会合が組織される

にいたった。地球惑星科学関連４学会への依頼は，破砕

帯等調査のために活断層認定，活断層調査，活断層調査

計画の立案等に詳しい研究者を推薦することであった。

これは矛盾している。なぜなら，活断層調査は変動地形

に基づく活断層認定を基本とするが，破砕帯調査は断層

岩・断層物質分析や構造地質学の課題である。結果的に

有識者のほぼ４分の３が活断層・変動地形の専門家，４

分の１が断層岩・断層物質の専門家となった。

このような有識者会合による調査の問題点は，調査対

象と調査メンバーとのミスマッチである。実際の調査対

象は破砕帯等であって活断層ではない。対象施設の工事

以前の地表には地形を根拠に活断層と呼べるものは存在

しない。存在するのは，岩盤中の破砕帯や不連続面，割

れ目，あるいは局所的な岩盤と第四系の変形であって，

活断層が新たな調査によって見つかったわけではない。

そこに変動地形学の対象は存在しない。変動地形学者

に，基盤岩中の破砕帯・不連続面・割れ目の観察や分析

だけから活断層か否かを判断することはできない。大

飯・敦賀では，重要施設から離れた地点で掘削調査中に

偶然基盤岩を覆う中期～後期更新世の地層を食い違わせ

る不連続面が発見された。そして，それが活断層である

ことや，施設直下に連続することが不明にもかかわら

ず，可能性が否定できないことだけを理由に施設直下の

活断層の存在が結論されている。

活動の可能性が活断層の存在に直結するかのような議

論や，破砕帯の性状に関わらず活断層とみなすような議

論が繰り返し行われているが，そこに予断はないだろう

か。事業者が調査結果から活動を否定しても，それが検

討すらされないことが多い。施設の耐震安全性調査の主

体は事業者であり，調査を行わせてきたのは原子力安

全・保安院と原子力規制委員会である。有識者会合で，

事業者の調査結果を無視するかのように議論が進められ

ることを制止する義務は原子力規制委員会にある。事業

者の調査結果を信頼することなしに適切な審査を行うこ

とはできない。

SSG�９に述べられているように，断層変位から施設の

安全性を考えるには二つの段階がある。第１は断層変位

の可能性を示す信頼すべき証拠であり，第２は断層変位

が施設に影響を与えるかどうかの検討である。第１段階

をクリアするためには，施設直下に存在する破砕帯・不

連続面・割れ目そのものを調査して活動履歴と将来の活

動性を検討できる構造地質学や断層岩の専門家が必要で

ある。第２段階では，地盤の安定性が工学的な見地を含

めて検討されるべきである。そのためには構造地質学，

岩盤力学，地盤工学の立場からの調査と解析が必要であ

り，さらに施設そのものについても検討が必要である。

断層変位の認定は安全性評価の入り口であってゴールで

はない。

（2013年４月22日 記）
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規制委，敦賀 2号機の「活断層」めぐる評価を変えず
原子力規制委員会は４月２４日，敦賀発電所敷地内破砕

帯の調査に関する有識者会合の第４回評価会合を開き，
日本原子力発電の敦賀原子力発電所の２号機下の破砕帯
について議論した。会合では規制委員会の有識者らと原
電の主張はすれ違いのままに終わり，規制委員会は破砕
帯を「活断層の可能性が高い」と評価する見解を変えな
かった。
この日の会合で原電は，「大規模トレンチ内のG断層

及びD�１破砕帯は薄片試料観察の結果，いずれも正断層
センスであり，また走向・傾斜も類似していることか
ら，同じものである」と主張。これに対し規制委は，「破
砕部に残された構造は，断層が何回か活動をしている場
合，薄片試料観察により最新活動面の変位センスを断定
することは相当難しい」「仮に最新活動面の変位センスを
識別できたとしても，それは各々の地点において相対的
に最も新しい活動面が認定できたにすぎず，活動時期を

特定できるものではない」と反論。また「大規模トレンチ
内のG断層及びK断層の上に載っている堆積層（⑤層下
部）に約１２万年前の火山砕屑物（テフラ）があり，それが，
その地層を変位・変形させていないことから，活断層で
はない」との原電の主張に対して，規制委員会は鉱物の
分析によるテフラの同定方法が不十分であるなどと述べ
て，両者の見解はすれ違いのままに終わった。
一方，原電は２４日，同会合の審議の進め方に対し，「年

代判定や変位センスなどについて技術的決着をつけない
まま一方的に不十分とし議論を打ち切った」ことなどは
遺憾であるとのコメントを発表した。同社では対象と
なっている破砕帯について６月末までに調査を終了して
最終報告書を提出する予定で，規制委員会に対してはこ
の最終報告を踏まえて，評価会合において改めて議論を
行うよう求めている。

（原子力学会編集委員会）

学会事故調が中間報告，福島原発事故の背景と根本原因を究明へ
日本原子力学会の東京電力福島第一原子力発電所事故

に関する調査委員会（学会事故調）は３月２７日，近畿大学
で開かれた同学会主催の「春の年会」で中間報告を公表し
た。福島原発事故については「想定を超える津波により
原子炉の冷却機能が失われた」ことが直接的な主な原因
であり，その上でシビアアクシデントについての様々な
取組みが不十分だったことが被害を拡大させたと分析し
ている。
福島第一原子力発電所事故の根本原因の究明を進めて

いる同事故調が特に注目し，検討を進めている論点は，
①リスク評価と深層防護，②外的ハザードへの対応，③
シビアアクシデント対策，④原子力防災，⑤環境の除染
と修復，⑥コミュニケーション，⑦原子力学会の役割と
責務などの７点である。
このうち外的ハザードの対応について中間報告では，

「同じ自然災害である地震に比べ津波に対しては設計や
備えが十分ではなかった」とし，今後は IPEEE（外的ハ
ザードに対するプラント固有の耐性評価）などにより包
絡的にリスク評価を行うとともに，性能目標に整合した
設計基準の設定，設計基準を超過する外的ハザードに対
する備えとしてクリフエッジを回避する安全余裕と深層

防護による設計などを合わせて対処することが重要であ
ると指摘した。
シビアアクシデントについては，その発生の想定が不

十分だったために十分な対応ができなかったと分析。総
合的リスクを低減するマネジメントを導入するととも
に，事故シナリオに依存することなく，あらゆる事象を
検討して教育訓練を行うことで，発電所のマネジメント
能力を高めることが必須であると述べている。
また，緊急時避難については，施設の状態に関してあ

らかじめ決められた判断基準に基づいて予防的防護措置
が放射性物質の環境への放出以前に迅速に実施できるよ
うな準備を確立しておく必要があると指摘した。
中間報告ではさらに，学会の役員など２８９人を対象に

行ったアンケート結果も紹介。事故を防止できなかった
原因やこれからの取組みの姿勢についての提言などを調
査した。
中間報告は，事故の分析調査において基盤ともいえる

安全の考え方に重点が置かれたが，現在，同事故調では，
関連の部会等で幅広い視点での検討を進めており，今年
中に，それらの専門家の視点からの最終報告をまとめる
こととしている。 （同）

このコーナーは各機関および会員からの情報をもとに編集してい
ます。お近くの編集委員（目次欄掲載）または編集委員会 hensyu@
aesj.or.jp まで情報をお寄せ下さい。資料提供元の記載のない記事
は，編集委員会がまとめたものです。
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伊方 3号機，新基準先取りし安全・信頼性対策
四国電力は３月１４日，伊方発電所３号機に可搬型放水

砲の配備など，原子力規制委員会で検討中の新安全基準
骨子案が要求する事項も先取りした安全性・信頼性向上
対策を６月末まで完了させると発表した。同機は新安全
基準が適用される７月以降，最初に再稼働を目指すもの
とみられている。
同電力は福島発電所事故を踏まえ，伊方の緊急安全対

策やシビアアクシデント対策のほか，独自の信頼性向上
対策を継続的に実施。１２年１１月には，３号機に非常用外
部受電設備を設置するなどの計画を発表した。今回の対
策はこれらの信頼性をさらに高めるもので，原子炉停

止，原子炉冷却・格納容器破損防止，格納容器破損時の
緩和，電源確保の各対策に関する計６項目からなる。
原子炉の自動停止が必要となった際，制御棒が挿入で

きなかった場合にも，補助給水ポンプを自動起動させ除
熱を図る。また，安全上重要なポンプの信頼性向上や冷
却水源の多様化により，原子炉冷却を持続し格納容器の
破損を防止する。さらに，格納容器が破損し，万一放射
性物質が外部に放出されるような場合にも，破損部に放
水できるよう可搬型の海水放水設備や大型ポンプ車を配
備する。

（資料提供：日本原子力産業協会，以下同じ）

エネ基本計画見直し始動，年内メドに一定のまとめ
経済産業省の総合資源エネルギー調査会・総合部会

（部会長＝三村明夫・新日鐵住金相談役）は３月１５日，政
権交替後としては初の会合を開催し，エネルギー基本計
画見直しに向けた議論を再スタートさせた。
福島原発事故後のエネルギー政策の見直しについて

は，同調査会下の基本問題委員会が１１年１０月から１２年１１
月の間に計３３回の会合を開催。「３０年代に原発稼働ゼロ」
を可能とするよう政策資源を投入するとした「革新的エ
ネルギー・環境戦略」策定につながったが，政権交替に
伴い仕切り直す格好となった。月１回程度会合を持ち，

年内を目処に一定の取りまとめが行われる見込み。
今回，始動した総合部会は基本問題委員会より人員を

絞り込み，エネルギー基本計画とともに，これまで国家
戦略室の下で行われていた電力需給対策についても検討
を行う。
初回の会合では資源エネルギー庁が，これまでのエネ

ルギー政策の変遷などを説明。震災・原子力事故後の情
勢を，生産・調達，流通，消費の観点から整理した上で，２６
項目の論点を掲げた。

規制委が新制度の審査方針，施行後 5年間の猶予も
原子力規制委員会は３月１９日，７月から施行する原子

力発電所の新安全規制に伴う審査方針について審議し
た。原則として７月の施行段階で，必要な機能をすべて
備えていることを要求するが，シビアアクシデントやテ
ロ対策のためのバックアップ対策となる「特定安全施設」
については，試行後５年間の猶予期間を設ける方向と
なった。
原子力発電所の新安全基準は現在，骨子案が２月に取

りまとめられた後，続く規則条文案作成に向けた検討が
進行中。同日の委員会会合で田中俊一委員長は，「施行
と同時に混乱なく運用できるものでなければならない」
とし，新たに導入されるバックフィットは施行時だけで
なく繰り返し実施されることから，「明瞭かつ普遍的な
システム」となることを求めている。また，新規制導入
の各節目時点以降で基準を満たしていないものは，運転
再開の前提条件を満たさないものと判断するが，基準適

合を求めるまでに一定の期間を置くことを基本とするこ
ととした。
今回の規制導入にあたっては，施行までの期間が短期

間となることから，シビアアクシデントに対応した信頼
性向上対策については，施行から５年までの間に実現を
求めることとしている。また，稼働中のプラントについ
ては定期検査終了時点で，事業者が運転を再開しようと
するまでに基準を満たしているかを判断する。
また，１９日の会合で原子力規制庁は，新規制施行後の

審査手順案を示した。ハード・ソフトを一体的に確認す
ることが合理的との考えから，これまで段階的に行って
きた設置変更，工事計画，保安規定の認可に関し，申請
を同時期に受け付け，並行して審査を実施する内容。こ
れまで原子力安全・保安院下で実施してきたストレステ
ストは，手続き上の要件としないこととなっている。

317

日本原子力学会誌, Vol. 55, No. 6（2013） （ 7 ）



「避難解除等区域復興再生計画」を決定
政府は３月１９日，福島原子力災害被災地の復興に向け

たインフラ，生活，環境，産業に係る向こう１０年程度の
具体的取組み内容を示す「避難解除等区域復興再生計画」
を決定した。福島復興再生特別法に基づき，７月に策定
された「福島復興再生基本方針」に即して首相決定となっ
たもの。避難区分に応じた復興のあり方，公共インフラ
復旧などの広域的な地域整備の方向性，市町村ごとの計
画からなる。本計画策定に際し，根本匠復興大臣は，住
民・企業に判断材料を提供し，帰還促進を図りたいとし
ている。
福島県内で避難指示区域対象となっている１１市町村の

うち９市町村では４月１日までに，避難指示解除準備区

域，居住制限区域，帰還困難区域への再編を終える。今
回の再生計画はこれらの区域ごとに，短期（２年後），中
期（５年後），長期（１０年後）ごとに復興の姿や進め方を示
している。
一方，今も依然として放射線量が高く，立入が制限さ

れている区域が存在していることから，広域的な地域整
備の方向として，�１広域的な道路ネットワーク構築，�２
海岸・河川・土砂災害対策，�３小名浜港と相馬港の機能
強化，�４漁業の再開に向けた漁港の復旧，�５JR常磐線
の復旧 といった公共インフラ復旧と機能強化のほ
か，生活環境再生のための基盤整備，産業の創出・再生
などについて，具体的取組内容を記載している。

原産協会が原子力産業動向調査，86％が長期停止の影響を予想
日本原子力産業協会は３月２７日，「原子力発電に係る

産業動向調査２０１１」をまとめた。回答企業の約８７％が原
子力発電所の停止長期化に伴い，売上げ等に影響がある
としている。このほかに今後，予想される影響としては，
「人員の配置転換」（約２５％），「雇用の縮小」（約１６％），「他
分野への資源（資金・人員等）の重点化」（１６％），「技術力
の低下への懸念」（約１５％）などをあげている。
この調査は，原子力産業の現状と今後の動向を企業に

聞いたもの，福島原発事故後としては初の調査となる。
今回からは原子力発電所の長期停止による立地地域への
影響を調べるために「立地道県内における地元雇用者数」
と「原子力発電所の運転停止に伴う各社への影響」を設問
に加えた。
原子力関係支出高（機器・設備投資費，運転維持・保

守・修繕費，各種引当金繰入額，人件費等を含む）は電
気事業者が約１兆８，０００億円で前年度比約３，０００億円（約
１６％）減少，鉱工業他の原子力関係売上高が約１兆７，０００
億円で前年度比約８００億円（約５％）減少となっている。
鉱工業他の受注残高は約２兆２，０００億円で前年度より約

１，０００億円（約５％）の減少。
また，原子力関係従事者数（事務系・その他を含む）は

約４万６，０００人。電気事業者の従事者数は対前年度比で
約３００人（約３％）増加の約１万２，０００人で，鉱工業他の従
事者数は同約１００人（０．３％）減の約３万４，０００人。 原子
力関係従事者数における地元雇用者数（発電所立地道県
居住者。ただし一部電気事業者は立地道県の高校・大学
等卒業者の数値を回答）は電気事業者約７，０００人（地元雇
用者比率約６０％），鉱工業他約１万１，０００人（同約３２％）で
合計約１万８，０００人となり，従事者数全体の約３９％を占
めている。
２０１２年度の原子力業界の景況感については８６％（対前
年度比＋約１４％）の企業が「悪い」と回答。２０１３年度の景
況感についても約７５％が「もっと悪くなる」と回答した。
調査対象は同協会会員企業および原子力発電産業に係

る支出や売上，従事者を有する営利を目的とした企業５７０
社のうち回答のあった２０８社（電気事業者１１社，鉱工業他
１９７社）。２０１２年１０月２５日～１２月２１日に調査を実施した。

東京電力が原子力改革プラン実行へ
東京電力は３月２９日，福島原発事故を総括した「原子

力安全改革プラン」をまとめた。安全文化を社内に浸透
させるため原子力安全の監視義務を負う取締役会の意思
決定を補佐する「原子力安全監視室」を設置するほか，リ
スクコミュニケーターという専門職を置いて事故時に社
会への説明を適切に行うなど，信頼回復への全社的な態
勢強化を図る。
改革プランのなかで東京電力は，技術面での原因分析

とともに，事故の備えが不足した組織内に内在する問題

を解決するため，「従来の安全対策に対する過信とおご
りを一掃し，当社組織内にあった問題を明らかにして，
安全への取組みを根底から改革する」とした。また事故
の背後要因に，「安全意識」，「技術力」，「対話力」の不足
があったことを問題点とあげている。さらに，「安全は
既に確立されたものと思い込み，稼働率などを重要な経
営課題と認識した結果，事故の備えが不足」し，これを
助長する構造的な問題として「負の連鎖」が原子力部門に
定着していたことを指摘。事故当時の経営層全体に，原
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（情報提供：日本原子力産業協会）

子力発電に関わる企業としてのリスク管理に甘さがあっ
たとして，今後は原子力安全リスクの管理状況の監視・
監督機能を改善・強化に取り組むとした。
具体的には，組織の本質的な問題を解消するため，「経

営層からの改革」，「経営層への監視・支援強化」，「深層
防護提案力の強化」，「リスクコミュニケーターの設置・
ソーシャル・コミュニケーション室の設置」，「発電所お
よび本店の緊急時組織の改編」，「平常時の発電所組織の
見直しと直営技術力強化」の６つの対策を打ち出した。
そこでは経営層が自ら率先して安全文化を組織全体に

浸透させる考えを第一に，原子力安全の監視義務を負う
取締役会の意思決定を補佐する「原子力安全監視室」を設

置し，原子力安全に関する活動を執行側と独立した立場
から評価，監視・助言させる。また，深層防護に則った
費用対効果の高い安全性向上対策を強化すべく「安全性
向上コンペ」などの改善提案の仕組みを構築する。加え
て事故の当事者としてリスクを公表し，対策を広く社会
に伝える視点に立ち，リスクコミュニケーション活動の
充実に向け専門職，社長直属の組織を整備。震災直後の
現場対応に混乱をきたした教訓を踏まえ，米国にならっ
た緊急時対策へと改編する。平常時についても，原子力
安全に関する俯瞰機能の強化を目的に発電所組織を見直
していく。

海外情報

［米 国］

米国で30年ぶりコンクリート打設，
V・Cサマー 2号機

サウスカロライナ州のサウスカロライナ・エレクト
リック＆ガス（SCE&G）社は３月１１日，ウェスチングハ
ウス（WH）社製AP１０００を採用したバージルCサマー原
子力発電所２号機建設計画で原子炉系統設備用のコンク
リート打設を完了したと発表した。同社が州営電力のサ
ンティー・クーパー社と進めている同原発２，３号機増
設計画は，２０１２年２月のボーグル３，４号機増設計画に
続いて同年３月に米原子力規制委員会（NRC）から建
設・運転一括認可（COL）を発給されたが，ベースマッ
ト用鉄筋の認可修正問題でボーグル計画の進展が滞った
ことから，これに先んじて米国で三十余年ぶりとなる原
子炉建設計画の正式着工を果たした。
SCE&G社とサンティー・クーパー社は２００８年３月に

同建設計画のCOLを NRCに申請。５月には東芝傘下
のWH社およびショー・グループ（昨年７月にシカゴ・
ブリッジ＆アイアン社が買収）とエンジニアリング・資
材調達・建設（EPC）契約を締結しており，１１０万kW
AP１０００の２基を２０１７年および１８年に完成させるとして
いる。
現 在，V・Cサ マ ー 発 電 所 サ イ ト で は１号 機

（PWR，１００．３万 kW）が過去３０年にわたり安定的に稼
働。また，WH社によると，同計画では並行して，ター
ビン系統や周辺機器の作業も継続中。次世代型原子炉と
なる両炉の完成に向けて，運転員の訓練も進めるとして
いる。
米国ではこのほか，テネシー州でCOLを必要としな

い古い許認可に基づきワッツバー２号機が建設中。プロ
グレス・エナジー社もレビィ・カウンティ計画で，ボー

グルとV・Cサマー両計画に続くCOL発給を待ってい
る。
一方，米国サザン社の最大子会社であるジョージア・

パワー社は３月１４日，ジョージア州のボーグル原子力発
電所サイトで３号機用原子炉系統設備のコンクリート打
設を完了したと発表した。ボーグル３，４号機増設計画
（各PWR，１１０万 kW）ではV・Cサマー２，３号機計画と
同じく，ウェスチングハウス（WH）社製AP１０００を採用
している。完成日程は当初計画から１年遅延し，サマー
計画と同じ２０１７年と１８年を予定。３号機のコンクリート
打設作業ではサマー２号機と全く同じ，７６m×４９mのエ
リアに厚さ１．８mのベースマットを敷設するため，５，３５０
m３のコンクリートを４１時間かけて投入した。
認可手続きについては，サザン社のもう一つの子会社

であるサザン・ニュークリア社（SNC）が２００６年８月に
事前サイト許可（ESP）を米原子力規制委員会（NRC）に
申請した。翌０８年３月に建設・運転一括認可（COL）を
申請した後，同年４月にWH社，ショー・グループ（昨
年７月にシカゴ・ブリッジ＆アイアン社が買収）とエン
ジニアリング・資材調達・建設（EPC）契約を締結。１２年
２月には，米国で新たな許認可制度が採用されてから初
めて，３４年ぶりの建設・運転認可が同計画に対して発給
された。
同計画の資金調達に関しては，地元ジョージア州の公

益事業委員会が資金調達コストを建設期間中に電気料金
に上乗せして回収することを認めているほか，１０年２月
に米エネルギー省（DOE）から原子炉建設計画に対する
融資保証としては初めて，８３．３億ドルの適用が認められ
た。こうした背景からジョージア・パワー社では，割引
の形で２０億ドルまで潜在的な利益を顧客に還元できると
明言。３，４号機は天然ガスを含めた次善の利用可能技
術より，少なくとも４０億ドルの付加価値を提供可能だと
強調している。
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両炉の建設と運転はSNCが担当する一方，所有権の
４５．７％はジョージア・パワー社が保有。このほか，オー
グルソープ社，地元の州営電力，ダルトン市営電力が共
同所有者となる予定だ。

NRC，フィルタの設置問題先送り

原子力規制委員会（NRC）は３月１９日，米国内で福島
と同様の事故発生の可能性がある３１のBWRで炉内圧力
を安全にベントするシステムを一層改善するため，２種
類のアプローチで取り組むようNRCの技術スタッフに
命じた。議会や産業界の意見を汲み，事故時の放射性物
質放出量を軽減するフィルタの設置を直ちに義務付ける
のではなく，１年間の技術評価期間を設け，フィルタ設
置のほかに既存システムの冷却性能などを向上させて対
処するアプローチの両方を考慮するようスタッフに指
示。事故時の炉心溶融物冷却と放射性物質保持のための
最終規則を４年間で策定するため，総合的な規則制定活
動も開始することになる。
今回の一つ目の指示は，マークⅠ，Ⅱ型の格納容器を

有するBWRに信頼性の高い強化ベントを設置するよう
事業者に通達した昨年３月の指令をさらに改善要請する
内容。具体的には，損傷した原子炉内で上昇した圧力と
温度および放射能レベルに対処可能となるベント要件を
確定する方針だ。発電所職員が事故の条件下でベントを
安全に操作可能になることも徹底させるとしており，そ
のための「指令の改善」は６０日で完了するようスタッフに
命じている。
二つ目のフィルタリング規則を制定するための技術評

価に関しては，１年間の猶予をスタッフに与えたもの
で，この間に分析作業を終えるため，さまざまな関係者
からの意見もさらに募集。規則案と最終規則のすべてを
２０１７年３月末までに策定しなければならないと言明して
いる。

ニュースケール社も申請，米国の
SMR開発支援計画

オレゴン州を本拠地とするニュースケール社は３月２７
日，米エネルギー省（DOE）が同月１１日付けで発表して
いた小型モジュール炉（SMR）開発・商業化促進プログ
ラムの２度目の募集要項（FOA）に対して，基本合意書
（LOI）を提出した。
昨年３月に公表された最初の FOAでは，同年１１月に

DOEがバブコック＆ウィルコックス社の「mPower」設
計を商業化支援対象設計の一つに選定。落選したニュー
スケール社は残りの対象枠に，ウェスチングハウス社や
ホルテック社とともに再びトライする考えで，締切り日

の７月１日までに詳細な申請書を提出するとしている。
オバマ大統領は今年２月の一般教書演説の中で一層持

続可能なエネルギー源への移行を加速すると約束。SMR
の開発支援計画はその一部となるもので，DOEのチュー
長官（当時）もSMRを含めた革新的エネルギー技術は，
世界のクリーン・エネルギー競争において米国に重要な
競争力をもたらしつつ，国内の一般家庭やビジネス環境
にも低炭素なエネルギーを提供する助けになると指摘し
た。政府が資金提供する公募プログラムで革新的な
SMRを上市することにより，米国内に新たな雇用と事
業を創出する狙いがある。
同計画では有望なSMR設計２件が２０２５年頃までに営

業運転の開始を可能とするため，５年計画でエンジニア
リング，設計認証および許認可を政府がコスト支援。少
なくとも経費の５０％は産業界負担だが，昨年の発表で議
会が割当てた連邦予算は合計で４億４，２００万ドルとなっ
ている。
ニュースケール社はSMRの開発・商業化を唯一の目

的に設立された企業で，軽水炉で実証済みの技術を元
に，自然循環による炉心冷却などで独自の技術を開発
中。同社のSMRは水中や地下にも設置できる小型一体
型炉で，モジュールの１００％を別工場で製造し，鉄道や
トラックでサイトまで輸送することが可能だ。また，１
基あたりの出力は４．５万 kWで，最大１２基組み込むこと
により，５４万 kWまで出力を拡大できる。
２０１１年１０月に大手 EPC契約企業のフルアー社が３，０００
万ドル以上の投資を約束したほか，昨年３月にはDOE
のサバンナリバー国立研究所（SRS）がサウスカロライ
ナ州のSRSにおける開発と建設を支援することで同社
と協力合意文書を締結済みである。

［英 国］

EDF社のヒンクリーポイント Cに
開発合意書

エネルギー気候変動省（DECC）は３月１９日，EDF・エ
ナジー社のヒンクリーポイントCプロジェクト（EPR×
２基）に対し開発合意書（DCO）を発給した。英国では大
規模な公共事業について，計画審査庁の審査を経た上
で，DCOを取得することが要求されている。これで
EDF・エナジー社は，新規建設に必要な許認可をすべて
取得したことになる。
同社はこれまでに欧州委員会承認（昨年６月），サイト

許可取得（昨年１１月），EPRの包括的設計審査完了（昨年
１２月）など数々の許認可手続きをクリアし，許認可関連
最後の手続きとなるDCO発給の行方が注目を集めてい
た。
DECCの E・デイビー大臣が議会でDCOの発給を発
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表した日は，くしくも英国の原子力新規建設をテーマに
した「NNB２０１３」が，英議会からほど近い会議場で開催
されていたのと同日。NNBでスピーチした同社のカドゥ
�ハドソン新規建設担当役員は，DCO取得により「プロ
ジェクトの準備は整った」と指摘。同時に，「行使価格（政
府による電力の買取り価格）と長期固定価格買取制度
（CfDs）に関する財務省との協議は継続中であり，合意
に達しない限り最終決定は下せない」と強調した。

政府，原子力で世界をリードするこ
とをめざす将来戦略

英国政府のビジネス・技術改革・職業技能省（BIS）と
エネルギー気候変動省（DECC）は３月２６日，同国が民生
用原子力利用で世界でも主導的な立場になるまでの方向
性を示した戦略報告書，「英国の原子力の将来」を共同発
表した。原子力が同国の将来のエネルギー・ミックスの
中で重要な役割を担うという明確な期待の下，原子力を
通じたビジネス・チャンスの拡大によって経済成長と雇
用の創出を刺激するため，同国政府と原子力産業界が一
貫性のある長期的なアプローチとして詳細に練り上げた
計画。両者が一体となって国内の原子力市場を商業基盤
として構築するのみならず，世界をリードすることを目
標に，意欲的な戦略を示した。
英国では昨年９月に産業界全体に関する新たな政府戦

略を打ち出しているが，今回の原子力戦略は有望な部門
に対する支援戦略の一部という位置付け。折しもDECC
はこの１週間前，新設計画では初となる開発合意書を
EDFエナジー社のヒンクリーポイントC計画に発給し
たばかり。先触れとして，新設計画の短期的チャンスに
焦点を当てた「原子力供給チェーン活動計画」が昨年１２月
に公表されているが，同戦略は実質的に，議会上院・科
学技術特別委員会が２０１１年に取りまとめた英国の原子力
研究開発能力に関する報告書等への対応作業の中で策定
された。この作業の直接的な結果として６つの文書
「原子力供給チェーンの能力改善による経済的利点」，「原
子力産業ビジョン声明」，「原子力研究開発ロードマップ」
など が今回の将来戦略と同時に公表されている。

［スイス］

ミューレベルク原発，最高裁判決で
運転可能に

スイスの連邦最高裁判所は３月２８日，ミューレベルク
原子力発電所（KKM，BWR，３９万 kW）の運転期限を今
年６月末までとした連邦行政裁判所（FAC）の昨年３月
の判決を破棄した。同炉の安全性を認め，同国のその他

の稼働中原子炉と同様，期限を切らずに運転可能との裁
定を下したもの。
１９７２年に運開したKKMに対して，連邦政府の環境運
輸エネルギー通信省（DETEC）は２００９年，国の安全要件
を満たしている限り無期限に運転期間を延長できるとの
判断を下した。さらに福島事故後の１１年５月，連邦政府
は国内の原子炉５基の平均稼働年数を５０年と設定した上
で，これらすべてを３４年までに段階的に閉鎖する政策を
公表。KKMは運開後５０年目に当たる２２年まで運転でき
ると見られていた。
しかし，KKMの炉心シュラウドにヒビがあると主張

する反対派住民の提訴を受け，FACは DETECが政治
的判断により課した５０年の稼働許容年数を排除。KKM
の操業を今年６月末までに制限したほか，事業者である
BKW社には運転継続のための新たな申請書を，長期運
転に関する包括的保守管理概念とともにDETECに提出
するよう指示した。
BKW社はこの裁定に控訴した上で，昨年８月に要求

されたすべての文書を提出。スイス連邦原子力安全検査
局（ENSI）は同年１２月に，それらの文書を通じてKKM
の長期運転の妥当性が裏付けられた根拠を承認した。そ
の一方，２０１７年以降の運転継続を見越した包括的な改修
工事をBKW社に指示しており，その実施計画を６月末
までに提出するよう命じていた。
今回の最高裁判決を受けて，BKW社は「これで改修

工事の実施計画の作成に集中できる」と歓迎している。

［南 ア］

原子力拡大計画にロシアが協力

ロシアの原子力総合企業ロスアトム社は３月２８日，V・
プーチン大統領が南アフリカ共和国の J・ズマ大統領と
共同宣言を発表し，南アにおける原子炉新設のみなら
ず，同国の原子力産業全体の発展のためにロシアが支援
するなど，エネルギー分野での協力や本格的な戦略パー
トナーシップの構築で両国が合意したと発表した。
この合意は，両国にブラジル，インド，中国を加えた

「BRICS５か国」の首脳会議が南アで開催されたのを機
に，両国間で調印した様々な分野の協力合意の一つとい
う位置付けで，エネルギー分野の協力の中では中心的役
割を担うもの。南アは福島事故後を経てなお，エネル
ギー・ミックスの中に原子力を残した統合資源計画
（IRP）を打ち出しており，同国で豊富なウラン資源の採
鉱から原子力機器の国内設計・製造を通じた原子炉と研
究炉の建設まで，先進的な原子力産業の構築を含めて，
ロシアは技術的および財政的な支援をトータルに提供し
ていく。
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Ⅰ．活断層調査と思いこみ

東京西郊に位置する活断層である立川断層で行われた

トレンチ発掘調査では，調査を実施した東京大学地震研

究所がセメント材料と思われる人工物を，繰り返し断層

がずれることで岩石がすりつぶされて形成される断層破

砕帯と見誤り，2013年２月の一般公開で調査を見学した

市民約１万人やマスコミに誤った説明をしたとして，３

月末に大きなニュースになった。調査の担当者は記者会

見で「思いこみによって人工物を断層破砕帯と判断して

しまった」と説明した。これは真実だと思うが，問題は

どうしてセメント材料を断層破砕帯と思いこんでしまっ

たのか，ということである。この答えは，４月７日夜に

NHK 総合テレビで放映された NHK スペシャル「メガク

エイク」を見てすぐにわかった。番組では調査トレンチ

内で数人が「断層破砕帯」を観察している様子が映された

あと，「断層の説明が誤りであったことが発表された」と

いう短いナレーションが入り，すぐ次の場面に替わっ

た。しかし，その後の，断層活動を説明するコンピュー

タグラフィック（CG）の映像を見てびっくりしてしまっ

た。トレンチ発掘調査現場と思われる広い空き地から，

立川を想像させるモノレールのある市街地に向かって地

震断層の亀裂が稲妻のように走り，市内では道路を横

切って断層のずれによる段差が現れ，モノレールの橋脚

が倒れ落ちる様子が映されたのである。この番組の制作

者は，地震研の調査結果の説明に合わせてこの CG を

作ったが，説明が誤りで放送に使えなくなったため，そ

こだけをカットして CG はそのまま放映したものと思わ

れる。しかし，この CG には大きな誤りを導いた思いこ

みがそのまま残されていた。

立川断層は約２万年前の氷河期に多摩川の河原であっ

た広い扇状地（現在は干上がって立川段丘となっている）

を上下に食い違わせている。だが，扇状地を構成する未

固結の砂礫層が厚い（40 m 以上）ため，地下深部の固結

した砂・泥質堆積物が断層によって食い違ってずれて

も，その上の厚い砂礫層の中でずれは分散してしまい，

表層付近では地層（砂礫層）が緩く傾くだけで，ずれや段

差はほとんど現れない。このように地層が切れずに，撓

んで緩く傾いているものを撓曲という。そのため，立川

断層沿いでは急な崖は全く存在しておらず，どこでも非

常に緩い坂が認められる。撓曲が立川断層の大きな特徴

であることは，同断層を最初に記載した論文１）ですでに

指摘されている。

つまり，立川段丘の下で断層が動いても地表には CG

で描かれるような明瞭な段差は現れず，砂礫層の撓曲に

よって既に存在している緩い坂の傾斜が少し急になるだ

けなのである。この撓曲構造を理解しておらず，断層が

動けば地表に明瞭なずれ（段差）を伴う地震断層が現れる

はずと思いこんで調査を行い，都合の良い垂直な構造が

見つかったので，それを破砕帯と決めつけたのである。

これまでの理学的な活断層調査は，さまざまな地学情報

から帰納的に活断層の存在を推定したのであるが，これ

を防災や予測に利用するには，活断層から発生する地震

のマグニチュード（M）や断層のずれの大きさ（変位量）な

どの情報を既存の知識から演繹的に取り出さねばならな

い。このとき，「専門家」といえども，断層運動に関する

知識の不足ないしは誤解から思いこみや決めつけが生じ

るのである。多数の「専門家」が調査に関与しながら，そ

Earthquake and Seismogenic Fault, and What is the Active

Fault ; Eliminate a Delusion and Rumor for Active Fault

and Give a Calm Response : Haruo YAMAZAKI.
（2013年 ４月１７日 受理）

東京西郊の主要な活断層である立川断層の調査では，人工物を断層が繰り返しずれた跡であ

る断層破砕帯と見誤るという事態が生じた。その原因について検討し，大地震の際，地表に現

れる地表地震断層の活動様式などに誤解と思いこみがあったことを指摘した。そして，誤解を

防ぐために，地表地震断層やその繰り返しの結果である活断層についての解説を行った。活断

層は将来，大地震を引き起こす可能性があり，それを防災に利用するためには，地表地震断層

の挙動を予測しなければならないが，そこには知識等の不足により誤解や思いこみが入る余地

が大きくなる。このことを理解して冷静に活断層等に対応する必要がある。

解説

地震と断層，そして活断層とは何か
思いこみや風評を排して冷静な対応を

首都大学東京 山崎 晴雄
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の誤りを指摘できなかったのも，上記の思いこみや決め

つけが関係者の間で共有されていたからであろう。

Ⅱ．風評化する活断層

活断層に関するニュースやマスコミの論評を見ると，

誤解による情報が紹介され，それが恐怖をあおって，活

断層をただ恐れ忌避するという風評化が進みつつあるこ

とがわかる。活断層に関する最大の誤解は，断層のずれ

（断層変位という）による被害がもっとも激しく，その近

傍では構造物は皆破壊されてしまうというものだ。確か

に，断層のずれと破壊された建物の映像を見せられれ

ば，断層は恐ろしいと思うのは当然である。しかし，こ

れまでの事例からみると，実際の地震災害で大きな被

害，とくに人命に係わる被害は，断層のずれによる構造

物等の崩壊ではなく，断層とは直接関係のない，津波や

軟弱地盤での非耐震性建物の崩壊，あるいは延焼する火

災で引き起こされているのである。活断層のずれを怖い

と恐れるだけでは災害の本当の原因を見逃し，むしろ被

害を拡大してしまうことになりかねない。立川など地盤

の良い武蔵野台地の上で本当に恐れ，対応を考えねばな

らない地震災害は，密集化の進みつつある木造住宅地域

で発生する可能性のある延焼火災なのである。

このような活断層に関する誤解を解き，風評を排除す

るには，関心のある人々に地震や活断層に関する知識を

丁寧に説明し，活断層が認識された過程を説明しなが

ら，その実際を理解してもらうことしか他に方法はない

ようだ。以下，このような考えの下，断層運動で生じる

地表の現象を説明しながら，地震と活断層の関係につい

て解説する。

Ⅲ．地震と断層

地震はその大きさにかかわらず，地下の断層運動で引

き起こされる。断層運動とは，地下の岩盤中の破断面（弱

線）である断層を境に両側の岩盤がずれ，食い違う現象

である。日本列島の浅部内陸地殻内の場合，断層を動か

すエネルギーはプレート運動などの余禄として地殻内に

ゆっくり蓄積されるひずみである。このひずみはある範

囲ごとに地殻内の弱線である断層に集中し，そこに応力

集中が起きる。応力が断層面の摩擦強度を上回る状態に

達すると断層面を境に両側の岩盤が滑って食い違い，そ

の結果，断層面から強い地震動が発生するのである。こ

のような地震を引き起こす地下深部の断層を震源断層と

いう。日本列島の内陸部では，地震を起こす断層運動が

発生する深度はある程度限定されている。日本列島の地

下深部は高温で，地下約20 km 以深では岩石が柔らかく

なってひずみを蓄積できない。一方，表層近くの地下約

３km 以浅の部分も岩石の強度が低く，ひずみを蓄えら

れない。したがって，ひずみが貯まり地震を発生する断

層運動が起きるのは，硬い岩盤の分布する地下３～20

km 程度の範囲である。この部分は地震発生層と呼ばれ

ている。

地震発生層の中には弱線が多数存在し，応力の方向と

断層面の強度に応じて弱いところが断層運動を起こすの

である。断層のずれで起きる地震のエネルギーの指標は

地震モーメント（Mo：単位 N・m）で表され，Mo＝μAD

の関係が知られている２）。ただし，μは断層面の剛性率

（単位 Pa），D は断層面上でのずれの大きさ（変位量：単

位 m），A は断層の面積（単位 m２）である。内陸地震で μ
に大きな地域差がない場合，断層から発生する地震の規

模（マグニチュード：M）は断層の面積と変位量に依存す

る。A は断層の平面上の長さ L と深さ方向の幅 W の積

だが，地震発生層の厚さ（約17 km）で W の上限が押さ

えられているので，断層が大きくなると M は断層長 L

と変位量 D に依存するのである。D と L の間にもスケー

リング則が成り立つので，M の大きな地震は断層長 L

に比例する。つまり，長い断層は大きな M の地震を発

生する可能性がある。第 1図は日本列島の浅部内陸地殻

の断面で，断層長とマグニチュード，それに地表への断

第 1図 地震発生層と震源断層，地表地震断層の関係
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層の出現の関係を示したものである。M の小さな地震

では震源断層の長さやずれは小さく地震発生層の中だけ

に限られ，地表には断層のずれは現れない。しかし，M

が７以上と大きくなると，震源断層のずれは地震発生層

の幅全域に及び，地震発生層の上限を突き抜けて地表に

まで達するようになる。地表に現れた断層を地表地震断

層という。

地表地震断層は地下の震源断層から地表に延びてきた

もので，そのずれの向きや変位量は地下深部の震源断層

の特徴を知る重要な手がかりと考えられた。そのため，

大地震で地震断層が出現すると，研究者は詳細にその様

子を記載してきた３，４）。しかし，地震時に地表に現れるの

は震源断層に直接続く地震断層の主断層だけではない。

地下から延びてくる断層が地表付近の比較的強度の弱い

地層の中で枝分かれする分岐断層や，地震動などにより

主断層とは直接関係しない断層が誘発されてずれ，副断

層と呼ばれる小規模なずれが現れる（第 2図）。地震後，

詳細な調査を行っても，変位量の大きな主断層は別とし

て，それ以外の小さな断層を成因によって区別するのは

困難なことが多い。そのため，明らかに表層の重力作用

などで形成されたと考えられる断層以外は全て構造性の

断層と見なして，地表地震断層と呼んでいる。つまり，

地震時に地表に現れる断層にはさまざまな成因のものが

含まれているのである。

このほか，震動による地盤の圧密や液状化，地すべり

などでも地表に２次的な断層が現れることがある。ただ

し，地すべり等が原因であるものは地表地震断層には含

めない。また，前述の立川断層の場合のように，表層地

盤の条件によっては地表には明瞭な主断層は現れず，撓

曲状の変形あるいは開口亀裂群が出現することもある。

1948年福井地震（M 7．1）は厚い沖積層に覆われた平野の

下で断層運動が起きたものだが，地表では不規則な亀裂

が帯状に幅広く現れただけであった。しかし，地震後の

測量によって幅数 km の間で上下方向に70 cm，水平方

向に約２m の地盤の食い違いが起きていたことがわ

かった５）。厚い軟弱地盤に覆われていたため，地表地震

断層は肉眼では確認できない幅広い撓曲として現れたと

考えられる。

Ⅳ．地表地震断層の繰り返しと活断層

地表に地震断層が出現するような大きな震源断層の運

動は，少なくとも1000年以上の長い休止期間にゆっくり

ひずみが蓄積し，摩擦強度の限界に達するとほぼ一瞬と

いえる数十秒の時間で断層がずれるという，間欠的な動

きを繰り返していると考えられる。これは，地殻のひず

み速度が時間的に大きく変化せず，断層の摩擦強度も大

きく変化しなければ，断層は一定の間隔で同じ大きさの

地震を引き起こすという考えが根拠になっている。

断層運動で地表に現れた地表地震断層のずれ・食い違

いは，次に続く長い休止期間のうちに浸食や堆積作用で

削れたり埋められたりして，小規模なものは消えてしま

う。主断層などずれの大きなものだけが浸食等に耐えて

次の活動時期まで地表のずれを残している。そして，次

の活動で新しいずれが付け加わって，地形や表層部の地

層の食い違いは大きく成長していく。その結果，主断層

に沿っては大きな崖などの明瞭な地形の不連続や地層の

食い違いが形成される。このような断層運動の繰り返し

によって地表に形成される特別な地形を断層地形とい

う。

神戸に大震災をもたらした1995年兵庫県南部地震で

は，淡路島の北西部に長さ約10 km の地表地震断層が出

現した。神戸市街地のある六甲山の麓から南西方向に延

びた地下の震源断層の一部が地表に姿を現したものであ

る。野島断層と呼ばれるこの断層は地震発生前から活断

層としてその存在が知られていた。第 3図�はその地図

上の位置を示したものだが，地表地震断層は淡路島北西

部の海岸沿いに現れ，地表に東側隆起最大1．2 m，右横

ずれ最大2．5 m のずれを残した。地表地震断層は淡路島

北部の津名丘陵の北西縁を限る，直線的に延びる急斜面

の基部（麓）に沿って出現した（第 3図�）。地震断層の出

現地点では東側の花崗岩と西側の大阪層群とが接する断

層破砕帯が認められ，長い歴史を持つ断層の再活動であ

ることがわかる。さらに，東側の津名丘陵では，丘陵を

構成する花崗岩の上に，西側と同じ大阪層群が分布して

おり，東西間の高度差は500m に達する。これは鮮新世

以降の最近の地質時代に断層が繰り返し活動した結果で

あり，それに沿う急斜面は断層運動で作られた断層崖と

考えられる。これから，逆に，最近の地質時代に繰り返

し活動して，断層崖のような地形を形成してきた断層

は，状況に大きな変化がない限り，今後も活動を繰り返

すと考えられる。多田文男６）はこのような将来活動して

大地震を引き起こす可能性のある断層を活きている断層

「活断層」と名付けた。つまり，断層地形を伴い，あるい

第 2図 地表地震断層のさまざまな出現形態

断層地形を作る主断層や大きな分岐断層のほか小規

模な副断層，それに表層部の重力作用による地すべ

り性の断層などが現れる。
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は最近の地質時代に繰り返し活動した地質学的証拠のあ

る断層は，今後も活動し大地震を引き起こす可能性があ

る活断層と考えられるのである。

このように，地表地震断層や活断層について，その考

え方を基に解説を行ったが，最近このような本来の意味

を越えて用語が使われるようになってきたことが気にな

る。たとえば，2013年４月13日早朝に淡路島で起きた震

度６弱の地震（M 6．3）に関して，「未知の活断層が動い

た」という報道がたくさんあった。活断層とは地表に認

められる断層のことを指すのだが，この地震の震源域周

辺には活断層は知られておらず，疑わしい地形や地質構

造も存在しない。この地震の M は大きいが震源断層の

ずれは地震発生層の中だけにとどまり，今回もあるいは

過去においても地表に達するものではなかったのであ

る。つまりこの報道は震源断層を活断層と誤解している

のだ。毎日発生する小さな地震は断層のずれが地震発生

層の中だけにとどまっており，皆未知の断層が動いたも

のなのである。これを活断層と誤解する背景には，「活

断層は危ない」という風評に乗ってニュースの注目度を

高めたい，という気持ちが無意識に働いているのかもし

れない。

このように，活断層や地表地震断層という用語は，従

来の定義や慣用的な使い方を越えて社会で使われるよう

になってきた。そして，そこには多くに誤解や思いこみ

が含まれ，その結果，風評を生み，あるいは助長する可

能性がある。そのようなものを排除して，冷静に活断層

や地表地震断層に対応するために，本稿がその一助にな

れば幸いである。
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325地震と断層，そして活断層とは何か

日本原子力学会誌, Vol. 55, No. 6（2013） （ 15 ）



Ⅰ．はじめに

2011年３月11日14時46分，東北地方太平洋沖を震源

とする超巨大地震が発生した。地震当日の午前中，皮肉

にも旧原子力安全委員会の耐震安全性評価特別委員会に

おいて日本原子力発電㈱東海第二発電所の審議が行わ

れ，活断層の認定，基準地震動の評価，主要な施設の耐

震安全性評価が適切に行われていると判断された（耐震

バックチェック）。この地震の規模を表すマグニチュー

ド（モーメントマグニチュード）は Mw9．0で，気象庁に

よる観測史上最大であった。次章以降で記述される気象

庁マグニチュードより適用範囲が広いため使われた。地

震発生後の巨大な津波によって，太平洋沿岸の広い地域

で甚大な被害（2013年３月６日の警察庁発表による死者

15，881人，行方不明者2，676人）となった。また，この地

震では東京電力福島第一原子力発電所において，想定を

大きく超えた津波によって全電源が喪失し，原子炉の冷

却機能を失ったことによって炉心溶融，水素爆発を招

き，放射性物質の漏洩・逸散によって甚大かつ最悪な原

子力災害が引き起こされてしまった。あれから２年，原

子力発電所を取り巻く環境は大きく変化した。

環境省の外局として原子力規制委員会（以後，「規制委

員会」という。）が設置され，旧原子力安全委員会や旧原

子力安全・保安院などの事務が一元化され，その事務局

として原子力規制庁が設置された。規制委員会では，今

回の福島第一原子力発電所での事故を受け，新たな安全

基準の作成や原子力災害対策指針の改訂などが急ピッチ

で進められている。

一方，本稿とも関係するが，活断層問題が社会的関心

事になっており，敷地内（重要施設の直下も含め）に存在

する断層（破砕帯等）が耐震設計上考慮すべき活断層であ

るのか否か，規制委員会の専門家会議におけるその評価

手続きや議論，またその結論について，科学的知見に基

づいた客観的な判断が求められている。

新たな規制基準（地震・津波）では，重要な安全機能を

有する施設は，活断層の露頭がないことを確認した地盤

に設置することを要求しており，専門家会議の判断は非

常に重要であり，科学的根拠に基づいた慎重な議論を期

待したい。

このような現状を踏まえ，本稿では原子力発電所の耐

震安全に大きく関わる基準地震動の評価について，「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（1981年７

月），改訂耐震指針（2006年９月），新規制基準（地震・津

波）（2013年７月施行予定）へとどのように高度化されて

きたのか，また高度化に際しての東北地方太平洋沖地震

や最近の被害地震の知見の反映などを解説する。基準地

震動は活断層の認定，その地震規模評価と主要な施設・

設備の耐震設計を繋ぐ重要な位置づけにあり，その策定

に際しては観測データに基づく新知見の導入や科学的な

根拠に基づくことが重要であり，かつ大前提とすべきで

ある。

Ⅱ．原子力発電所の耐震設計における
基準地震動評価の変遷

原子力発電所の耐震指針は，1978年９月に原子力委員

会が定めたものに基づき，同年10月に原子力委員会から

分離独立した原子力安全委員会（2001年省庁再編によっ

て総理府から内閣府に移管）によって1981年７月に一部

見直しの上，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」として制定された。この耐震指針の基本は1977年

６月に原子力委員会が定めた「発電用軽水型原子炉施設

に関する安全設計審査指針」に示され，それまでの安全

Design Basis Ground Motion Required on New Regulatory

Guide ; Introduction of Lessons Learned from Recent

Disastrous Earthquakes : Katsuhiro KAMAE.
（2013年 ４月８日 受理）

東京電力福島第一原子力発電所事故を受け，原子力規制委員会は新しい規制基準（地震・津

波）を策定しつつある。本稿では，耐震設計において最も基本となる基準地震動を対象に，そ

の評価の変遷や新規制基準で要求される事項について解説する。また，事故の原因となった2011

年東北地方太平洋沖地震（Mw9．0）など，最近の被害地震から得られた新たな知見や基準地震動

評価の高度化への反映について紹介する。

解説

新規制基準（地震・津波）で要求される基準地震動
最近の被害地震から得られた知見を反映して

京都大学 釜江 克宏
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審査の経験や地震学・地質学等の知見を工学的に判断し

て策定された。その後，地震学や地震工学など関連分野

における新たな知見の蓄積や耐震技術の著しい改良や進

歩を反映し，耐震指針の改訂に向けた議論が2002年から

始まった。中でも大きな契機となったのは1995年兵庫県

南部地震の発生である。この地震の規模を表すマグニ

チュード（気象庁マグニチュード）は Mj7．3であった。改

訂に向けた議論には４年の歳月を要し，2006年９月に全

面的に見直され，改訂耐震指針が旧原子力安全委員会で

決定された。その後，改訂耐震指針に基づく耐震バック

チェックが旧原子力安全・保安院及び旧原子力安全委員

会によって全国54基の原子力発電所などを対象に順次行

われていた。その間，2007年新潟県中越沖地震（Mj6．8），

2007年能登半島地震（Mj6．9），2009年駿河湾の地震（Mj

6．5）などが発生し，得られた知見はその都度耐震バック

チェックに反映され，厳正な審査が継続中であった。

そんな中，2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9．0）が発

生した。この地震を契機に規制委員会に検討チーム（発

電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計

基準に関する検討チーム）が設置され，新規制基準（地

震・津波）骨子案が策定され，パブコメも終了し，７月

施行に向けた作業が進められている。新規制基準（地震・

津波）では2011年東北地方太平洋沖地震における想定を

大きく超えた津波の来襲による福島第一原子力発電所で

の事故を受け，津波に対する安全設計への数多くの要求

事項が新たに追加された。詳細は省略するが，重要な施

設等が設置された敷地に津波を直接到達，流入させない

ことなど，非常に厳しい要求内容となっている。以上の

ように，原子力発電所の耐震安全の確保及び向上に向け

た取り組みは，大きな被害地震などを契機に変遷してき

た。ここでは耐震設計上重要な基準地震動に焦点を当

て，特に重要な項目についてのみその変遷を第 1表にま

とめる。

重要度の高い As，A クラスや S クラス（改訂耐震指

針で As クラスと A クラスが統合）の施設に対しては，

静的解析と併用される動的解析の手法にきわめて目新し

い特徴的な概念が導入されている。旧耐震指針（1981年）

では過去の歴史地震だけではなく，活断層の活動によっ

て発生する地震を想定して基準地震動を策定することが

求められており，活断層の活動度に応じた２種類の地震

（設計用最強地震と設計用限界地震）を想定した上で基準

地震動 S１と S２が評価された。S２の評価には仮想的

な直下地震（Mj6．5）も併せて想定することが求められ

た。活断層の活動度を評価する判断基準の主たるめやす

は，設計用最強地震としては10，000年前以降の活動の有

無，設計用限界地震としては50，000年前以降の活動の有

無とされた。改訂耐震指針（2006年）では，活断層の定義

が変わり，後期更新世（約12～13万年前）以降の活動が否

定できないもの，その認定に際しては最終間氷期の地層

又は地形面に断層による変位・変形が認められるか否か

によることができるとなった。

活断層の調査として，変動地形学的調査，地表地質調

査，地球物理学的調査が求められ，認定に際しては敷地

からの距離に応じてこれらの手法を適切に組み合わせて

総合的に判断することが求められた。また，改訂耐震指

針では耐震設計上考慮すべき地震を検討用地震と呼び，

地震発生様式ごとに区分した上で，活断層による内陸地

殻内地震のみでなく，プレート間地震及び海洋プレート

内地震の３種類の地震（第 1図）を選定することが求めら

れた。活断層の定義や検討用地震の選定については新規

制基準（地震・津波）にも引き継がれた。ただし，活断層

の認定において後期更新世以降の活動が明確に判断でき

ない場合には，中期更新世以降（約40万年前以降）まで

遡って判断することが新たに明示された。この件に関し

第 1表 基準地震動に関連する項目の変遷

項 目 1981年旧耐震指針 2006年改訂耐震指針 新規制基準（津波・地震）

重要度分類 ４分類（As，A，B，C） ３分類（S，B，C） ３分類（S，B，C）

地震の選定
歴史地震
内陸地殻内地震（活断層による地震）

内陸地殻内地震（活断層による地震）
プレート間地震，プレート内地震

内陸地殻内地震（活断層による地震）
プレート間地震，プレート内地震

活断層評価
１万年前以降（S１地震として）
５万年前以降（S２地震として）

後期更新世以降（約12万年～13万年
前以降）調査結果によってはより古
い時代に遡る

後期更新世以降（約12万年～13万年
前以降）調査結果によっては中期更
新世（40万年前）まで遡る

直下地震 M 6．5（震源距離10 km）
震源を特定せず策定する地震動とし
て規定

（規模ではなく，地震動で規定）

震源を特定せず策定する地震動とし
て規定（規模ではなく，地震動で規
定）（最新の知見を反映）

地震動評価
２種類の基準地震動 S１，S２に対して
応答スペクトルによる手法

（点震源評価：大崎スペクトルなど）

基準地震動 Ss に対して２種類の手
法を併用
応答スペクトルによる手法（耐専ス
ペクトルなど）と断層モデルによる
手法

基準地震動 Ss に対して２種類の手
法を併用
応答スペクトルによる手法（耐専ス
ペクトルなど）と断層モデルによる
手法

津波 規定なし 地震随伴事象として簡単に規定
基準津波の評価，津波安全設計手法
を規定
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て，活断層の定義に変更があったのではなく，改訂耐震

指針等の運用をより明確に行うための措置であると言わ

れている。

基準地震動評価では，地震は本来有限な領域での破壊

現象であるが，旧耐震指針では歴史地震や活断層による

地震の震源像を規模（マグニチュード）と震源距離（地震

を点震源と考えた敷地までの距離）に単純化して表現

し，経験的な応答スペクトル（地震動強さを周期ごとに

示すスペクトル：例えば「大崎スペクトル」）を用いて人

工的に作成する手法が推奨された。

改訂耐震指針では，その後の地震学や地震工学など関

連分野における新たな知見の蓄積や1995年兵庫県南部地

震以後開発が進んだ断層モデルによる地震動評価手法の

併用が求められた。特に震源断層が近い場合にはこの手

法による結果を重視することも明記された。こうした断

層モデルによる基準地震動評価の有効性などは次章で紹

介する。こうして評価される基準地震動は，「震源を特

定して策定する地震動」と位置づけられ，新規制基準（地

震・津波）にも引き継がれた。

一方，活断層調査など詳細な調査を実施しても，なお

敷地近傍において発生する可能性のある地震の全てを事

前に評価しうるとは言い切れないことから，観測記録に

基づき「震源を特定せず策定する地震動」として，全ての

申請に対して共通に考慮すべき地震動が求められた。こ

の地震動の要求は旧耐震指針ですべての申請で Mj6．5の

仮想的な直下地震による地震動を求めたことと同じであ

る。日本をはじめ世界的にも地震観測網が整備され，震

源近傍域での観測記録が得られるようになったこと，Mj

6．5という曖昧な規模指定や地震動評価の信頼性などが

改訂の動機のようである。この地震動は地震外力の最低

レベルを規定するものであり，観測記録の蓄積などに基

づき，継続的な見直しが必要かつ不可欠であり，新規制

基準（地震・津波）の運用においても最新の知見が反映さ

れようとしている。

改訂耐震指針では，その基本方針に「残余のリスク」（策

定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶこと

により，施設に重大な損傷事象が発生すること，施設か

ら大量の放射性物質が放散される事象が発生すること，

あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被

ばくによる災害を及ぼすことのリスク）の存在が明記さ

れ，基準地震動を上回る地震動が生起する可能性に対し

て適切な考慮を払い，このリスクの存在を十分認識した

上で可能な限り小さくするための努力が求められた。た

だし，現実的に求められていたのは基準地震動を上回る

可能性（確率）のみで，「残余のリスク」そのものへの対応

は十分行われてこなかった。特に，津波に対しては地震

随伴事象としての考慮のみで，具体的なリスクへの言及

はなかった。新規制基準（地震・津波）でも「残余のリス

ク」の考え方は受け継がれ，地震や津波のような外的要

因に対する設計の強化のみでなく，設計上の想定を超え

る事態の発生を前提とした取り組み（シビアアクシデン

ト対策）が求められている。

最後に，冒頭でも紹介したように，新規制基準（地震・

津波）では安全上重要な施設は将来，活動する可能性の

ある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置する

ことが明記された。ここで言う断層等とは地震を起こす

断層に加え，断層活動に伴い副次的に永久変位を生じさ

せるかもしれない断層や支持基盤を切る地すべり面も含

まれている。この要求事項は敷地内断層の議論と大きく

関わり，原子力発電所の耐震安全と活断層との関係をわ

かりにくくしているようにも感じる。今一度，活断層と

は何か，その活動による原子力発電所への影響を「残余

のリスク」の観点からも考えるべきではないのか，多く

の分野の専門家による議論の必要性を強く感じる。

Ⅲ．最近の地震で得られた知見とその反映

改訂耐震指針の契機ともなった1995年兵庫県南部地震

以降，数多くの被害地震（人的あるいは物的被害が報告

された地震）が全国的に発生しており（第 2図），その発

生様式は前述（第１図）の３つに分類される。これらの中

には原子力発電所の耐震安全を議論する上で何らかの影

響を与えた地震がいくつか存在する。1995年兵庫県南部

地震では，活断層（六甲淡路断層帯）と地震の発生，震源

第 1図 基準地震動策定で考慮する発生様式ごとの検討用

地震

第 2図 1995年兵庫県南部地震とそれ以降の被害地震分布

図中□はプレート内地震を，２重□はプレート間地

震を，その他は内陸地殻内地震を示す。また地震名の

後はマグニチュード，観測された最大震度を示す。
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近傍の地震動の特徴や生成メカニズムを考える上での貴

重なデータが入手でき，その後の断層モデルによる地震

動予測の開発，実用化へと発展した１）。断層モデルに基

づく地震動予測手法は，原子力の分野でも基準地震動策

定において改訂耐震指針や新規制基準（地震・津波）で求

められている。その後，2007年新潟県中越沖地震（Mj6．8）

が発生した。この地震は改訂耐震指針による耐震バック

チェックの最中に発生した地震で，東京電力㈱柏崎刈羽

原子力発電所を直撃した。観測された地震動は旧耐震指

針に従い想定されていた地震動を大きく（２倍程度）上回

り，敷地内では震度７程度の揺れであったことが報告さ

れた。稼働中の原子炉は全て正常に停止し，原子炉の冷

却も問題なく行われ，「止める」，「冷やす」，「閉じ込め

る」の重要な安全機能が確保され，その後の調査で重要

な施設・設備に地震による目立った損傷は確認されてい

ない。設計上の安全裕度の重要性が指摘された。

この地震が突き付けた課題はいくつかある。まず，こ

の地震を引き起こした断層はどこか？地震前からわかっ

ていた断層か？地震直後はなかなか精度の良いデータが

得られず，この議論に答えが出たのは数カ月後であっ

た。結果として震源断層が南東傾斜を主とするもので，

既に存在が確認されていた活断層（F�B 断層）にほぼ対

応することが明らかにされた。ただし，Mj6．8程度の地

震の震源断層が事前に特定できるか否かについては議論

が必要とされた。前述の「震源を特定せず策定する地震

動」の妥当性を検証する地震規模ではある。

一方，この地震による地震動は Mj6．8の地震として地

震発生前に予測可能であったか？地震直後から震源モデ

ルに関する検討が行われ，短周期地震動の生成に関わる

強震動生成域の応力降下量は過去の内陸地殻内地震の平

均値よりやや大きく（1．5倍程度），この結果は最大振幅

の距離減衰特性の特徴と整合的であること，また柏崎側

の１号機の最大振幅が顕著に大きかった理由は，地震波

の伝播経路特性（褶曲構造による地震波の焦点効果）で

あったことが種々の解析によって明らかにされた。この

結果は新規制基準（地震・津波）へも引き継がれた断層モ

デルによる手法の適用と，その準備としての地下構造調

査の重要性をあらためて認識させるものである。

同様なことが浜岡原子力発電所でも起こった。2008年

駿河湾の地震（Mj6．5）における同一敷地内の５号機とそ

れ以外の号機との観測記録の顕著な違いである。現在も

継続的に調査や分析が行われているが，現時点までの結

果として，柏崎刈羽原子力発電所のような周辺も含めた

地下構造（褶曲構造）の影響ではなく，５号機直下に局部

的に存在する低速度層が５号機での地震動を増幅させた

可能性が指摘されている。このような知見を受け，新規

制基準（地震・津波）では必要に応じ敷地や敷地周辺での

３次元的な地下構造に基づき検討することを要求してい

る。ただし，３次元的な地下構造モデルによる地震波の

伝播が計算できたとしても，浜岡原子力発電所での現象

を事前に予測できたかどうか疑問であり，原子力発電所

での地震観測をより充実させ，それらの分析・検討など

継続的な取り組みのもとに基準地震動の高精度化を図っ

ていくことも重要である。

最後に2011年東北地方太平洋沖地震について紹介す

る。東北日本では太平洋プレートの潜り込む日本海溝沿

いで巨大地震が繰り返し発生している。地震調査研究推

進本部からは第 3図のように三陸沖から房総沖にかけ，

過去の地震歴（Mj７～Mj８程度の地震）に基づく想定震

源域でのそれぞれの長期評価（将来発生する可能性のあ

る地震の規模と確率）が公開されていた２）。

1995年兵庫県南部地震以降，全国的規模で強震観測網

（防災科学技術研究所 K-KET,KiK-net など）が整備され

た。第 4図にはその一部の観測記録を北は青森県から南

は千葉県まで時間軸を揃えて示す。もちろん，太平洋沿

岸に立地する福島第一原子力発電所を初めとするすべて

の原子力発電所サイトで貴重な観測記録が得られてい

る。第４図から，地域ごとに特徴的な地震動であったこ

とが見て取れる。まず，宮城県以北では顕著な２つの波

群が見られ，茨城県や千葉県では１つの波群しか顕著な

ものは見られず，その中間に位置する福島県では非常に

複雑な波群構成となっている。図にはそれぞれの波群の

伝播を示す走時（地震波が震源からある地点に到達する

までに要した時間）を破線（地震波の伝播速度を一定と仮

定すると直線となる）で示したが，それぞれの交点に該

第 3図 地震調査研究推進本部・地震調査委員会による三陸

沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価におけ

る評価対象領域
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当する場所にそれぞれの波群を生成した領域（強震動生

成域）が存在するものとし，震源モデル（５カ所の強震動

生成域）を提案した３）（第 5図）。このモデルは少なくとも

0．1～10秒の観測地震動を説明できるモデルとして提案

されており，今回の地震の震源像全体を表現できるモデ

ルではない。第 6図に示すように津波の生成から求めた

震源モデル（すべり分布）４）と第５図のモデルは相補的で

あり，今回の超巨大地震の震源像全体が見て取れる。

さて，地震の規模は想定できなかったとして，地震動

はどうであったか。多数の観測記録が得られ，過去の地

震から得た経験的な地震動特性（代表的には距離減衰特

性）との比較検討が行われた結果，Mw9．0の規模は経験

第 4図 2011年東北地方太平洋沖地震の観測波形（加速度）とその観測点位置（防災科学技術研究所 KiK�net による）

図中の SMGA 1～SMGA 5は，第５図に示す５箇所の強震動生成域に対応する。

第 5図 2011年東北地方太平洋沖地震の震源モデル

（５箇所の強震動生成域の場所と大きさ）
第 6図 津波データに基づき評価された震源モデル（すべり

分布）と強震動生成域（５箇所の□）との比較
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式の適用範囲外であるが，震源域の広がりや不均質な破

壊過程などを考慮すれば，十分予測可能な範囲であるこ

とが報告されている５）。また，前述したように複数の単

純な強震動生成域を設定することによって工学的に重要

な0．1～10秒までの地震動の再現が可能との報告もあ

る。さらに，それぞれの強震動生成域の場所（宮城県沖，

福島県沖，茨城県沖）は耐震バックチェックにおける３

つのサイト（女川原子力発電所，福島第一，第二原子力

発電所，東海第二原子力発電所）での想定プレート間地

震の震源域とほぼ整合し（第 7図），評価されていた基準

地震動の大きさも結果として観測結果と大きな違いはな

かったことが報告されている。今後，得られた知見や課題

を新規制基準（地震・津波）における検討用地震（プレー

ト間地震）の想定や震源のモデル化，基準地震動評価に

どのように反映させていくべきか，重要な課題である。

Ⅳ．おわりに

原子力発電所の耐震安全に大きく関わる基準地震動評

価について，1981年に制定された旧耐震指針から，新た

な知見の蓄積などを反映した2006年改訂耐震指針，一昨

年の東日本太平洋沖地震による福島第一原子力発電所事

故の教訓や反省を踏まえた新規制基準（地震・津波）の骨

子案に至る変遷などを簡単に解説した。地震学，地震工

学や関連分野の発展や地震観測記録の蓄積などを背景に

将来の地震時の地震動が科学的に予測できるようにな

り，基準地震動策定にも取り入れられてきた。原子力関

連施設への適用によって予測手法が高度化されてきたと

も言える。ただし，震源の不確かさなどは依然として存

在し，その考慮は特に近い地震に対しては重要であり，

改訂耐震指針以降求められた残余のリスク評価を基準地

震動の超過確率の参照のみでなく，施設・設備のフラジ

リティ，事故シーケンスなど総合的なリスクを考え，そ

のリスクを可能な限り減らす努力や取り組みによって今

回のような想定外にも対応できると信じる。

設計基準としての基準地震動の策定は非常に重要であ

り，科学的根拠を持って行うことが肝要である。ただし，

それを超える可能性を否定せず，新規制基準（地震・津

波）でも改訂耐震指針から引き継がれた「残余のリスク」

をより具体的に評価するとともに，2007年新潟県中越沖

地震などで顕在化した設計裕度や今般のストレステスト

から得られた施設の脆弱点に対してさらなる裕度向上を

図ることによって継続的に原子力発電所の耐震安全性を

向上させることができる。十分な科学的根拠もなく過大

な基準地震動を要求することは技術者の思考停止を招

き，安全性向上に資するものではない。また，新規制基

準（地震・津波）では重要な施設直下に活動する可能性の

ある断層等の露頭がないことが要求された。主となる断

層の運動による地表変位（永久変位）を高精度で予測する

ことは現在の科学では困難であることは否定しない。た

だ，活動する可能性のある断層等で同じ扱いをするので

はなく，活動の仕方や過去の履歴（調査結果）なども考慮

し，現時点での知見や技術を駆使した将来の活動による

リスク評価が行われるべきではないか，そういう取り組

みによって新たな技術開発も期待できる。

―参 考 資 料―
１）地震調査研究推進本部地震調査委員会：震源断層を特定
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第 7図 太平洋沿岸３箇所の原子力発電所（女川，福島第一・

第二，東海第二）におけるプレート間地震の想定震

源域（モデル）と２０11年東北地方太平洋沖地震の５箇

所の強震動生成域モデル（□）との比較

図中，宮城県沖地震（連動型）は女川原子力発電所で

の，仮想塩屋崎沖の地震は福島第一・第二原子力発

電所での，１８９６年鹿島灘の地震は東海第二原子力発

電所でのプレート間地震の想定震源域
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Ⅰ．はじめに

原子力規制委員会「敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に

関する有識者会合」（以下，有識者会合）では，日本原子

力発電（以下，原電）の敦賀発電所敷地内の破砕帯（岩盤

中の帯状の割れ目で，断層運動や熱水の影響によって岩

石が砕かれた部分）が，耐震設計上考慮する活断層であ

るかどうかについて，評価を進めている。

1．敦賀発電所敷地内の浦底断層と破砕帯
敦賀発電所は福井県敦賀半島の端部に位置し，１号機

（BWR，357 MW），２号 機（PWR，1，160 MW）が 設 置

されている。さらに，敷地北側では安全審査中の３，４

号機（改良型 PWR，1，538 MW×２基）の準備工事が進

められている。

発電所の敷地は主に山地からなり，約6,500万年前に

形成された黒雲母花崗岩，花崗斑岩，アプライトからな

る江若花崗岩と約2，100万年前に貫入したドレライトお

よび，それらを覆って分布している第四系と呼ばれる堆

積層から構成される。

敷地には，北西―南東方向に浦底断層と呼ばれる活断

層および複数の破砕帯が確認されており，このうち D�１

と呼ばれる破砕帯は２号機の直下を通っている（第 1

図）。

浦底断層については，これまでの調査により北東側が

隆起した直線性の高い断層で，後期更新世以降（約12万

～13万年前以降）も繰り返し活動し，最終活動時期は約

4，000年前以降であることがわかっている。

2．「耐震設計上考慮する活断層」とは
有識者会合における審議の状況について説明する前

に，まず耐震設計上考慮する活断層の定義について整理

する。

原子力発電所の安全審査では，2006年９月19日に原子

力安全委員会が定めた「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針」（以下，耐震設計審査指針）と，2010年12

月20日に同じく原子力安全委員会が定めた「発電用原子

炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」（以下，

手引き）に基づいて耐震設計の審査が行われる。

耐震設計審査指針では，「耐震設計上考慮する活断層

としては，後期更新世以降の活動が否定できないものと

Status of the D�1 Shear Zone Issues of Tsuruga Power

Station : Tomohiko HOSHINO, Masato ANDO.
（2013年 ４月１８日 受理）

敦賀発電所２号機の原子炉建屋の下には D�１と呼ばれる破砕帯が通っている。原子力規制委

員会の有識者会合では，これが「耐震設計上考慮する活断層」であるか否かを審査しているが，

有識者会合と原電の見解が対立している。本稿では，原電がこれまで行ってきた破砕帯調査の

内容を紹介し，D�１破砕帯が少なくとも後期更新世以降（約12万～13万年前以降）動いておら

ず，したがって，D�１破砕帯は「耐震設計上考慮する活断層ではない」と原電が判断した論拠を

示すとともに，原電と有識者会合との見解の相違点について述べる。

第 1図 敦賀発電所敷地内の破砕帯

解説

敦賀発電所の D�1破砕帯問題の現況について

日本原子力発電㈱ 星野 知彦，安藤 将人
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する。」と書かれ，手引きでは，「いずれかの調査手法に

よって，耐震設計上考慮する活断層が存在する可能性が

推定される場合は，他の手法の調査結果も考慮し，安全

側の判断を行うこと。」と書かれている。

また，手引きには，「ただし，耐震設計上考慮する活

断層の露頭が確認された場合，その直上に耐震設計上の

重要度分類 S クラスの建物・構築物を設置することは

想定していないことから，本章に規定する事項について

は適用しない。」とも書かれている。

以上から，後期更新世以降に活動した可能性が否定で

きないものは，耐震設計上考慮する活断層として取り扱

われることになり，また，その直上に原子炉建屋を設置

することは今の耐震設計審査指針では想定されていな

い，ということになる。

有識者会合は，この耐震設計審査指針と手引きの判断

基準に基づき破砕帯の評価を行うことにしている１）。

3．破砕帯調査の経緯
2006年の耐震設計審査指針改訂では，耐震設計上考慮

する活断層の活動時期が５万年前以降から12万～13万年

以降に変更され，当時の原子力安全・保安院および原子

力安全委員会は改訂された指針に照らした耐震安全性の

評価（耐震バックチェック）を開始した。原電は追加の調

査結果も踏まえて浦底断層の活動時期を再評価し，浦底

断層を耐震設計上考慮する活断層であるとし，敦賀発電

所の耐震設計の再評価を開始した。

2011年３月の東北地方太平洋沖地震後，中断していた

耐震バックチェックの審議が同年11月に再開され，敦賀

発電所について，「活断層の近接箇所の地層変位の評価

方法を明らかにし，当該手法に基づく原子炉建屋等に対

する影響評価を行うこと」が指示された。原電は浦底断

層の活動によって，原子炉建屋周辺の地盤がどのように

傾き得るのか，あるいは破砕帯が引きずられて動くかど

うかについて，食い違いの弾性論および FEM による数

値解析を行うとともに，破砕帯の活動性に係わる調査を

行うことにした。

2012年４月には，旧原子力安全・保安院「地震・津波

に関する意見聴取会」による破砕帯現地調査が行われ

た。この調査では，破砕帯が自ら動いて地震を起こすも

のではない（起震断層ではないとの意味）と考えられる

が，破砕帯の性状が活断層と似ていることなどから，破

砕帯が浦底断層に引きずられて動く可能性を否定するた

めには破砕帯を覆う堆積層の年代評価などの調査をさら

に行って検討することが必要であること，という見解が

示された。また，追加調査の方法として，�破砕帯は浦

底断層に近づくほど影響を強く受けるので浦底断層の近

傍で調査を行うこと，�上載地層法（後述）による評価を

基本にすること，が示された。

2012年５月，原電は旧原子力安全・保安院の意見聴取

会のコメントを踏まえ，追加調査計画を作成し意見聴取

会で説明し了承を得た。敦賀発電所の敷地内には破砕帯

が複数あるので，追加調査計画では，�断層ガウジ（後

述）を伴う，�連続性がより良い，�直線性がより高い，

�浦底断層の近くまで分布している，�原子炉建屋の直

下に分布する，などの観点から，調査対象とする破砕帯

を選定し（第１図），同年６月，追加調査に着手した。

同年９月に原子力規制委員会が発足し，有識者会合が

設置されて以降は，現地調査と評価会合が実施され，敦

賀発電所敷地内の破砕帯の審査が進められている。

2013年２月５日，原電は中間報告書『敦賀発電所 敷

地の地質・地質構造 D�１破砕帯について』を原子力規

制委員会に提出した。同年３月８日の第３回評価会合に

おいて，原電はそれまでの調査結果をまとめた報告を行

うとともに，その内容を同年３月15日，中間報告書（そ

の２）『敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 D�１破砕帯

について』２）として原子力規制委員会に提出した。これら

の報告書は，いずれも原電のホームページに掲載されて

いる。

次章以降は，この中間報告書（その２）に基づいて，D

�１破砕帯の調査状況および原電と有識者会合との見解の

相違点について述べる。

Ⅱ．D�1破砕帯の調査状況

1．D�1破砕帯調査の概要
D�１破砕帯が耐震設計上考慮する活断層か否かを判断

するためには，複数の調査を行い，その結果を組み合わ

せて総合的に判断することが必要であることから，原電

は，ボーリング調査，露頭調査，トレンチ調査，ピット

調査，年代分析，断層破砕部の微細構造観察等の様々な

調査を行っている。

調査状況の具体的な説明に入る前に，ポイントとなる

用語を整理する。

断層はその動き方に応じて大きく３種類に分類され

る。引張応力によって断層面を境にして上盤（上側の地

層）が下盤（下側の地層）に対してずり下がるものを「正断

層」，逆に，圧縮応力により上盤が下盤に対して乗り上

がるものを「逆断層」，せん断応力により水平方向にずれ

るものを「横ずれ断層」という。また，断層が水平方向に

伸びている方向を「走向」，断層面の水平面に対する傾き

を「傾斜」という。また断層のずれの向きを表す言葉とし

て「変位センス」が使われる。

破砕帯は，含まれる岩の固結の程度などからいくつか

に分類される。固結していないもので粘土質が多いもの

を「断層ガウジ」，固結しているものを「カタクレーサイ

ト」という。カタクレーサイトは断層運動によって地下

深部で破砕された岩盤が，その後，地中の高い圧力で固

まったもので，古い年代に形成されたものである。一方，

断層ガウジは地表近くで比較的新しい年代に形成された
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ものであることから，断層ガウジを調べることで最終活

動面の変位センスを知ることができる。第 2図に破砕帯

の例を示す。

断層が動いた年代は，断層が動くことで変位・変形を

与えられた地層の年代と，その後に断層を覆って堆積し

た地層の年代から求めることができる。この方法を「上

載地層法」という。地層の年代はそこに含まれている「テ

フラ」（噴火によって放出された火山灰，軽石等）等を分

析すること等で求めることができる。

（ 1） ボーリング調査

地下深くの地質の把握のためボーリング調査を追加で

実施した。２号機の原子炉建屋の北側３箇所および南側

３箇所のボーリング調査で D�１破砕帯が確認された。D

�１破砕帯はいずれもカタクレーサイトと断層ガウジから

なり，走向はおおむね南北方向，傾斜は高角度西傾斜で

あった。また，断層ガウジから採取したサンプルの薄片

観察では，最終活動面が正断層・右横ずれの変位センス

を有していることがわかった。

（ 2） D�1既往露頭調査

２号機の南側には D�１破砕帯が地表に露出している場

所があり，これを D�１既往露頭と呼ぶ（第１図）。

D�１既往露頭の調査では，D�１破砕帯がそれを覆って

いる堆積層に変位や変形を与えていないことがわかっ

た。この堆積層は，鬼界アカホヤ（K�Ah）と呼ばれる約

7，300年前のテフラが降灰した以降に堆積した地層であ

る。

D�１既往露頭での D�１破砕帯は，アプライトと呼ばれ

る細粒の火成岩から成るカタクレーサイトと断層ガウジ

からなり，走向が北北東�南南西方向，傾斜が高角度西

傾斜であった。D�１既往露頭の断層ガウジから採取した

サンプルの薄片観察によれば，最終活動面は正断層・右

横ずれの変位センスを有していることがわかった。

（ 3） D�1トレンチ調査

D�１破砕帯が浦底断層の活動に伴って同時に活動する

可能性を評価するため，D�１破砕帯の延長線上の浦底断

層近傍に D�１トレンチと呼ばれる間口約60m×奥行き約

80m×深さ約40m の大規模なトレンチを掘削した。D�１

トレンチでは，第 3図に示すように，G と呼ばれる破砕

部と，K と呼ばれる上層地層のせん断跡を示す，せん断

面が確認された。有識者会合ではこれらを G 断層，K

断層と呼んでいるので，以下この言葉を用いる。

D�１トレンチの地層は，花崗斑岩からなる基盤岩とそ

れを覆う堆積層からなっている。堆積層は下位から順に

①層～⑨層に分類され，このうち⑤層は堆積構造の違い

から上部と下部に区分される。

各堆積層の年代を調べるため，８箇所について連続的

にテフラ分析を行ったところ，⑦層から大山倉吉テフラ

（DKP）と呼ばれる約６万年前のテフラが，⑤層上部か

ら鬼界葛原（K�Tz）と呼ばれる約9．5万年前のテフラが見

つかった。

また，⑤層下部からはカウント数は少ないが，角閃石

からなるテフラが見つかった。角閃石の屈折率と主成分

からこのテフラは福井県美浜町気山で確認された約12万

年前に降灰した美浜テフラとよく一致することが分かっ

た。このテフラは D�１トレンチの広範囲にわたり⑤層下

部に産出することを確認しており，また⑤層において古

い時代のテフラが下から順番に堆積していることなどか

ら，⑤層下部は美浜テフラが約12万年前に降灰した時期

に堆積したものであると判断される。

G 断層は D�１トレンチのうち北側ピットと呼ばれる

ピットで確認された。G 断層はカタクレーサイトと断層

ガウジからなり，走向が南北方向，傾斜が高角度西傾斜

である。採取したサンプルの薄片観察によれば，最終活

動面が正断層・右横ずれの変位センスを有している。第

4図に示すように，G 断層はそれを覆っている①層に変

位や変形を与えていない。①層は約12万年前の美浜テフ

ラを含む⑤層下部より下位にある。これらより，G 断層

は少なくとも約12万年前以降は動いていないことがいえ

る。

K 断層は D�１トレンチ北壁面から西壁面の堆積物中に

逆断層として確認された。K 断層は灰白色の断層ガウジ

を伴う破砕部からなり，D�１トレンチの西端で南北方向

から北北西�南南東方向に走向を変え，傾斜は西傾斜で

ある。採取したサンプルの観察によれば，最終活動面は

逆断層の変位成分が主体である。第４図に示すように，

K 断層は③層の中に確認されるが③層の途中で変位は認

められなくなり，⑤層下部に変位や変形を与えていな

い。これらより，K 断層も少なくとも約12万年前以降は

動いていないことがいえる。

また，K 断層の南方への延長の有無を確認するため，

第 5図に示すように，２号機の原子炉建屋と D�１トレン

チの間を横切るように斜め方向のボーリング調査（B14�

２）を行った結果，断層ガウジを有する破砕部が３箇所で

確認された（１箇所は D�１破砕帯）。薄片観察の結果，こ

第 2図 敷地内破砕帯の例
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れら破砕部の最終活動面はいずれも正断層の変位センス

を有していた。一方，K 断層は逆断層の変位センスを有

していることから，K 断層は少なくとも B 14�２孔より

南方（原子炉建屋側）には延長していないと判断される。

2．D�1破砕帯の連続性と活動性の評価
D�１破砕帯は，おおむね南北方向の走向および高角度

西傾斜の特徴を持つ連続性が良い破砕帯である。

�D�１破砕帯と G 断層が正断層の変位センスであるこ

第 4図 D�１トレンチ地質層序（イメージ）

第 5図 D�１破砕帯の連続性

第 3図 D�１トレンチで確認された G 断層と K 断層
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と，�K 断層の走向が D�１トレンチの中で南北方向から

北北西�南南東方向に変化すること，�K 断層は逆断層

の変位センスであり少なくとも B 14�２孔より南側に延

長しないことから，D�１破砕帯は K 断層ではなく G 断

層に連続すると判断される（第５図）。

D�１トレンチでは，G 断層は⑤層下部より下位にある

①層に変位や変形を与えていない。また，K 断層は，D

�１トレンチ北壁面で，⑤層下部（約12万年前の美浜テフ

ラを含む地層）に変位や変形を与えていない。

以上より，D�１破砕帯（G 断層を含む）および K 断層

は，少なくとも後期更新世以降活動しておらず，したがっ

て，耐震設計上考慮する活断層ではないと判断される。

3．浦底断層と D�1破砕帯の同時活動性の評価
（ 1） 活動履歴に基づく検討

浦底断層の最終活動時期は，約4，000年前以降であり，

平均活動間隔は5，000年±2，000年３）と推定されるが，D�

１破砕帯は少なくとも約12万年前以降は活動していな

い。約12万年前以降，浦底断層は十数回～四十回程度活

動していたと考えられるが，この期間に D�１破砕帯には

活動した形跡がない。すなわち，後期更新世以降の広域

応力場（東西方向からの圧縮応力場）において浦底断層と

D�１破砕帯は同時に活動しておらず，広域応力場が今後

短期間では大きく変化しないことも併せて考えると，浦

底断層と D�１破砕帯は今後同時に活動することはないも

のと判断される。

（ 2） 力学的な観点からの検討

浦底断層の活動に伴う D�１破砕帯を含む地盤の安定性

について数値解析によって評価した。

数値解析では，まず浦底断層が活動した場合の敦賀発

電所の地盤の傾斜とせん断ひずみを，断層長さ，傾斜角，

断層幅等の不確かさを考慮した上で，食い違いの弾性論

により評価した。次に，最も厳しい（地盤の傾斜角が最

大となる）条件で，地盤を詳細にモデル化した２次元

FEM による解析を行った。

その結果，浦底断層のごく近傍において，破砕帯の一

部にせん断破壊や引張応力の発生が見られるが，その範

囲は限定的で，また，原子炉建屋近傍における破砕帯の

地盤の安定性は十分に確保されていると考えられる。

Ⅲ．原電と有識者会合との見解の相違点

原電の D�１破砕帯の評価に対して，有識者会合は2013

年３月８日「日本原子力発電株式会社 敦賀発電所の敷地

内破砕帯の評価について（案）」４）を作成し，「現在まで得

られたデータ等をもとに『敦賀発電所敷地内の破砕帯に

ついては，耐震設計上考慮する活断層である可能性が高

い。』旨判断できる。」とした。

D�１破砕帯に対して，有識者会合と原電が正反対の判

断を下しているのはなぜか。そこには D�１破砕帯と G

断層，K 断層との関連性について，以下の３つの論点が

ある。

1．G断層は 2号機の直下を通る D�1破砕帯と
連続しているかどうか

原電は，D�１破砕帯と G 断層の「走向と傾斜が合致し

ていること」，「最終活動面が正断層の変位センスである

こと」から D�１破砕帯は G 断層に連続していると判断し

た。

これに対し，有識者会合は『日本原電は G 断層を D�１

破砕帯と特定した根拠を明確にしていない。』としてい

る。

2．D�1破砕帯の活動時期はどう判断されるか
原電は，「⑤層下部に約12万年前の火山灰である美浜

テフラを確認」，「⑤層下部が G 断層（D�１破砕帯につな

がっている）と K 断層の上を覆っている」ことから，D�１

破砕帯（G 断層を含む）と K 断層はともに後期更新世以

降活動していないと判断した。

これに対し，有識者会合は，美浜テフラのカウント数

が少ないとしてデータとして採用せず，D�１既往露頭の

調査結果から，D�１破砕帯について『日本原電は，D�１破

砕帯の活動時期は約7，300年前より古いことしか示して

いない。』としている。また，K 断層については，K 断層

が変位，変形を与えている③層の礫は，⑤層と同様，比

較的新鮮であるとの理由から，『K 断層のずれは，基盤

および上位の地層に及び，後期更新世以降の活動を否定

できない。よって，K 断層は耐震設計上考慮する活断層

である。』としている。

3．K断層は D�1破砕帯と関連するのか
原電は，「K 断層は逆断層，D�１破砕帯は正断層であ

り両者は同一のものではない」，「K 断層は D�１トレンチ

の西端部で向きを変え２号機の原子炉建屋の方向には延

びていない」，「K 断層が D�１トレンチから南方に２号機

の原子炉建屋に向かうとすれば B14�２ボーリングで K

断層の特徴である逆断層の破砕部が見つかるはずである

が見つからなかった」ことから，K 断層は D�１破砕帯で

はなく，２号機の原子炉建屋の方向に延びていないと判

断した。

これに対し，有識者会合は『K 断層は，断層の形状（走

向傾斜）の類似性，およびその位置から，D�１破砕帯と

一連の構造である可能性が高い。』としている。

Ⅳ．おわりに

敦賀発電所敷地内の破砕帯について，原電は，耐震バッ

クチェックの意見聴取会の了承を得た追加調査計画に基

づき，調査を行ってきた。これまでの調査から，２号機

の原子炉建屋の直下を通る D�１破砕帯は後期更新世以降

336 解 説（星野，安藤）

（ 26 ） 日本原子力学会誌, Vol. 55, No. 6（2013）



（約12万～13万年前以降）活動しておらず，したがって，

耐震設計上考慮する活断層ではないと判断するための根

拠となるデータが得られてきた。今後は，原子力規制委

員会とのコミュニケーションをとりながら，科学的な根

拠に基づく議論ができるよう，引き続き調査を継続し，

さらにデータを補強していく。

この調査に当っては，変動地形学，地質学（火山灰年

代分析，構造地質学），岩盤力学など多くの専門家のご

助言をいただいた。ここに感謝を申し上げる。

―参 考 資 料―

１）大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合事前

会合配布資料「大飯・現調１�３」「関西電力㈱大飯発電所の

敷地内破砕帯調査に係る基本方針について（案）」，2012

年10月23日，原子力規制委員会．

２）「敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 D�１破砕帯につい

て 中間報告書（その２）」，2013年３月15日，日本原子力

発電㈱．

３）「沿岸海域における活断層調査 柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯

浦底―柳ヶ瀬山断層帯 成果報告書」，2012年５月，産業

技術総合研究所・東海大学，p 33．

４）「日本原子力発電株式会社 敦賀発電所の敷地内破砕帯の
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力規制委員会 敦賀発電所敷地内破砕帯に関する有識者

会合．

【論文誌関係】

・英文誌の出版状況が報告された。Web 投稿・審査システムに

より４月期に17論文が投稿された。内６論文が海外から。７月

号入稿済み。出版社が読者拡大のための種々の宣伝や，無料公

開を実施している状況が報告された。

・英文誌の50周年記念 Review 論文の進捗状況が報告された。未

投稿１件。

・Web 上審査報告書の書き方基準を検討した。

・Progress in Nuclear Science and Technology の J-Stage 登録及

び Scopus 採録を申請することとした。

・７月の幹事会は拡大として，新任委員に審査方法等のガイダン

スを行うこととした。

・Most Popular Article Award については継続して検討すること

とした。

【学会誌関係】

・学会誌編集委員会の体制強化案として「各部会・各連絡会・各

委員会から編集幹事会への出席をお願いしており，今回２回目

として，原子力安全部会からご出席いただいた。原子力安全部

会で発行した報告書を数回のシリーズにして，学会誌に掲載し

ていただくよう依頼した。

・学会誌記事 PDF 化について，HP で公開する場合，有料また

は無料での公開など，どういった形で公開するか議論した。今

後も引き続き検討を行っていく。

・今後の記事企画について検討を行った。巻頭言，時論等７月号

以降の企画案を検討し，打診を行うこととした。

・校閲専任委員１名の退任の申し出があり了承された。

・新年度の学会誌編集委員会の委員構成について検討を行った。

編集委員会連絡先≪hensyu@aesj.or.jp≫

著 者 紹 介

星野知彦（ほしの・ともひこ）
日本原子力発電㈱ 開発計画室

（専門分野�関心分野）機械工学�耐震設計，
プラント建設，原子炉保全，ミドル・メディ
アコミュニケーション

安藤将人（あんどう・まさと）
日本原子力発電㈱ 東海第二発電所安全管
理室

（専門分野�関心分野）原子力工学�炉心管
理，原子炉安全，プラント性能評価，海外
原子力情報

―最近の編集委員会の話題より―
（５月７日第１１回編集幹事会）
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Ⅰ．積み上げられた事故の背景

1．事故の原因
事故原因に関し，NRC 元委員長ヤツコ氏は「設計と立

地の誤り」と直截な指摘をした。現委員長のマクファー

レン氏も「その誤りを長年放置したこと」と述べている。

両氏の見解にさらに「外部からの警告に接して敏速な対

応を取らなかったこと」を加える必要がある。日本原子

力発電の東海第二原発が，警告により防護壁を造り，過

酷事故を免れているからである。

国も東京電力も事故前に，外国の原発での全交流電源

喪失の情報を把握し，大津波に襲われた場合，重要設備

が水没することも認識していた。さらに千年に一度の大

津波が近い将来に来ることはないと科学的に推測してい

たわけでもない。東京電力の幹部は，発生が現実性を持っ

て感じられない津波襲来より，直面している経営上の問

題を解決する方が大切と判断した。

彼らは，なぜか極めて非合理的な考えをしてしまっ

た。その理由を知るには，我が国の原子力開発の歴史を

見る必要がある。

2．歴史を振り返る
我が国の原子力開発の歴史を第 1図のように３つの時

期に分けて振り返り，福島第一原発事故の背景となった

ことがらを指摘する。

（第一期） 1965～1978年

日本は農業から工業へ大きく産業構造が転換し，高度

経済成長を成し遂げた。新幹線開業，アポロ11号など科

学技術の素晴らしさを讃えた時期でもあったが，負の側

面は次の時代に送られた。

欧米で実用化したばかりの原発の早期導入を政治家，

官僚，産業界が決定。アメリカ型軽水炉は，小型大出力

で経済性に優れていたが，自然災害が多く，狭い国土を

前提とはしていなかった。自前の評価能力は育っておら

ず，設計変更には巨額の費用と時間を要したため，契約

は元設計のままターンキー方式で締結された。

初代原子力委員に名を連ねた湯川秀樹博士は，自前の

研究を積み上げず，安全性も十分確かめず，アメリカか

らの輸入に頼って商業炉の稼働を急ぐ拙速さに嫌気がさ

し，委員を辞任した。

アメリカの原子炉メーカーなどに派遣された技術者

は，貪欲に技術を習得。同時に，合理性，経済性重視の考え

方を身に付けた。原発のコスト優位を強調する関係者が

増え，福島第一原発の立地にあたって，東京電力の幹部は

海抜が低い方が取水用電力の消費が少なく有利とした。

軽水炉初号機の敦賀原発は日本原子力発電に集結した

オールジャパン体制で始まったが，まもなく東京電力や

関西電力などは技術者を出向解除。自前のサイトでの建設

を目指し，早期建設と発電実績に邁進した。まだ地震発生

メカニズムの知見もなく，立地では強固な岩盤の他は人

口密度，大消費地への適当な距離など経済性が優先された。

発電が開始されると初期故障の対応に追われ，根本的

な設計立地問題は後回しにされた。人材面では機械工

学，電気工学，化学などが中心となり，原子物理系の人

材は薄くなった。安全システム研究は，やや専門的な分

野となった。

What is the Background of Fukushima Daiichi Accident?：
Toshiro KITAMURA.
（2013年 ３月２２日 受理）

福島第一原発事故から２年が経過し，電力会社は防潮堤建設や非常用電源の増強などの対策

を進めているが，それは主に直接的原因に対応するものである。国会事故調の委員長がいみじ

くも「メイドインジャパン型の災害」と評したが，今回の事故の背景には，日本社会に根ざす問

題が多々存在する。事故は，この国の原子力開発の歴史の集大成であり，その過程でのさまざ

まな誤りの帰結と言ってよい。

第 1図 我が国の原発基数の推移

解説
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電力会社の原子力部門は，過去のしがらみはなく内部

で自由闊達な議論ができた。電力会社の社長や副社長に

原子力部門出身者が就くようになると，社内で原子力部

門の特別扱いが定着。部門間の人事交流もなく，社内で

独自の文化を持つようになった。

国は原発を国策として民間に任せ，電力会社は国の支

援を最大限に受けることで両者が協力。原発開発が国民

の目から見えづらくなった。

1974年，立地支援策である電源三法が成立している。

送電線への落雷による停電，クラゲ来襲等があったが，

過酷事故につなげての検討はされなかった。この時期，

大地震や津波がなく，関係者は自然災害に対する危機感

を抱くことがなかった。

当初，メディアは原発を夢のエネルギーと賛美した。立

地地域は原発建設を歓迎，国策協力に誇りを抱いた。電力

会社との安全協定を結び，原発のリスクについては国，電

力会社を信頼し，反対運動は特定のグループが「ためにす

る」反対と見ていた。1974年の原子力船「むつ」放射線漏れ

をメディアが大きく報道し，風評被害が出たころから原

子力界は情報開示に神経質になり内に籠るようになった。

（第二期） 1979～1996年

良質豊富な労働力と安価な石油で，家電，自動車，機

器などの産業が急成長。合理化，大型化，大量生産によ

り生産性が上昇，高度成長はピークに達した。1980年代

のバブル期には財テク，贅沢指向となった。その後，1987

年ブラックマンデー，バブル崩壊，湾岸戦争，ソ連崩壊

と続き，1995年阪神淡路大震災が起きた。

原発は50基，世界第３位となった。同一サイトに複数

基を建設したことで管理が複雑化した。二度のオイル

ショックを経験し，原発を国策としてより強く意識。建

設が花形となり，古い原発の設計上の問題点を言い出す

ことはタブーとなった。国内外では事故トラブルが多数

発生。関係者はその対応に忙殺された。1979年スリーマ

イル島の事故で，軽水炉に危険性があることが判明。アメ

リカでは，多様化した非常用発電機設置を義務付けたが，

日本では肝心の緊急時の対応，対策が進まず，メルトダウ

ンでもあの程度の外部影響と，逆に問題を矮小化した。

７年後，チェルノブイリ事故が発生したが，炉型の違

い，社会体制の違いを強調した広報活動を展開し，過酷

事故対策で欧米に立ち遅れはじめた。原発は稼働率を上

げるために対症療法を繰り返したが，大事故の起きる確

率は低いと考え，備えはほとんどされなかった。

規制当局も安全基準の見直しに消極的であり，当局の

独立性，人材の質と量，独立法人への過度の依存，役割

認識不足，形式的な防災訓練，書類偏重の検査などに問

題があったが，改善されなかった。第二期も大きな自然

災害が原発を襲うことはなかった。

立地自治体では次第に原発事故に対する危機感が薄

れ，核燃料税創設など原発の経済効果に関心が向かっ

た。自治体は担当職員増員や諮問委員会など充実を図

り，安全協定も強化。法的根拠のないまま原発運営の足

かせとなっていった。反対派が国を相手取って原発訴訟

を起す戦略に出ると，国と電力会社は古い原発でも十分

安全という説明をせざるを得なくなり，根本的な安全議

論はタブーとなった。

この時期，メンテナンスでの外注化が進み，メーカー

系列，電力子会社系列による多層構造の体制を構築し

た。これで定年退職後の社員や地元の雇用の受け皿づく

りも進んだ。外注化は電力会社の技術力を空洞化させ，

現場力の低下や組織の風通しの悪化を招いた。技術的に

メーカーや学者が電力会社を支え，電力会社が規制当局

を支える構図になり，規制当局と電力会社との不適切な

関係が常態化した。

政治家，官庁，電力会社，メーカー，関係団体，地元

自治体，地元経済界は関係者の利益を確保する体制を構

築。大学も就職や研究費の業界依存を強めた。電力会社

の原子力部門では，自由闊達さがなくなり，下からの意

見が上がりにくい危ない組織になった。世代交代で技術

者たちの古い原発に関する技術伝承は不十分になった。

不況にもかかわらず労使協調で賃上げを続け，トップク

ラスの処遇となった電力会社は，社員が保守的傾向を強

めた。規制当局内も，幹部職員の在籍期間は短く育成制

度もなく，制度の見直しや規制の変更に手がつかず事故

対応に終始した。

（第三期） 1997～2012年

2001年の同時多発テロ，2008年リーマンショックを

きっかけに世界的大不況の中，成長が止まり，中国など

の追い上げが始まった。急激な人口減少，高齢化で国も

地方も大幅な財政赤字となった。宮城沖地震，十勝沖地

震，新潟中越沖地震があり，はじめて原発が被災した。

1998年動燃「もんじゅ」でナトリウム漏洩事故。情報隠蔽

体質が大問題になった。1999年，JCO で臨界事故が発

生。死者と住民避難が起きた。電力会社は，燃料製造と

いう周辺の問題とし，過去に原発でも臨界事故が発生し

ていたが過酷事故対策につなげなかった。

2002年，各電力会社で過去に数多くの隠蔽，改ざん，偽

装などが繰り返されたことが明らかになり，トップが退

陣して世論をかわし，安全文化の問題と決めつけ，真の

原因を追求しようとしなかった。規制当局もこれに絡ん

で，内部告発を受けても放置し，告発者の情報を漏らす

失態があったが，政治やメディアの追求も不徹底だった。

美浜原発の非常用冷却装置作動，３号機２次系配管破

裂など過酷事故の予兆があったが，規制当局は過酷事故

対策を規制ではなく自主運用とした。2007年，柏崎刈羽原

発が地震で被災し，各社は耐震強化に集中した。浜岡原発

は２基が廃炉となったが，柏崎刈羽原発では建屋が想定

の２倍の地震動に耐えたことを強調し，津波対策は不十

分だった。電力会社は不祥事，不適切な規制で低迷する稼
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働率を上げることに全力で取り組み始めた。産総研が貞

観津波再来の警告を出したが，東京電力は対応を先送りし，

自治体もプルサーマル計画に気を取られ反応しなかっ

た。海外での過酷事故対策の情報も，裁判への影響，地元

への説明，長期停止を恐れた国や電力会社は取り上げな

かった。「もんじゅ」の挫折と再処理工場未完成でプル

サーマル計画が浮上。使用済燃料は中間貯蔵に向かった。

国は原子力立国計画を立て，エネルギー安全保障と温

暖化対策の決め手として，原発のゆるやかなリプレース

と原子力ルネッサンスに対応したプラント輸出を目指し

たが，過酷事故対策や原子力界の体質改善の視点を欠い

ていた。立地地域では雇用を中心に原発依存が定着。増

設やプルサーマルなど目先の問題にとらわれていた。世

論調査では地球温暖化もあり，今までになく原発推進に

支持が集まった。

IAEA より規制の独立性の問題指摘があったが，政治

も手をつけず，規制当局も電力会社に情報などを依存す

ることを続けた。電力会社でも内部チェック機能は骨抜

きのままであった。関係企業，地元などへも共同体化が

進み，これがしがらみとなる一方，官僚主義と前例踏襲

により既得権を守るばかりで，大きな方針転換ができな

い組織となった。電力会社では，世代交代がさらに進み，

技術の継承や経験に不足が生じてきた。

Ⅱ．個別問題の発生メカニズムと影響

第Ⅰ章で今回の福島第一原発の事故の背景が，歴史の

なかで積み上げられてきたことを指摘してきたが，第Ⅱ

章ではこれらを問題別にまとめ，発生メカニズムや，影

響などについて明らかにする。

1．形式主義
形式主義は，常に原子力安全を脅かしてきた。自治体

も参加しての防災訓練のシナリオは訓練時間と動員体制

を考慮して作成され，訓練はいわばお芝居であったが，

メディアもその様子を淡々と伝えるだけであった。この

訓練では潜在的脅威に対する意識を覚醒させることは期

待できなかった。

長期の外部電源喪失がないとした原子力安全委員会

も，実態を調べずに判断していた。規制当局の書類中心

の形式的検査は，関係者を疲弊させ，現場の安全を脅か

していた。

立地自治体の首長は事故のたびに，原発内に立ち入り，

それをメディアに撮らせて住民アピールをしていた。

発電所員は消防ポンプの操作方法も知らず下請け任せ

にしていた。運転員は津波でバッテリーまでが使えなく

なる電源喪失の訓練はしていなかった。東京電力が津波

の脅威がまだ土木学会で正式に認められていないことを

理由に対応を先延ばししたことは形式主義の悪用であ

る。形式主義が蔓延した理由は，実力の低下，マンネリ

ズム，無責任，安易さ，危機感のなさ，効率優先であった。

2．三原則に対する裏切り
原発は，民意が確認されないまま，官僚，産業人が中

心となって国策として進められてきた。国政選挙では原

発は争点にならず，原子力平和利用三原則の「民主」とは

違った。輸入によってスタートしたため，自前の技術力

ではなく「自主」ではなかった。規制についてもアメリカ

の模倣だった。「公開」も，電力会社の事故隠しや規制当

局の消極的姿勢が続き，後に発覚した。原子力の関係者

には人類が手にした新しいエネルギーの開発という共通

の目的意識があり，これが，特権意識，困難な問題の先

送りと隠蔽，共同体化などを生み，国民から遊離したも

のとなった。国策民営の枠組みの下，関係者の都合や利

益が守られ，将来にツケが回された。

当初から原発の是非に関する二項対立の構図が存在

し，推進派と反対派は互いの存在を認めず，本来，科学

的議論をするべき安全性についても，同じテーブルで話

し合いができなかった。双方とも「結論ありき」で，ロジッ

クや証拠集めに無理があった。不利な情報は小さく扱う

か，握りつぶす。仲間だけで議論することが続いた。推

進派は反対派と議論するのは無駄であり，相手にせずの

態度を取った。これに対して反対派は国などを相手取っ

て訴訟を起こした。これで国をはじめとする推進派は，追

加の安全対策を言い出せない「安全神話の罠」に陥った。

3．誤った安全の考え方
福島第一原発の事故は，安全の考え方に間違いがあっ

たことを明らかにした。科学技術は実態であるにもかか

わらず，日本人は実態の安全より心の平和（安心）を求め

る傾向がある。安全管理の原則は資金や労力が限られて

いるため，危険はリスク順に取り除くべきだ。アレバ社

シャロン工場では，見学者にヘルメットを着用させない

が，日本流安全は事務棟から中央制御室までの廊下でも

ヘルメットを着用させる。ルールを複雑にしたくない，

ヘルメット着用の負担を皆で分かち合うべきとの農耕民

族的発想だ。一事が万事と考え，小さいことの積み重ね

を大切にする。この結果，手厚い安全対策をしているつ

もりが，コストばかり掛かる焦点の定まらない手ぬるい

やり方になっている。欧米では，過酷事故に対して厳し

い規制をかけ，品質保証活動は電力会社の自主性に任せ

ているが，日本ではその逆をやってきた。事故を防ぐに

は，不安全状態の探索，対策の予算的裏付けこそ必要だ

が，「安全第一」，「安全文化」と言葉で注意力を喚起し，

安全になったような気分になっていた。

どんなに安全対策を打ったとしても，残余のリスクが

残るが，潔癖性の強い日本人はこの現実を認めようとせ

ず，結果的に無防備な状態となっていた。国も電力会社

も残余のリスクを明らかにすれば，原発の危険性を認め

たことになり，反対派に攻撃され，安全審査に絡む裁判

にも影響する，防災訓練に関して自治体への説明が大変

になると考え，残余のリスクの話を避け続けた。国内外
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の大事故に対する評価でも，スリーマイル島事故，チェ

ルノブイリ事故，JCO の臨界事故に対して，自国の原

発との共通点を探すのではなく，設備，社会体制，規則，

人の資質などの違いを強調し，日本の原発の危険性につ

ながらないようにした。本来は，軽水炉で過酷事故が起

きうること，原子炉の監視システムに根本的問題がある

こと，事故対応における要点，放射能を環境に出したこ

とによる被害の大きさ，経済性優先が危険につながるこ

となどに着目すべきであった。関係者でも，事故の確率

が１万年に１回を，「生きている間は起きない」と錯覚

し，３台の非常用発電機が同じ場所にある危険性に気づ

かなかった。また，一般の人への説明では，例外的なこ

と，前提条件にはあえて触れず，説明を単純にした。内

部で警鐘を鳴らす者は疎んぜられ，安全文化の育つ土壌

ではなかった。

4．共同体化
原子力関係者は「原子力村」と呼ばれるまでに共同体化

した。共同体の目的は「原子力によるエネルギー確保の

実現」であるが，電力会社は地域独占で安定した経済基

盤を持ち，処遇や取引で，特定の対象に便宜を与えるこ

とができたため，共同体は，政治家，官僚，電力会社，

メーカーを中心に，金融機関，学者，メディア，自治体，

労働組合，漁協，各種団体まで及び，「共同体構成員の

利益確保」が目標に加えられた。共同体の構成員は，共

同体を守るために，物理法則や歴史の教訓，内外の警告

を無視し，モラルに反し，時には法律に抵触した。内部

は，官僚主義，秘密主義で硬直化し，自由な発想を制限

し，共同体の意思に反したり，箴言したりする者は排除

するようになり，自浄機能を失った。好ましくない情報

は切迫感をなくしたり，留め置かれたりした。問題が明

らかになっても，既得権と体制維持がなにより優先さ

れ，内部に波風を立てないよう，対策は前例に従って小

出しにされた。「防災体制を海外に合わせるべき」との意

見に対する規制トップの「寝た子を起こすな」発言は象徴

的である。

5．歴史観を持たない経営
東京電力では，社内で原子力部門が独立したパワーを

持って経営判断に影響を与えていた。役員はそれぞれ部

門の利益代表であり，役員会の判断はボードとしてでは

なく，部門の意思を追認する場であった。勝俣前会長は

事故後の記者会見で「わたくし共は，各部門にそれぞれ

責任を持って業務を任せる経営スタイルを取ってきた」

と述べている。

また，本来業務を過度に外注し責任が分散。技術の空

洞化，内外の監視セクションの無力化が行われた。既存

の方針や計画，いままでのいきがかりにとらわれて，根

本問題の解決を先送りして，経済力をバックにした政治

力で乗り切ろうとした。

経営トップがしっかりとした歴史観を持ってこれまで

の原子力開発で積み重なってきた問題を認識し，惰性を

断ち切るために「ちゃぶ台返し」をやる必要があったが，

経営トップは，体制維持と前任者の方針を受け継ぐには

誰がふさわしいかで選ばれ，根底から改革しようとする

者は選ばれなかった。小泉総裁は「自民党をぶっ壊す」と

公言して，郵政改革を進めた。55年体制が崩壊寸前という

歴史観を持っていたのだ。1993年に社長になった東京電

力の荒木氏は，「普通の会社になろう」と合理化の大号令

をかけたが，原子力部門への歴史的認識は不足していた。

フランスの政府や大企業では，トップはグランゼコー

ル出身が大半を占めているが，エリートたちは日本の大

学のような「高校の延長であるマス教育」ではなく，「少

数精鋭の高度専門教育」で，広範にわたる知識と教養が

たたきこまれ，優れた能力を社会に出てから何のため

に，どう使うかの自覚ができている。功罪はあるが，フ

ランスでは社会の仕組みとしての伝統的エリート育成シ

ステムが存在する。日本ではエリートたちは，そつなく

状況を把握し，所属する組織のリスク回避に巧みである

一方，権限，予算，人数，天下り先を拡大することに努

める。電力会社では，入社早々に，体制維持が最重要で

あることを教え込まれる。福島第一原発の事故の背景に

見えるものは，国策として原発を推進してきた経済産業

省などの官僚と東京電力の歴代の経営者が，体制維持に

はふさわしかったが，原発を扱うにはふさわしくなかっ

たということである。

Ⅲ．おわりに

社会はさまざまな失敗を糧に進歩を遂げてきた。歴史

に学ぶことは，その実例を知ることである。学ぶことの

もうひとつの意味は，過去に置き去りにしてきた課題を

正しく認識し，蒔かれた失敗の種を発芽させないことで

ある。福島第一原発の事故後も，原因の背景に迫る対策

をせずに，直接的な対策しか取らないのであれば，この

国は潜在的危険がある原子力を継続する資格はない。社

会の中に，原子力をやるためのしっかりした土台を作る

ことが，原発再起動に向けて，原子力規制委員会の新安

全基準作り以上に大切なことである。

―参 考 資 料―
１）戸部良一，他，失敗の本質―日本軍の組織論的研究（中

公文庫）．
２）松本三和夫，構造災（岩波新書）．
３）調査・検証報告書，福島原発事故独立検証委員会，日本

再建イニシアティブ．
４）国会事故調報告書，東京電力福島第一発電所事故調査委

員会，徳間書店．

著 者 紹 介

北村俊郎（きたむら・としろう）
原子力安全推進協会

（関心分野�専門分野）人材育成，労働安全
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Ⅰ．はじめに

米国原子力学会（ANS）の2012年冬季会合（サンディエ

ゴ，2012年11月11�15日）にて，「シビアアクシデント評

価とマネジメント：福島第一の教訓」に関する会議が開

催された。同会議の技術委員長を務めるマサチューセッ

ツ工科大学の Buongiorno 教授は，事故の教訓に関する

多くの分析を終えた現時点こそ，それらを取りまとめる

に良い機会であるとの認識を示した。わが国でも，東京

電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調，2012

年７月５日），東京電力福島原子力発電所における事故

調査・検証委員会（政府事故調，2012年７月23日），福島

原子力事故調査委員会（東電事故調，2012年６月20日），

福島原発事故独立検証委員会（民間事故調，2012年２月

17日）と主要な報告書が刊行されたところであり，時宜

にかなう企画である。

まず米国原子力学会の関心のポイントを把握するため

に12日の午後から実質３日間にわたるこの会議の全容を

述べる。最初に，“福島後の短期的および長期的な規制

の変化：日本での事故は原子力安全規制の総点検を求め

るか”についてパネルが開催された。パネリストには米

国原子力規制委員会（NRC）の Apostolakis 氏，日本の経

済産業省（現在，原子力規制庁）の Yasui 氏，フロリダ

大学の Diaz 氏，フランス IRSN の Bruna 氏が招かれ

た。“福島第一および日本の他のプラントからの教訓”は

２つのセッションで８件の講演と議論が行われた。それ

らに加え，過去のシビアアクシデントを概観する

“TMI，チェルノビル，そして福島第一：３つの事故の

全体像”，事故の社会的側面を扱う“福島後のコミュニ

ケーション：我々が学んだことと変えるべきこと”の２

つのパネル討論が企画された。Nuclear News の2013年

１月号１）は，同会議のセッションのうち，以上の議論を

紹介している。

その他には，“原子力産業への福島第一の影響”，“福

島第一事故についての日本と国際社会の見方”のパネル

が開催されている。また，事故過程の解析・分析を行う

“シビアアクシデントの進展とシナリオ再構築”と“事故

の現象論”は，それぞれ２セッションと３セッションで

議論された。さらに，“安全上重要な設備と格納容器”，

“シビアアクシデントマネジメント”，“外部事象とシビ

アアクシデント”（２セッション），“各国の対応と影響”，

“環境影響モデルとサイトクリーンアップ”があった。

本稿では，Nuclear News の記事１）を参考に，米国が福

島第一から何を学び，原子力規制はどこに向かうのか，

何を変えようとしているのかについて解説する。

Ⅱ．シビアアクシデント評価とマネジメント

1．原子力安全規制の総点検
（ 1） 安全規制の全体戦略

オープニングパネルの論点は，福島第一事故を受けと

め原子力安全規制を総点検（オーバーホール）するべきか

という問いかけである。Apostolakis 氏は，事故後に設

置され，2011年７月に報告書が発行された短期タスク

フォース（NTTF）の成果（教訓と実施すべき対応に関す

る提言）について語った。大きな特徴は，実施時期を３

段階にわけた提言がなされたことである。第１段階（Tier

１）は遅滞なく実施するもの，第２段階（Tier２）は原資

または重要なスキルの制約により直ちには実施できない

もの，第３段階（Tier３）は規制活動とする前にさらに

NRC 内部で検討する必要があるもの，である。

2013年４月に開催された東京 PSAM（確率論的安全評

価と管理）国際会議２）での Apostolakis 氏の講演では福島

What US Nuclear Society has Learned from Fukushima Dai

�ichi Accident ; Japan should Establish Tight Partnership

with US in Nuclear Safety Regulation : Akira YAMAGUCHI.
（2013年 ４月３０日 受理）

米国原子力学会は2012年11月に「シビアアクシデント評価とマネジメント：福島第一の教訓」

と題する会議を開催した。大きなテーマの一つは“福島第一の事故を踏まえ，原子力安全規制

の総点検が必要となるのか？”である。米国が福島第一から何を学び，原子力規制はどこに向

かうのかを考える。わが国で，合理的で最高水準の安全確保を達成し，それに説明性があるた

めには，原子力安全規制は日米間での連携と意見交換を深めることが重要である。

解説

米国原子力界が福島第一事故から学んだこと
日米の原子力安全規制は強い連繋を

大阪大学 山口 彰
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第一事故を受けて NRC は以下を実施したと述べた：①

既設炉の安全向上対策，②運転継続のリスクを確認，③

教訓と良好事例の国際社会での共有，④考慮すべきさら

なる教訓の検討の継続。NRC の基本姿勢は，原子力を

利用する，しかし公衆を脅威にさらさないということで

あり，それにそって合理的な手順を踏んでいる。上記①

に相当する Tier１では福島第一事故で見いだされた主

要な弱点の対策を含めて設計基準を超える外的事象に対

して，炉心の冷却，格納機能，使用済燃料冷却を３フェー

ズで実施するとした。初期フェーズは運転員による恒設

設備を，第二（遷移）フェーズは事業者によるサイト内可

搬設備を利用する。最終フェーズはサイト外からの設備

搬入を行う。さらに，MK�Ⅰおよび MK�Ⅱ格納容器の

BWR について，全電源喪失時においても除熱して圧力

を制御する“信頼できる強化ベント”の設置を求めた。リ

スクの観点，コスト・ベネフィットの観点から重要な対

策は直ちに実施し，その十分性はリスク評価で確認す

る。その上で，長期の対策の検討を継続して実施する冷

静な対応であると思う。

続いて Apostolakis 氏は，新しい問題が生じるたびに

対策を講じた，いわゆる“パッチワーク規制”についても

触れた。実は，福島第一事故の前，2010年にリスク管理

タスクフォース（RMTF）を，NRC は設置している。NRC

の全ての活動に，リスク情報と実績による規制の方針を

包括的に全体的に採用できるようにするという戦略構想

を構築するためである。深層防護とリスクの考慮に配慮

した適切な防護のための規制の枠組こそ必要であるとし

た。同氏はさらに続ける。これこそリスク評価の関係者

がリスク情報活用規制として長い間必要性を述べてきた

ものである。NRC の仕事はリスク管理である。深層防

護はさらなる障壁を加えることによりリスクを管理する

方法であり，リスク管理に確率論も決定論もない。

Apostolakis 氏は，新しいリスク管理の規制枠組の提

案（NUREG�2150）３）を紹介した。彼自身，これを“深層

防護の再定義”と呼ぶ。NTTF の提言は，設計基準事故

を規制の根拠とする原子炉のみを対象としているが，新

しい枠組は原子力利用全般に適用できるものである。

RMTF は，運転経験や確率論的リスク評価などの最近

の方法から得られる知見を統合して設計基準事故の概念

を見直す必要性を認識し，いくつかの設計基準外事象に

対応するために“設計向上（design enhancement）”と呼

ぶ設計規則と新しいカテゴリーを作成して規制枠組を拡

張することを提案した。設計向上事象と３つのカテゴ

リーの考え方を第 1図に示す。このカテゴリーでは安全

確保の指標としてリスクを用い，実績ベースで手段・対

策を定期的に見直し，コストを考慮して，サイト固有の

特徴を踏まえたものとする。現状では“適切な防護（設計

基準事故）”と“残留リスク（設計基準外）”の２つのカテゴ

リーとなっているが，新しく提案した枠組では，“設計

向上”が新たに加わって３つのカテゴリーとなる。設計

向上カテゴリーには，全電源喪失やリスクの観点から重

要なシナリオが含まれる。それら以外のシナリオは残留

リスクである。

（ 2） 安全規制における多様な観点

原子力安全規制の総点検は，原子力の問題にとどまら

ず，社会，政治，経済など多くの分野に関連する問題で

あると，前 NRC 委員長の Diaz 氏は言う。議論は長く

問われ続けた“How safe is safe enough?”という問いかけ

にまで及ぶ。チェルノビル事故から25年を経てその問い

は忘れさられていた。重大な事故を含めさまざまな事象

が発生しているのに現状の規制枠組で扱うことができる

と考えられていた。規制システムがうまく機能している

との確信があった。しかし，“Fukushima が全てを変え

てしまった”と Diaz 氏は続けた。福島第一事故の後も“規

制の主要目的”の達成度はどうかという問いであれば“ま

あまあ”という答えになるであろう。しかし，社会学，

心理学，政治的，財政的な側面を考えればそうはならな

い。原子力は社会政治的な問題であるという現実を，福

島第一事故後の規制に反映しなければならない。2012年

６月の米国機械学会の報告４）は同様の指摘をする：“たと

え大規模自然災害によるものであるとしても日本の福島

第一事故で経験した社会的経済的影響（Socio�political

and economic consequences）は許容しえない”。

Diaz 氏によれば規制枠組の本質は規制機関と事業者

との“契約”である。事業者は安全に，規制機関は規制枠

組と監視に，それぞれ責任を持つ。その契約が水泡に帰

したのである。この活動が実行可能で，公衆が防護され

ていることを保証するために，産業界と規制機関は協働

するのである。原子力の開発と成長を支持するのであれ

ば，この契約は産業界の発展に不可欠であり，継続させ

なければならない。

これらを踏まえて安全規制の総点検が必要かという問

いに答えるならば，３通りの答え方があるだろう。まず

日本ではこの規制機関と事業者の契約は適切ではなかっ

た。したがって安全規制の総点検は“必要”である。福島

第一事故の主要な教訓に対して既に重要な対策を実施し

た米国などでは答えは“おそらく必要”である。重要な対

第 1図 原子炉安全規制の枠組（NUREG�2150の図に加筆）
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策とは，炉心冷却や電源などに関して対処すること，規

制体系の本質的な見直しを行うこと，より包括的な長期

のレビューを計画することである。“不要”と答えること

は，事故の歴史という現実，すなわちスリーマイル島，

チェルノビル，福島第一を，さらにその他の経験を含め

否定することである。さらにもうひとつ他の現実も否定

することになる。原子力はもう安全ではない，環境の観

点から受容できないと社会に認知されるリスクを背負っ

たのである。日本やドイツが脱原子力に舵を切った理由

は社会がそのように見ているからと Diaz 氏は分析す

る。

将来の規制のボトムラインとして彼は以下を指摘す

る。�原子力プログラムそのものをリスクにさらさない

ために規制の変化は必要である。変化させるべき点には

過酷な事態を伴う稀有事象（内的，外的）を含めなければ

ならない。�“How safe is safe enough?”は社会政治と経

済の織りなす社会にとってのリスクによって決定され

る。�規制がこれで十分だということはない。規制は公

衆の健康と生命の防護の先を行かなければならない。規

制要求を超えて目に見える持続的な向上を社会は要求す

る。原子力産業界は今こそこれを理解し，安全の責任を

受けとめ，リーダーシップを発揮しなければならない。

（ 3） ストレステストで何が分かるのか

フランス IRSN の Bruna 氏は，シビアアクシデント

が起きると原子炉はどうなるのかの評価，いわゆるスト

レステストの結果について報告した。福島第一事故を受

けて，極端な外部事象に対するフランスの58基の原子力

発電所の脆弱性を検討するよう，Fillon 首相は命令し

た。この検討はその後，欧州全体で行われることになる。

外部事象，特に長時間に及ぶ冷却喪失と電源喪失に対し

て適切なリスク管理ができるのかが評価のポイントであ

る。

設計要求と安全要求に対する各プラントの適合度はど

うか，これは Bruna 氏のいう頑健性（Robustness）の指

標となる。評価の結果，施設の配置や実装，モニタリン

グ，材料の保守，設計エラーなどで不適合が見いだされ

た。現在ほど地震マップが整備されていなかった30年以

上前に建設された古い発電所の耐震要求への不適合は特

に問題視された。また，長期にわたるささいな改良の積

み重ねが安全性に及ぼす影響は，得てして見落とされが

ちになるとの理由から注目された。

次のポイントは，基本安全設計要求を超える外的事象

に対するプラントの頑健性である。主要な構造物や設備

には大きな耐震安全裕度があると事業者は主張するが，

評価手法に不確かさがあることが指摘され，更なる検討

が継続されている。地震や洪水はそれに付随する他の影

響をももたらしうる。火災，爆発，配管破損，これらは

重要な安全系や緊急手順に影響を及ぼすかもしれない。

長期間の電源喪失や複数の施設に影響する事故で外部

からの支援ができないような設計基準外事象や，外部事

象起因のシビアアクシデントのためにフランスは新たな

アプローチを提示した。まず，あらゆる状況においても

確保されるべき安全機能のリストを作成する。それを確

保するための“強化安全コア”は，現状の安全の枠組で考

慮されているものより厳しいハザードレベルでも機能し

なければならない。また，長期にわたる事故状態に対応

できなければならないし，火災や爆発などの外的事象に

対しても防護されていなければならない。

ストレステストは外部事象に対するプラントの脆弱性

を増すような潜在的問題を同定し，それを改善する必要

があることを示すと，Bruna 氏は結論した。以下は今

後も改善が必要な点である：�施設が設計と安全要求に

適合していることをいつでも確認できる方策の導入，�

現状の安全の枠組で考慮されない状況に対処するため

の，強化安全コアのようなアプローチ，�外部ハザード

に対する更なる防護の提示，�更なる改善点を同定する

ためにプラントの状態を頻繁にレビューすること。

2．福島第一の教訓と未知への備え
福島第一ならびに他のプラント（東海第二と福島第二）

から得られた教訓に関するセッションでは，リスク，ア

クシデントマネジメント，ブラックスワン（想定外），公

衆リスクなど，設計基準外事象にどう対処するかが関心

の中心であった。

事故から20ヶ月が経過しているが，データに明確でな

いところ，理解しがたい意思決定などが残っている。東

京電力の Kawano 氏は１号機の非常用復水器（IC）の運

転状況が緊急対策センターになぜ伝わっていなかったの

か理解できないと述べる。コンサルタントの Levy 氏

は，消火系を用いて注水するべきであった，また３号機

で高圧注入系を用いたことが圧力を高め冷却を困難にす

る原因となった，自動減圧系が使えたはずだ等と主張す

る。さらに，事故よりもずっと前の段階で，津波対策が

十分であると判断した東京電力に過誤があったと何人か

が指摘した。さらに，全電源喪失の考慮とシビアアクシ

デントの訓練と対応でも東京電力は誤ったと Levy 氏は

述べる。

Sehgal 氏は福島第一事故における土壌汚染の重要性

を指摘し，住民にとって最大の困惑は住居を奪われてし

まったことであると述べる。福島第一のような事故を防

止しその影響を緩和するためのバックフィットを行わな

い理由として，コスト・ベネフィット分析を用いてはな

らないと指摘する。このような事故を起こさないことこ

そがベネフィットである。一方，どの程度の低線量まで

ならば放射線影響がほとんどないかということについて

は，今後も研究が必要である。長年，シビアアクシデン

ト研究に携わる Sehgal 氏の主張である。

ブラックスワンという言葉がしばしば使われる。皆が

344 解 説（山口）

（ 34 ） 日本原子力学会誌, Vol. 55, No. 6（2013）



驚くような事象であるが，後になって考えれば予見でき

たし起こっても不思議はないというものである。Greene

氏は，鳥を比喩にこれを“カナリア，ダチョウ，そして

ブラックスワン”と展開した。カナリアは鉱山で空気汚

染の警告として使われる。ダチョウは砂の中に頭を埋め

る特徴があることから，警告に耳を塞ぐことの喩えとさ

れる。Greene 氏は沸騰水型軽水炉の格納容器の広汎な

研究を引用して，規制機関の対応の歴史を振り返り，シ

ビアアクシデントの影響緩和のためのプラントの主要な

改良は，NRC の現在のバックフィットのコスト・ベネ

フィットルールに適合しないと述べる。彼は，NRC と

産業界にその場しのぎのパッチワーク対策から脱却する

ことを求めている。そのためには，シビアアクシデント

マネジメントに対する対症療法的アプローチが適切性に

疑問を呈し，バックフィットルールとそのコスト・ベネ

フィット評価の根拠を再検討することが必要であると述

べる。

Robert 氏はその他のプラントから得られた教訓につ

いて論じた。福島第二発電所の４基の原子炉は，非常用

ディーゼル発電機と最終ヒートシンクが失われたが，隔

離時冷却系と消火系を使うことができた。ただし，残留

熱除去ポンプに電源を供給するために，放射性廃棄物建

物から熱交換器建物に電源ケーブルを引き回す必要が

あった。福島第二ではこのようにしてうまくいったが，

他のプラントでは条件によっては困難であったかもしれ

ない，と Robert 氏は続けた。

これらの議論の範囲では，福島第一以外の発電所にお

けるシナリオやリスク管理の成功についてはほとんど語

られていないようである。過酷事故に至っても不思議で

はない状況の中で安全が確保できたその分岐点はどこに

あるのか，また安全確保の経緯などの分析からリスク管

理として何が有益な知見であるかを日本から体系立てて

発信すべきと思う。

3．原子力におけるコミュニケーション
危機的状況におけるコミュニケーションもまた，本会

合の重要なテーマであった。“福島後のコミュニケーショ

ン：我々が学んだことと変えるべきこと”のパネルはア

ルゴンヌ国立研究所のシニアフェロー Dickman 氏が座

長を務めた。同氏はセッションの導入として，原子力界

は危機コミュニケーション計画を全く持っていなかった

ことが明らかになったと指摘し，確固たる危機コミュニ

ケーションスキルを産業界が確立することの重要性を強

調した。ANS は自己改革をするために１週間も経たず

してメディアやブログを通じて教育用パンフレットを配

布し始めた。ANS は確かに良い仕事をしたが，今から

思えばもっと前にやるべきだったとのことである。パネ

ルには産業界とメディアから４人のコミュニケーション

専門家が登壇した。

最初は Limbach 氏，“今の時代は，ニュースはいつで

も流れ，ジャーナリストは複数のチャンネル，新聞，デ

ジタル新聞，テレビ，ウェブサイト，ブログ，ツィッタ

を通じてコミュニケーションをする。産業界は，ジャー

ナリストとの良好な関係を確立し，継続的に協働するこ

とが必須である。さらに危機時には直ちにメディアと連

繋できることが重要である。ニューヨークタイムズ紙の

友人は，記事の内容により締め切りは１時間ごと，時に

は20分ごとになる。正しい情報を持っているか，ただの

見解にすぎないのかに関わらず，批判は時を待たずして

向けられるのである”と述べる。彼女は，“ジャーナリズ

ムと公衆の双方にとって今やインターネットは最初の情

報基地である。デジタルプラットフォームの活用の重要

性は論をまたない。デジタルプラットフォームは情報を

発信する場と考える人が多いが，一般の人々が何を考

え，発言し，実践しているかを探り当てる場でもある。

それは，危機管理の協働や実践がうまく機能するための

重要な情報源となる。原子力界がコミュニケーションを

再構築する，産業界がもっと関与する，事実に基づいて

教育的であり興味を持たれるようにする，そのためには

どうすればよいのであろうか。福島の事象のときのさま

ざまなデジタルチャンネルをモニタすればその答えが見

えてくる”と述べる。

また，Limbach 氏はコミュニケーションにおける画

像や情報画像などの可視性の重要性も強調する。人々

は，文章はあまり読まず，ヘッドラインだけを読みそし

て写真を見る。うまく作られた情報画像は言いたいこと

を理解してもらうのに実に重要，原子力業界は福島第一

事故以来，情報画像の使い方がうまくなったが，まだ改

善の余地があると指摘する。良好なコミュニケーション

戦略のもうひとつ重要な要素は良い報道官がいるかどう

かである。彼女は NEI（原子力エネルギー協会）の Fertel

会長を例にあげた。事故の直後の何が起きているのかほ

とんど分からない状態で，彼の冷静な振る舞い，情緒や

共感の表現はとても効果的であった，産業界にとって構

築すべき重要な素地であると指摘した。リスク認知と行

動は事実と感情によって決まる。事実をきちんと伝えて

もリスク認知の感情的側面をうまく扱わないコミュニ

ケーションは失敗である。関心が高く信頼が低い（高関

心低信頼）という状態では，事実を伝えるよりも感情を

考慮するほうが大切である。混乱している人々は，感情

に配慮されるまで事実を聞こうともしない。感情に配慮

する一つの方法はボディランゲッジ，聴衆と共感するの

である。

NEI の Kerekes 氏は原子力分野の危機状態ではあら

ゆる類の報道に包括的に備えなければならないと指摘す

る。例えばハリケーンサンディのときには原子力施設の

対応状況は実に良好であったが，メディアは原子力報道

をさかんに行った。中には否定的な報道もあった。ワシ
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ントン DC の反原子力グループの記者が，もしも洪水が

起きたら原子力発電所どうなるかとの推測に基づいて記

事を書いた過熱報道である。これによる影響は大西洋沿

岸部で大きかった。今でも原子力に関する恐怖をあおる

行動が見られる。馬鹿げたことではあるが，現実である。

変えることはできない。このような現実を認める必要が

ある。原子力界は自らに親近感をもってもらわなければ

ならない。技術の神秘性を溶かさなければならない。

デジタル空間を活用することの重要性は，Karekes 氏

も主張する。福島第一事故後の水曜日までに NEI のウェ

ブサイトは880万アクセスと，事故前の100倍となった。

NEI は活発なブログを長年運営してきた。ツイッター

や YouTube も用いている。また Facebook も使い始め

た。NEI は公衆との多様な接点をもつためにこのよう

な方法を今後も活用していく。

南カルフォルニアエディソン（SCE）社の Culverhouse

氏は，アウトリーチ活動の重要性を指摘する。SCE の

プラントは南カルフォルニア，地震域にある。メディア

へのプレス，ブリーフィングなどを事故後に頻繁に行っ

た。また，ロータリークラブ，市民組織，協会などで200

回以上のアウトリーチ活動を行ったとのことである。

危機コミュニケーションについてはマスメディアの役

割が注目されることが多いが，ソーシャルメディア（ブ

ログ，ツイッターなど）の活用，その影響の分析，それ

を効率的に行う体制づくりが求められるであろう。

Ⅲ．まとめ：わが国の安全規制はどこへ

米国 NRC の福島第一事故への対応は，実施すべきこ

との優先度と実施可能性を踏まえた冷静で合理的なもの

であった。原子力エネルギーは基幹エネルギーであり，

安全に利用するという信念のもとであらゆる安全確保方

策を模索していったからこそ，そのような対応が可能で

あったのではないか。対策に伴うリスク低減効果とリス

クの抑制の程度を確認し，諸外国の実践状況を調べ，そ

の他の教訓はないかを継続的に検討する。同時に，タス

クフォース等を組織して規制の枠組の再構築を矢継ぎ早

に検討する。このような議論のプロセスを経ることこそ

が重要である。こうして，対策の効果とリスクの体系的

な分析に基づく規制アプローチとそれを実現するに必要

な規制の枠組が現実のものとなる。当然，この枠組が適

切であるのかを問い続けることが必須である。

ANS の会議名は，“シビアアクシデント評価とマネジ

メント”であった。本文中でも2013年４月に東京にて

PSAM 会議での Apostolakis 氏の講演を引用している。

PSAM は，“確率論的安全評価とマネジメント”である。

２つの会議の名称は，原子力の安全の本質はシビアアク

シデント，リスク評価，リスク管理という言葉に込めら

れてい る と 思 う。東 京 PSAM で Apostolakis 氏 は，

“appropriately balances defense�in�depth and risk

considerations：深層防護とリスクの考慮をうまくバラ

ンスさせる”規制の枠組が必要とした。日本からは，近

藤原子力委員長にもご登壇いただいた。近藤氏は，“a

prudent combination of defense�in�depth and risk

insights：深層防護とリスク的洞察を賢明に組み合わせ

る”ことにより設計基準外事故を防護するロバストな能

力が備わると述べた。共通する指摘は，リスクを評価し，

リスクと不確かさの観点から深層防護を構築するべきと

いうことであると思う。規制の枠組として残留リスクを

明示することは，安全目標と安全規制基準とが不可分で

あるという示唆でもある。

NUREG�2150には，“深層防護の概念は，NRC と事業

者にとって十分に役に立ってきたし，現在でも価値ある

ものである。しかし，一貫性をもって用いられなかった

し，どの程度までの深層防護で十分かというガイダンス

を用意しなかった”とある。続いて，“リスク評価は潜在

的可能性のある暴露シナリオについて貴重なそして現実

的な洞察を与える。その他の技術的分析と相まって，リ

スク評価は適切な深層防護方法を決定するための情報を

もたらす”と記載してある。また，深層防護を以下のよ

うに特性づけている。リスク情報を精査し（risk�

informed），実績を反映した（performance�based）深層

防護による保護（protection）により以下が確かめられ

る：�ハザードの存在，それに続く事故のシナリオ，そ

れらに関する不確かさによって，放射性物質が障壁を超

える事象を防止し，放射性物質を閉じ込め，その影響を

緩和するために用意した障壁，管理（control），人員の

組み合わせが適切であること，�用意した障壁と管理の

いくつかあるいは全てに失敗すること（人間過誤も含む）

によるリスクが，受容できる程度に低く維持されること。

わが国で，合理的に達成しうる最高水準の安全確保を

実現し，それに説明性があるために，原子力安全規制は

日米間での連携と意見交換をもっと深めるべきではない

か。
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Ⅰ．東日本大震災

2011年３月11日午後２時46分，恐ろしい地震と津波

が起きた。２年が過ぎ，復興の兆しはようやく見えてき

たが，東日本大震災の影響は東北地方だけでなく，日本全

体に広がっている。東北地方太平洋沖地震（M 9．0）と名

付けられ，世界の大きな地震の10％は日本の周辺で起き

ているというなかで，明治以来の最大級の地震である。

歴史上，東北日本を襲った津波は，869年貞観 M 8．3，

1257年正嘉 M 7．5，1611年慶長 M 8．1，1677年延宝 M

8．0，1896年明治 M 8．5，1933年昭和 M 8．1などがあり，

貞観地震では仙台市の近郊の当時国府がおかれていた多

賀城にまで津波がきて，溺死者1，000人の記録があると

いわれている。明治三陸地震では21，959人の尊い命を失

い，1933年３月の昭和三陸地震では3，064人の尊い命を

失っている。

明治の震源はこのたびと同じプレート上のより遠くで

起き，昭和の震源はさらに遠い太平洋側の別のプレート

上で起きたといわれ，このたびの地震は規模が大きくさ

らに近くで起きた。

Ⅱ．忘れられていた大津波

「天災は忘れた時分にやってくる」の言葉で有名な寺田

寅彦（1878�1935）は，昭和三陸地震の起きた1933年の５

月に随筆「津浪と人間」を書いている。始めの部分に「（地

震）学者の方では『それはもう十年も二十年も前にとうに

警告を与えてあるのに，それに注意しないからいけない』

という。するとまた，罹災民は『二十年も前のことなど

このせち辛い世の中でとても覚えてはいられない』とい

う。これはどちらの云い分にも道理がある。つまり，こ

れが人間界の『現象』なのである。」と書いている。78年

が過ぎ，防潮堤も作ってきたし，子供達には津波の怖さ

を教育し，避難の指示も出された。それでも，全体とし

て明治の三陸地震以上の被害を起こしてしまった。

最近では2004年12月のスマトラ島沖地震（M 9．3）で非

常に大きな津波が起き，23万人近い死者が出ているか

ら，津波の怖さを知らなかったわけではない。きちんと

対策をしてこなかったのである。津波の恐ろしさは「波

というより100 km にもわたる奥行きで海水面全体が高

くなり数十分以上の間続けて押し寄せてくる」ことにあ

る。防潮堤の高さを越える津波に襲われると，陸地側の

広さは有限だから防潮堤内部も外部と同じ海面高さに

なってしまう。津波に勢いがあると，陸地の幅が狭くな

るところでさらに海水面は高くなるから恐ろしい。

Ⅲ．東日本大震災の被害

明治三陸地震でも昭和三陸地震でも，建築物の被害は

少なかったといわれる。上に述べたが，明治の地震も昭

和の地震も，2011年３月の地震よりさらに遠くで起きて

いたからであろう。日本の建築の耐震性は，建設された

時代，構造設計者，構造の種類などによって異なるが，

2008年５月に起きた四川省�川地震とほぼ同じ午後３時

前の時間帯に，非常に大きな地震動が東北・関東の地域

を襲ったにもかかわらず，構造そのものの倒壊が少な

かったことは，せめてもの救いである。

M 9．0の大地震であったため，揺れの時間が長かった

ことによる恐怖感を感じた人が多い。特に，減衰の小さ

な超高層建築のとまらない大きな揺れは，計算通りでは

あるが，関係した設計者に衝撃を与えている。千葉県の

浦安などで起きた地盤の液状化は大問題であり，エレ

ベータの停止，外壁や天井の被害が非常に多かったこと

も大きな問題であり，工法を改善しなければならない。

これらの被害も揺れの時間が数分以上と長かったことが

大きな原因といわれている。

福島の原子力発電所の事故は深刻である。安全を確保

Design and Engineering of Structures after the Big

Earthquake Disasters：Akira WADA.
（2013年 ３月２４日 受理）

東日本大震災は，この被災地に建築・インフラ・まち・都市を構築してきた土木分野・建築

分野だけでなく，人々の生活を豊かにしようと努力してきた各種の工学分野の研究者や技術者

に大きな衝撃を与えた。自然の猛威は非常に大きく抜けがないから，完璧とはいえない人間の

作るものはこれに耐えられず破壊されることがある。これに対処するためには，学問分野を超

えた総合的な議論と実行が必要であり，最大級の自然の猛威とこれを受ける人工構造物のあら

ゆる挙動を俎上に載せて真剣に議論する必要がある。

解説

大地震から学んだ教訓と人工構造物の設計

東京工業大学 名誉教授 和田 章
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するための鉄則は「止める，冷やす，閉じ込める」といわ

れてきた。非常用の電源さえ動けばこの対応ができたに

もかかわらず，外部電源が失われ，燃料タンクが津波で

破壊され，非常用発電装置が水没したため，現実とは思

えない悲惨な状況になった。これからは，「止め続ける，

冷やし続ける，閉じ込め続ける」を旗頭に原子力発電所

の安全を確保しなければならない。この発電所は1971年

に稼働して，40年間，東京に電気を送り続けた。これか

ら，廃炉に向けての大きな仕事が残っているが，関係者

の努力によって着実に進むことを期待する。

Ⅳ．復興の考え方

住宅・学校・病院・公共施設・事務所・工場などの一

般的な建築に関係する我々がここで考えなければならな

いことは，大きな津波で流されてしまった被災地の復興

である。住むところだけでなく産業の復興が必要であ

る。寺田寅彦の先の随筆に「津浪に懲りて，はじめは高

い処だけに住居を移していても，五年たち，十年たち，

十五年二十年とたつ間には，やはりいつともなく低い処

を求めて人口は移って行くであろう。そうして運命の一

万数千日の終りの日が忍びやかに近づくのである。」と

いい，「これが，二年，三年，あるいは五年に一回はきっ

と十数メートルの高波が襲って来るのであったら，津浪

はもう天変でも地異でもなくなるであろう。」と書いて

いる。このたびの津波の規模は数百年から千年に一度と

いわれている。これに対処できる人々の住み方と生き方

を考えなければならない。当分は良いだろうとしてまち

つくりを続ければ，数百年後に同じ災難に襲われる。

これは，日本人がどこに住み，どこで仕事をすれば良

いかという国土利用の問題であり，津波の恐ろしさだけ

を考えたら低いところには建築を建てないのが正しい判

断である。ただ，衛星写真を見て分かるように，津波の

被害を受けた地域は居住に適した平地であり，被災した

土地にも私有権の問題があるから，実行には大英断が必

要である。

三陸や仙台の入江や湾には山から川が流れている。津

波はここを遡上していくから，単純に海岸線を高い防潮

堤でまもっても意味はない。狭い川なら水門を設け警報

後に締めることもできるが，広い川の場合は川の両岸に

も内陸に向かって高い堤防が必要になる。中程度の防潮

堤でよいとして，町の中に緊急避難のための鉄筋コンク

リート造の避難棟を建てることも行われている。ただ，

少子高齢化の時代であり，階段を急いで上ることのでき

ない人も多いから，簡単ではない。津波に負けない住宅

や学校を丈夫な10階建て以上の鉄筋コンクリート造で作

り，非常用発電でエレベータを動かし，ここに逃げ込む

方法も考えられる。

木造住宅や鉄骨の工場は流されることを覚悟で作るの

か，このような建築は建てないことにするのか，簡単に

結論は出ない。百年に一度，千年に一度のためにコンク

リートの防潮堤を造るだけでは，人々の日々の生活，美

しい景観や素晴らしい自然を台無しにしてしまう。

Ⅴ．日本学術会議の活動の一つ「巨大
災害から生命と国土を護る」

日本学術会議という国の機関があり，この設置目的

は，科学が文化国家の基礎であるという確信の下，行政，

産業及び国民生活に科学を反映，浸透させることにあ

り，1949年１月に内閣総理大臣の所轄の下，政府から独

立して職務を行う「特別の機関」として設立された。60年

以上が過ぎ，仕組は少しずつ変わっており，現在では３つ

の部により成り立ち，このうち第三部は理学工学を担当

している。このなかに土木工学・建築委員会があり，ここ

の問いかけにより，2011年12月から2012年11月まで，

「巨大災害から生命と国土を護る―30学会からの発信―」

（学協会連絡会を含めて30学会）として，日本原子力学会

のご協力も得て，連続シンポジウムが開催されてきた。

2012年５月には30学会・共同声明「国土・防災・減災

政策の見直しに向けて」を発表した。

三十学会・共同声明

国土・防災・減災政策の見直しに向けて

―巨大災害から生命と国土を護るために―

平成24年（2012年）５月10日

東日本大震災以降，中央防災会議，内閣府，国土交通

省，文部科学省等を中心に，政府は大地震・大津波に

対する対策に全力を傾注している。これを受けて，東

日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会は，「巨

大災害から生命と国土を護る―24学会からの発信」連

続シンポジウム（全８回のうち１回から３回）を開催

し，学会の壁を越えて本質的な議論を展開してきた。

これらの議論に基づき学協会連絡会は，大災害から国

民の生命と国土を護ることを期して，政府に，次の方針

を国土・防災・減災政策に盛り込むことを要望する。

１．首都直下，東海・東南海・南海地震等の巨大地震

が，日本の政治・経済・社会の根底を揺るがすこと

のないように，被害を軽減する実効性のある総合的

な防災・減災政策に全力を傾けること。巨大災害の

発災および復旧の非常時においては，国家の責任の

もとで，機動力のある特例的な対応が取れるよう法

制度の整備を含め準備をしておくこと。

２．従来，政府の検討対象から除きがちであった低頻

度で巨大，あるいは甚大な震災について，有効な対

策の有無に関わらず検討対象としてとりあげるこ

と。情報公開により，地震研究と国土・防災・減災
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この活動をまとめた「学術の動向」2013年３月号の特集

号が発行された。この編集後記に編集委員会副委員長の

北里 洋は「私は，海洋の研究者である。その立場から一

言感想を述べさせていただく。本特集に限らず，国土の

防災・減災は，人が住む陸上環境の保全を主に議論して

いる。その結果，日本の海岸線のほとんどはコンクリー

トの防潮堤によって取り囲まれ，陸と海との物質循環が

阻害される。3．11以降，東北地方太平洋側の沿岸の多く

の場所で，コンクリートの防潮堤が壊れ地盤沈下が起

こったところに塩性湿地が生まれ，多くの野生生物が

戻ってきている。また，海と陸との物質循環もよりスムー

ズになり，沿岸の海は豊かさを取り戻しているように見

える。こういった沿岸の自然が戻っている時に，国土を

コンクリートで囲んでしまってよいのだろうか？もちろ

ん，国民の安全を護ることは何より大事である。ただ，

それとともに，豊かな日本の自然をも護る，複合的な視

点を持っていたいと思う。日本学術会議は，人文・社会

科学，生命科学，理学工学分野にまたがる，科学者の集

まりなのである。」と貴重な文章を書かれている。全く

同感であり，そのためにも，防潮堤でまちを護るのでな

く，住宅や学校やまちを津波のこない高台につくるべき

と心底から考える。適切な高台がなく，元の地に住宅地

を復興せざるを得ない場合は，低層の木造住宅を建てる

のではなく，思い切って10階建て以上の鉄筋コンクリー

ト構造のしっかりした建築を建てて欲しい。この方法に

よれば，将来の津波にも耐えることができ，高い防潮堤

の建設や大規模な地盤の嵩上げ工事も不要になる。

Ⅵ．繰り返し日本を襲う大地震・大津波

寺田寅彦は先の随筆の後半に「津浪の恐れのあるのは

三陸海岸だけとは限らない。寛永安政の場合のように，

太平洋沿岸の各地を襲うような大がかりのものが，いつ

かはまた繰り返されるであろう。」と書いている。この

随筆の書かれた11年後には1944年東南海地震が起き，続

けて1945年三河地震，1946年南海地震，1948年福井地

震など，大きな地震が敗戦国日本を襲った。

この後にも，1964年新潟地震，1968年十勝沖地震，1978

年宮城県沖地震，1995年兵庫県南部地震などが起こって

いるが，1950年以降の復興時期の日本には，巨大な地震

の発生が比較的少なかったともいえる。南海トラフを震

源とする大地震の発生が近づいていると言われている

が，これは間違いないことであろう。「天変地異」といっ

てはいられない，日本の大問題，日本人全員の問題であ

る。

政策の連携を促進し，総合的で抜け落ちのない対策

を目指すこと。

３．今後想定されるハザードについて，常に柔軟性を

持たせ，想定を上回る規模のハザードも起こりうる

という前提にたち，国土計画・都市計画・防災減災

計画を検討すること。産学官の英知を結集し，国民

が検討の経過や結果を広く共有するための基盤を整

備し，継続的に維持・更新していくこと。

４．数十年～百数十年に一度の頻度で起きる大災害に

は，構造の強化・施設の整備による防災政策で対処

すること。数百年～千年に一度の頻度で起きる巨大

災害には，人命の犠牲を最小にするべく，避難設備

の整備と避難教育の充実を組み合わせた総合的な減

災政策で対処すること。

５．災害の多い我が国の歴史と東日本大震災の教訓を

もとに，古来の災害履歴を踏まえた，リスク分析を

行うことによって，より安全な場所への居住や産業

の立地誘導を図ること。地域の歴史・風土・自然環

境を踏まえたハザードマップと地域減災計画を立案

し，継続的な教育や準備により日常防災を実現する

こと。

６．人口減少・高齢化，エネルギー問題，国家財政の

厳しさ等を踏まえ，地方と共に中長期的な国土総合

計画を作成し，国民に周知すること。国土総合計画

は，国土計画，都市計画，農山漁村計画，防災・減災

計画等が総合的に検討されるものであり，太平洋軸

と日本海軸の相互バックアップ体制の確保なども含

め，日本列島のグランドデザインの観点をもつこと。

以上，政府への要望を述べてきたが，学術の世界にお

いても，学会がそれぞれ専門分野に分かれて検討する

のではなく，学会の壁を越えて議論し，総合的により

良い方向を見いだす努力が重要である。当学協会連絡

会は，従来の縦割りの弊害を見直し，学会間の連携を

深め，国土・防災・減災政策に関する諸課題に取り組

む決意である。

東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会

環境システム計測制御学会，空気調和・衛生工学

会，こども環境学会，砂防学会，地域安全学会，地理

情報システム学会，地盤工学会，土木学会，日本応用

地質学会，日本火災学会，日本活断層学会，日本機械

学会，日本計画行政学会，日本建築学会，日本原子力

学会，日本コンクリート工学会，日本災害情報学会，

日本自然災害学会，日本集団災害医学会，日本森林学

会，日本地震学会，日本地震工学会，日本地すべり学

会，日本造園学会，日本地域経済学会，日本都市計画

学会，日本水環境学会，農業農村工学会，廃棄物資源

循環学会
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Ⅶ．極めて稀に起こる自然の猛威に
対する減災の考えによる対処

極めて稀ではあるが起こらないとはいえない非常に大

きな自然の猛威があり，これに襲われた場合の被害が極

めて甚大なとき，この災害の危険性はこれら２者の積で

表せるから，絶対値としては大きくならないことがあ

る。ただ，数百年に一度といえども，東日本大震災のよ

うな悲惨な災害は避けねばならず，このような場合への

対処の方法を考えなければならない。これには，次の４

段階で考えると分かりやすい。防災ではなく，減災の考

え方に属するが，この考え方は，災害を極力減らすよう

に努力するが，被災の可能性を正面から考え，これに対

処する方法である。

1．Locations
国土計画，都市計画，道路，建築の用途に応じた設置

位置，安全なところに住宅やまちを作り，工場などの設

置場所を考える。

2．Structures
防波堤，防潮堤，堤防，土木・建築などの構造物を丈

夫に，長持ちするように作る，耐震性・耐風性の確保。

3．Operations
地震学の研究，地震速報，津波予測，警報，避難経路

の整備，避難訓練，敏速な避難，その他のソフト対策。

4．Risk transfer
国内の異なる地区に生産施設を複数配置して生産停止

を避ける，港湾施設・工場・船舶などの被害額を保険に

よって他者に転嫁する。

Ⅷ．文明が進むほど自然災害はその
劇烈の度を増す

寺田寅彦は，先にも引用したが，防災・減災に関わる

多くの貴重な随筆を残している。その一つ「天災と国防」

は関東大震災から11年後の1934年に書かれており，80

年後の今にも通じる記述である。ここに，重要と思う部

分をそのまま引用させていただく。

「しかしここで一つ考えなければならないことで，し

かもいつも忘れられがちな重大な要項がある。それは，

文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈

の度を増すという事実である。

人類がまだ草昧の時代を脱しなかったころ，がんじょ

うな岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば，たいてい

の地震や暴風でも平気であったろうし，これらの天変に

よって破壊さるべきなんらの造営物をも持ち合わせな

かったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るよう

になっても，テントか掘っ立て小屋のようなものであっ

て見れば，地震にはかえって絶対安全であり，またたと

え風に飛ばされてしまっても復旧ははなはだ容易であ

る。とにかくこういう時代には，人間は極端に自然に従

順であって，自然に逆らうような大それた企ては何もし

なかったからよかったのである。

文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようと

する野心を生じた。そうして，重力に逆らい，風圧水力

に抗するようないろいろの造営物を作った。そうして

あっぱれ自然の暴威を封じ込めたつもりになっている

と，どうかした拍子に檻を破った猛獣の大群のように，

自然があばれ出して高楼を倒壊せしめ堤防を崩壊させて

人命を危うくし財産を滅ぼす。その災禍を起こさせたも

との起こりは天然に反抗する人間の細工であると言って

も不当ではないはずである，災害の運動エネルギーとな

るべき位置エネルギーを蓄積させ，いやが上にも災害を

大きくするように努力しているものはたれあろう文明人

そのものなのである。

もう一つ文明の進歩のために生じた対自然関係の著し

い変化がある。それは人間の団体，なかんずくいわゆる

国家あるいは国民と称するものの有機的結合が進化し，

その内部機構の分化が著しく進展して来たために，その

有機系のある一部の損害が系全体に対してはなはだしく

有害な影響を及ぼす可能性が多くなり，時には一小部分

の傷害が全系統に致命的となりうる恐れがあるように

なったということである。

単細胞動物のようなものでは個体を切断しても，各片

が平気で生命を持続することができるし，もう少し高等

なものでも，肢節を切断すれば，その痕跡から代わりが

芽を吹くという事もある。しかし高等動物になると，そ

ういう融通がきかなくなって，針一本でも打ち所次第で

は生命を失うようになる。」

寺田寅彦は80年も前に，地震災害が，人々の命を奪い

構造物を壊すだけでなく，大規模化と集中に向けて進ん

だ社会システム，平常時の効率と便利さを追求した社会

そして経済活動に及び，災害が激化することを予言して

いる。

Ⅸ．構造物の設計と実際の施工に必要
な塑性変形能力

構造物が脆弱であることを表すとき，ガラス細工のよ

うな構造という。ガラスのヤング係数はアルミニウムと

同じで鋼の１�３であり，弾性変形追随性は大きいが，塑

性変形能力はほとんどなく，ガラス表面の傷などの部分

的な欠陥をきっかけに破損してしまうからである。この

ような脆性材料で構成される構造物に塑性理論を応用す

ることはできない。

鋼構造，鉄筋コンクリート構造などの設計および実際

の施工を成り立たせているのは，これらの構造物に適度

な塑性変形能力を持たせるように作っていることにある。

ガラス細工で構造物をつくる場合を想像してみる。例

えば，現場で梁の長さとその両側の柱の内法間隔が合わ

ないとき，柱の弾性変形を利用して無理に梁を接合する
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ことがある。このように，竣工後に設計では考えていな

い応力が作用していることが，至るところで起こる。別

の言葉で言えば，過大かつ不確定な内部釣合い応力が多

くの部材に生じていることになる。強風や地震動を受け

て構造物に生じる応力に，上記の不確定な内部応力が加

算されるため，塑性変形能力のないガラス細工のような

構造物では，一部の部材が早期に破断してしまい，構造

物全体の強さは設計者の意図通りの大きさには達しな

い。非常に危険である。

このような構造物が地震動を受ける場合には各個撃破

現象，ドミノ倒し現象，連鎖破壊，ジッパー・フェイル

現象（衣服のボタンの替わりに用いられるジッパーを開

くときのように，一部の破壊が次々に伝播していく現

象，カスケード・フェイルともいう）が生じやすくなる

といえる。一方，部材，接合部および構造物に塑性変形

能力がある場合，たとえ不確定な内部応力が存在してい

ても，応力は再配分され，外力に対してすべての構造部

材が一致団結して協力して抵抗するので，実際の構造物

の強さは設計者の思い通りの値に達する。この考え方を

支えているのが塑性変形能力のある部材，接合部，骨組

の場合に成り立つ構造物の「塑性理論」である。この考え

方は研究チームの強さから社会システムの強さ，複雑な

人工構造物や人工システムの安全性確保にまで，すべて

に適用できる重要な原理である。

Ⅹ．塑性理論の理解と許容応力度設計
の成り立ち

塑性理論とは，「下界の定理」，「上界の定理」，「解の

唯一性定理」の３定理を示す。これらの原理は，構造部

材，接合部さらに構造物が外力を受けてそれぞれの耐力

に達したあと，塑性変形や塑性回転は増加するが，耐力

劣化が起こらず，それぞれ耐力が維持できるような場

合，つまり靱性のある構造物であれば，いかに複雑で大

規模な構造物についても成り立つ。下界の定理は「もし，

ある任意の荷重係数 λ において，外荷重に釣合い，構

造物中のどの部分でも降伏条件を満足している曲げモー

メント分布が求められれば，その荷重係数 λ は真の崩

壊時の荷重係数 λ p に等しいか小さい」，上界の定理は「も

し，ある想定した崩壊メカニズムにおいて，正の荷重係

数 λ を持つ荷重によりなされた外部仕事が，塑性ヒン

ジでなされる内部仕事に等しい場合，その荷重係数 λ
は真の崩壊時の荷重係数 λ p に等しいか大きい」，解の唯

一性定理は「もし，ある荷重係数 λ において，釣合い，

メカニズム形成および降伏条件の３つの条件を満足する

曲げモーメント分布を求めることができれば，その荷重

係数は真の崩壊時の荷重係数である」として説明され

る。

下界の定理は「構造物を弾性と仮定し，与えられた外

荷重による応力分布を求め，この応力分布に比較して，

材料安全率（１�2，2�３など）を考慮して決めた部材強度が

上回るように構造部材や構造物を設計する弾性許容応力

度設計の体系」を下支えしている。

現代の構造力学の祖，英国の Cambridge 大学の Sir

John Baker 教授（1901�1985）らは，1930年代初期にロン

ドンで工事中の幾つかの鋼骨組建築物を用いて歪み測定

を行った。この研究を継ぐ同大学 Jacques Heyman 名

誉教授（1925�）は Baker の研究を次のように伝えてい

る。「この研究調査により，従来の弾性仮定のもとに計

算された応力値と測定結果の間には驚異的な食い違いが

あることを明らかにした。鉄骨製作や工事の過程の小さ

な違いが構造の実際の応力状態にかなりの影響を与え

る。その上，本質的にこれらの違いを予測することはで

きないこともはっきりした。実験直後には，このように

考えた。しかしながら，水槽をぶら下げて荷重を与える

方法で行った３層の実大骨組の終局状態までの実験か

ら，鉄骨製作や工事による初期の違いは，最終的な崩壊

のふるまいのときには，部材に生じた塑性変形により‘拭

き去られて’しまう。そして，最終的な崩壊荷重は初期

の違いから独立しているように見えた。」

Jacques Heyman は人工物の成り立ちに材料，部材，

骨組の塑性変形能力が必要であることを長年訴えてき

た。“The Science of Structural Engineering”，1999，

Imperial College Press に書かれた分かりやすいお話が

あるので，ここに，引用し和訳する。

建築構造物の設計・施工にあたり，それぞれの国には

最低基準としての設計外力が法律に決められている。た

だ，優秀な設計者は，本当に将来襲ってくる地震・強風

は基準を超えることを覚悟している。そのためにも，構

造部材，接合部，構造物全体には靱性つまり塑性変形能

力を持たせることが必要であり，塑性変形を起こす構造

物の最後の姿を見極めて設計することが非常に重要であ

る。さらに，塑性変形能力に期待したこの理論は，弾性

設計を行おうとする構造物にとっても，その手順を裏打

ちする重要な理論であることを忘れないでほしい。

― 参 考 ―

「三本足のスツールと四本足のスツールの話」

ミルクメイドが三本脚のスツールに座って，牛の乳を

搾っている。ミルクメイドの体重が 600N（ 61Kg）のと

き，各脚は幾らの力に対して設計すべきであろうか。ス

ツールは対称に支持され，メイドはスツールの中心に

座っているとする。答えはもちろん 200Nとなる。

同じミルクメイドが今度は四本脚の正方形のスツール

に座り，スツールの形は対称，荷重は中心に作用してい

るとする。このとき各脚は幾らの力に対して設計すべき

か。四本脚なので 150Nとなるが，これは必ずしも正し

い答えではない。粗野につくられ剛なスツールが小屋の

堅い床に置かれると，三本の脚は接地し，ミルクメイド
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の体重を支えるが，四本目の脚は床から離れるはずであ

る。その隙間がたとえ 1 mm より小さくても，この脚

に生じる力はゼロである。静的な釣合を考えると，対角

にあって接地している二本の脚の中央に荷重が作用して

いるから，浮いている脚の対角にある接地している脚に

も力は作用しないことになる。結果として，ミルクメイ

ドは接地している対角の二本の脚によって支えられ，脚

に働く力は 300Nになる。

スツールの置き方は自由であり，四本のうちどの二本

の脚が始めに接地するかは分からない。すべての脚は

300Nの力を伝えるとして設計しなければならない。四

本脚のスツールは静定構造（ Statically determinate

structures）を 超 え た 冗 長 な 不 静 定 構 造（ Statically

indeterminate structures）である。釣合式は３つしか

ないから，釣合式だけで各脚に生じる力を求められるの

は，静定構造の三本脚のスツールだけである。ナビィエ

は四本脚の問題を解く方法，つまり弾性論を示した。こ

の問題を解くためには，脚の軸剛性はもちろん，座る部

分の板の曲げ剛性などの弾性に関する情報が必要にな

る。問題は非常に複雑になる。しかし，この難しい方程

式は電子計算機を用いれば，簡単に解くことができる。

結果として四本の各脚にかかる力はどれも 150Nとなる

はずである。もちろん，構造技術者が用いる弾性解析の

プログラムでは，床は平らで，四本の脚の長さは同じと

いう仮定条件が使われる。弾性解析を行うために，この

ように単純な仮定を設けることになる。平らでない床に

粗野に作られたスツールを置くとし，さらにその置き方

は自由とすると，ナビィエの弾性論に基づいた方法では

脚に働く本当の力を求められないことが分かる。

ここで，スツールの設計に弾性設計法を用いるとし，

各脚に作用する軸力は 150Nとしてスツールが製作され

るとする。許容応力度設計を進めるためには，適当な荷

重係数が必要になり，これを３とすると，各脚はここで

計算された力の３倍の強さをもつようにつくられる。脚

は軸方向に変形能力を持っているとする。各脚の強さが

450Nで作られたスツールの中心に徐々に荷重を作用

し，その変化の様子を調べる。上に述べてきたように，

始めのうちは，二本の脚が荷重を伝達する。荷重が 900

Nに達したとき，これらの脚は縮み始め，残りの二本の

脚が効いてくる。そして，各脚に 450Nの力が作用した

とき，荷重は 1，800Nに達する。

弾性解析結果では各脚に 150Nの力が作用するとされ

ているにもかかわらず，実験によると，全荷重が 600 N

のとき，二本の脚の力はゼロで，残りの二本の力は 300

Nであるとなる。それにもかかわらず，荷重係数３に相

当する 1，800Nの荷重に達したときには，各脚の力は均

等化される。塑性，変形能力が弾性計算の持つ欠点を助

けてくれることが分かる。

構造物に塑性変形能力があるときのみ，弾性設計の持

つ問題点は解決される。構造要素のなかに不安定または

急激に強度を失う性質があることを脆性というが，もし

始めに力を受け持っていた脚が安定して縮む代わりに，

座屈して急激に耐力低下を起こすとスツール全体は壊れ

てしまう。設計法の基本として弾性解析が使われ，各脚

が荷重係数３として，３×150Nの強さでちょうど設計

されているとすると，設計者は荷重係数３を信じている

から， 1，800Nの大男が載ることもできると考える。し

かし，実際には，荷重が 900Nのとき，スツールの対角

にある二本の脚が 450Nに達し，これらの脚は座屈して

しまう。このときの荷重係数は 900�600または 1．5と

なり，これは非常に危険で小さく，スツールは 92 Kg

の男が載ると壊れてしまうことになる。

構造物の設計において重要なことは，構造部材が予想

外の力を受けたとき，それまで負担していた力を保持し

たまま塑性変形できる能力，靱性をそれぞれの部材や骨

組に持たせることである。鋼材の脆性的な引張破断，急

激に耐力低下を起こす座屈現象，コンクリートのせん断

破壊，圧壊などが起きないように設計すべきである。一

方，鋼構造の梁のフランジ，超高層ビルの柱，航空機の

翼に使われるストリンガーなど，部材に靱性を持たせる

ことが難しい場合は，その構造部材にとって最も厳しい

荷重状態，応力状態を考えることが必要である。上に述

べた例でいえば，四本脚のスツールの各脚には，全荷重

の半分の力が作用することを考えるように。部材断面を

この状態に対し十分に強く設計すれば，部材の座屈，柱

のせん断破壊など，危険な壊れ方の可能性は無くなる。
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1．調査方法
調査の方法の概要は，以下の通りである。

・調査方法：留め置き法

・調査対象：全国の15歳から79歳の男女個人

・サンプリング方法：住宅地図データベースから世帯

を抽出し，個人を割り当て

・サンプル数：1，200人

・実施期間：至近のケースでは2012年10月31日～11

月12日

2．調査結果（原子力に対する態度）
� 放射線利用の必要性

「必要」と「どちらかといえば必要」をあわせて77％であ

り，前回（2011．11）に比べて，統計的に有意でないがわ

ずかに増加している。（第 1図）

� 原子力発電の必要性

「必要」と「どちらかといえば必要」をあわせて36％であ

り，前回（2011．11）に比べてほぼ横ばいであるが，特徴

的なことは，反対（消極＋積極）が約８％減少し，これが

中立に移行していることである。

また，年代別にみると，原子力利用に対する賛成（消

極的賛成も含む）が40代と60代における落ち込みが大き

くなっている。（第 2，3図）

� 核燃料サイクルの必要性

「必要」と「どちらかといえば必要」をあわせて23％であ

り，前回（2011．11）からほぼ横ばいである。（第 4図）

� プルサーマルの必要性

「必要」と「どちらかといえば必要」をあわせて20．6％で

あり，前回（2011．11）と比べてほぼ横ばいである。（第 5

図）

Public Opinion Survey Result in FY 2012 ; Decrease in

Opposition to Nuclear Power : Mitsuhiro YOKOTE.
（2013年 ３月２６日 受理）

平成24年度原子力に関する世論調査の結果
原子力利用に対する反対が減少し中立へ移行

日本原子力文化振興財団 横手 光洋

（財）日本原子力文化振興財団では2007年１月から2012年11月にわたって計６回世論調査を続けてきたの

で，その概要について報告する。なお，数値データについては財団のホームページから参照可能である。

（http : //www.jaero.or.jp/data/01jigyou/tyousakenkyu.html）

第 1図 放射線利用の必要性

第 2図 原子力発電の必要性

第 3図 年代別原子力利用に賛成（消極も含む）

第 4図 核燃料サイクルの必要性
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� 今後の日本が利用すべきと思うエネルギー（複数

回答可）

震災前（2010．9）に比べて，原子力は大幅に低下し，他

は大なり小なり増加しているが，特に LNG，地熱，水

力の増加が大きい。（第 6図）

3．調査結果（個別の分析）
� 社会的価値観（複数回答可）

震災前（2010．9）に比べると，いずれも増加している

が，「夏はクールビズ」と「リスクはゼロにできない」が大

きめの増加になっている。（第 7図）

� 関心分野（複数回答可）

関心分野は，地球温暖化，太陽光発電の開発状況，日

本のエネルギー事情，放射線の人体影響の順であるが，

震災前（2010．9）に比べて，地球温暖化に関する関心が大

きく下がっている。「日本のエネルギー事情」についての

関心は少しであるがあがっている。（第 8図）

� 情報源（複数回答）

・原子力やエネルギーの情報源として，テレビ，新聞，

インターネットの順であり，順位は震災前（2010．9）

と変わっていないが，テレビ，インターネットが大

きく増加している。

・ 理解に役立つ情報源

インターネットは50代から70代で有意に低く，新聞で

は50代から70代で有意に高く，ラジオ，雑誌は50代から

70代で有意に高い（第 9，10図）

� 参加したいイベント（複数回答可）

施設見学会，勉強会，実験教室の順であるが，震災前

（2010．9）に比べて，勉強会は増加し，施設見学会が大き

く減少したが少しもどってきている。（第11図）

� 専門家に対する信頼度

専門家や国・自治体に対する信頼度は前回（2011．11）

から若干下がり気味であるが大きな変化は見られず，低

第 5図 プルサーマルの必要性

第 6図 今後，日本が活用していくべきと思うエネルギー

第 7図 科学技術，環境などに対する考え方

第 8図 原子力，放射線，エネルギー分野への関心

第 9図 原子力やエネルギーの情報源

第10図 年代別理解に役立つ情報源

第11図 参加してみたいイベント
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位安定傾向にある。（第12，13図）

� リスク認知（複数回答可）

放射線に関するリスク認知は震災前（2010．9）と比べる

と，

・食物からの放射線のリスク認知が大幅に増加

・逆に医療で受ける放射線のリスク認知が大幅に減少

している。（第14図）

4．福島事故関係の質問に対する回答
前回（2011．11）から，福島事故関連の質問を追加した

ので，紹介する。

� 福島関係の情報取得の積極性

昨年度に比べて，本年度は19ポイント近く積極的に情

報を取得しようとする人の割合が減少している。（第15図）

� 福島事故に起因して心配していること

一番心配していることは，放射線の影響についてでは

あるが，前回（2011．11）と比較すると

・被災者の生活，居住地域の安全性，電気代の値上げ

への心配が増加し，

・事故の収束，電力不足，日本経済への影響等への心

配が減少している，

という結果が出ている。（第16図）

5．おわりに
今回の調査結果の震災前（2010．9）や前回（2011．11）と

の比較での特記事項として，下記の項目が挙げられる。

・「原子力発電の必要性」に賛成する人の割合は横ばい

であるが，反対する人の割合は減少している。

・「社会的価値観」では，「夏はクールビズ」と「リスク

はゼロにできない」が少し増加している。

・「原子力，放射線，エネルギー」への関心では，震災

前（2010．9）に比べて，地球温暖化に関する関心が大

きく下がっている。「日本のエネルギー事情」につい

ての関心は少しであるが増加している。

・「参加したいイベント」では震災前（2010．9）に比べ

て，勉強会が増加し，施設見学会が大きく減少した

が少しもどってきている。

・放射線に関するリスク認知では震災前（2010．9）と比

べると，食物からの放射線のリスク認知が大幅に増

加し，医療で受ける放射線のリスク認知が大幅に減

少している。

・「福島事故関連情報取得の積極性」では，積極的に情

報を得ようとしている人の割合が減少し，「福島事

故関連」で心配していることとして，被災者の生活，

電力不足，電気代の値上げをあげている人が増加し

ている。

なお，本調査は，電力中央研究所の委託により日本原

子力文化振興財団が実施したものである。

第12図 原子力に携わる専門家に対する信頼

第13図 国や自治体に対する信頼

第14図 放射線に対し不安に思う事柄

第15図 福島関係の情報取得に関する積極性

第16図 福島事故関連で心配していること
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初日と二日目の午前は５人の規制委員のプレーナリー

スピーチならびに，NRC，NEI，運転事業者によるパネ

ルを設けていた。初日と二日の午後と三日目の午前は技

術セッションで，モデレーターのほかに技術リードを

NRC が用意し，５から６人のパネリストは NRC，DOE，

NEI，事業者，いわゆるメーカーから，国際的なセッショ

ンでは各国の関係者や国際機関，IAEA や NEA からの

方々で，大学関係者はほとんど一人も見かけない。被規

制活動たる産業と規制者の対話という性格からすれば当

然であるが，我が国のように何かと学者が引っ張り出さ

れる傾向とは大きく異なる。ホールの外のホワイエに

は，NRC の各事業紹介のポスターが並んでいて，説明

者が対応し，関係資料が積まれている。

被規制者と横並びでの公平，公開，透明性を確保し，

かつ適正な安全を向上していくという姿勢が如実であ

り，翻って我が国の状況とは比べものにならないが，良

いお手本があるということでもあるように思う。

コミッショナーのスピーチ（ 3月12日と13日の午前中）
前任の委員長ヤツコは，他の４人の委員や事務局から

も総好かんを食らい，昨年辞任していて，７月に地質学

者であるアン・マクファーレン女史がオバマ大統領から

任命され，続いて上院でも承認されていた。新委員長で

あるマクファーレンは経歴も准教授であったが，放射性

廃棄物問題の見直しということでオバマ大統領の肝いり

で設置されたブルーリボン委員会（BRC）の委員に地質

の専門家として任命されていたという経緯があった。５

人の委員は政治的任命によるが常に２党対立ということ

ではなく，それぞれの信念に基づく言動であるが，前任

のヤツコ氏は高レベル廃棄物の地層処分プロジェクトで

あった「ヤッカ・マウンテン」をつぶすために民主党長老

のリード上院議員により送り込まれた刺客とみなされて

いた。その後任かつ地質学者ということ，加えて，もと

もと委員長の任に値するのか疑われていたが，どちらか

というとその発言は安全運転をうかがわせるものであっ

た。なお彼女の任期は前任者の残りということで今年の

６月いっぱいである。

しかし開口一番が，予測不能性で福島を意識してとの

こととは思われるが，地層処分に対する彼女の姿勢を示

しているかもしれない。現在の廃炉についての NRC 規

則について，60年内という期間は長すぎるとして再検討

をとしている。「廃棄物への確信」，信頼を発展させる明

快な言語による公衆との向き合い，地質学のパラダイム

チェンジ，福島関係では自然災害の最新情報による再評

価などに言及した。

もう一人の女性委員のスビニスキはにこりともしない

小柄な女性で，安全保障関係のバックグラウンドではあ

るが，ジョークの連発から始めたスピーチであった。た

だし，舟橋洋一氏の「メルトダウン―カウントダウン」の

英訳が出たのか彼のインタビューについて言及し，人と

リーダーシップの重要性を指摘した。

確率論的安全評価の大家である MIT 教授のアポスト

ラキスの話は聞いていないが，福島は決して低頻度事象

ではなかったと言ったようである。確かに千年に一度ぐ

らいだと10のマイナス３乗で，まあ低頻度，例えばマイ

ナス６乗とかと比べるとはるかに大きいのは確かであ

る。

元エネルギー省で，NERI，第４世代など米国原子力

開発再興に功のあったマグウッドは，昨年の RIC はわ

ざわざ福島事故を避けての企画であったがとして，国会

事故調の黒川レポートについて言及，さらに本人とも面
Report on RIC 2013 : Kazuaki MATSUI.
（2013年 ４月１５日 受理）

RIC 2013（Regulatory Information Conference；規制
情報会議）に出席して

エネルギー総合工学研究所 松井 一秋

25周年記念となった2013年の RIC への参加者国数は新たにデンマークを加えて33か国，登録者数で3，200名

強と巨大なもので，米国財政問題による連邦予算削減の中にもかかわらず，米国原子力規制庁（NRC）の力の

入れどころが分かる。ワシントン DC の北側のベセスダにある NRC の本部の目と鼻の先にあるホテルとそれ

に付随する会議場で３月の12日から14日までの三日間の開催であった。
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談して痛く感銘したようである。しかし彼の黒川レポー

トの取り上げ方は，日本，日本人ということに限らず，

ひろく原子力関係者全員に対して，個人としても組織と

しても己はなんなのか，正しいことを，なすべきことを

行っているのか自分に問いかけろというものである。

（Ask what you are）過去の成功，経験に過信してはなら

ない，これは黒川氏の日本社会，日本人への痛烈な指弾

に対してのマグウッドの翻訳，反応と見るべきであろ

う。

オステンドルフ氏は適正な防護はゼロリスクを意味し

ない，コストと便益のバランスが求められるとした。ま

た政府事故調報告と NRC タスクフォースの報告

（NTTF）の勧告の違いの分析についても言及した。

二日目のプレナリーパネル（NRC，運転事業者，NEI）

でのピエトランジェロ氏（NEI）は，日本から帰ったばか

りとして，日本の事業者は規制側との会議に関して不平

ばかり言ってないで，建設的な意見をテーブルに上げる

べきであると発言した。

更田委員のプレゼン（ 3月13日午前12時より12時45分）
二日目の昼食時に新規制委員の更田氏の，いわゆる新

安全基準骨子案の紹介があったが，その開催の噂はあっ

たものの，前日までアナウンスはなく，東京から持って

きたと思われるチラシが二日目に突然積まれていた。規

制庁の山形氏の司会で始まったプレゼンは使ったスライ

ドはほぼ内容としては日本語版と同じようではあった

が，「性能要求」を大幅に取り入れた格好で，例えばフィ

ルタ・ベントにしてもマストではないと発言している。

火災についての質問で，米国では除外規定があるが今回

の案ではどうなっていると聞かれて，３月末の会合から

議論を始めることになっていると更田氏は答えた。本件

については，米国では多くのプラントが除外の対象と

なっていること，火災 PRA により他のリスク低減策の

採用が認められているとのことである。

更田委員の発言は，パブコメやシンポなどの反応を見

て，微妙に方向を調整しているのではないかとうかがわ

せるものであった。会場雰囲気全般としては，無音の日

本人参加者が多く，重苦しい雰囲気ではあったが誠実な

受け答えもあり，良好な雰囲気での幕引きとなったと思

われる。立ち見の聴衆も多く，質問者はすべて非日本人

であった。

骨子案についてのパブリックコメントは4，000件以上

寄せられているが，取りまとめと分析中で論評は避けた

い。停止中の原発の再開について，新基準に基づかない

PRA が要求されるが，日本にはまだリスク情報の活用

の経験に乏しいとした。

しかしこちらの関係者によると，日本の新安全基準の

米国への跳ね返りを懸念し，日本の厳しい規制について

の説明責任を果たすべきで，スライドで説明されてもね

という声もあると聞いた。マーク１，２型の BWR は米

国に31基もあるようで，フィルタ・ベントなどで日本側

で厳しい要求となるとその影響がありうるので心配とい

うことのようである。なお本件は翌週の NRC 委員会で

投票となり，フィルタ・ベントの採用という事務局提案

は３対２で否決され，一種の棚上げとなった。ベント強

化の指示はすでに昨年施行されている。マクファーレン

委員長は賛成，マグウッドは棚上げ案ということであっ

た。

安全文化についての NRC政策声明（TH�36）
INPO と共同して，安全文化の定義から始め，安全文

化と運転事象には明確な結び付きがあるとして，事業者

や規制者の「共通言語」イニシアティブを立ち上げ，何回

かのワークショップを経て，９つの特色と意思決定とし

てまとめている。国会事故調なども参考にしていて，そ

のまともな取り上げ方には驚いた。事業者代表としてで

あろう NFS（燃料加工）の担当は，安全文化の膾炙にあ

たっては，現場の環境や歴史が優先することにはなると

していた。

おわりに
何もかも NRC を見習ってなどというのは子供じみて

いるのだが，今回の事故を受けて，しがらみを一掃して

の出直しをとする意気込みもあるとは思うものの，彼我

の違いには愕然とせざるを得ない。その米国にしても，

産業界（タワーズ・ペリン報告，1994年）や議会の突き上

げだけでなく，自助努力による改革の積み上げにより，

今日の，我々から見ると羨ましい体制が出来上がってい

るわけで，まさにローマは一日にして成らずではないか

と感ずるところである。

我が国の規制は事業者のとりことなっていたというの

が，国会事故調の黒川レポートの糾弾で，異論のあると

ころだが，関係者間の議論が社会的にも納得のいくもの

となるような，まさにすべての関係者の努力が今求めら

れているはずである。産業界を中心とした技術的な見地

や専門性を取り込むための，規制当局と産業界とのコ

ミュニケーションの重要性は変わらない。

なお，本会議の資料などは，下記サイトから入手できる。

https : //ric.nrc-gateway.gov/agenda.aspx

著 者 紹 介

松井一秋（まつい・かずあき）
エネルギー総合工学研究所

（専門分野�関心分野）エネルギー分析・研
究開発，原子力エネルギー利用など
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IAEA の主催，フランス原子力・代替エネルギー庁

（CEA）とフランス原子力学会の実施による高速炉シス

テムに関する国際会議（FR13）が，福島第一原子力発電

所の事故後，原子力の安全性と必要性が議論される中，

2013年３月４～７日の４日間にわたりパリで開かれた。

本会議は，2009年12月に京都で開かれた FR09に続くも

ので，会議の参加者は，前回の FR09からさらに増えて

26か国４国際機関から650名にも上った。日本からは約60

人が参加した。会議では，基調講演９件，招待講演57件

を含む約220件の口頭発表と約155件のポスター発表があ

り，発表論文は375件に達した。

オープニングセッションでは，CEA のベア大会議長

からの「福島第一の事故があった中でも，炭酸ガス放出

の削減などの観点からフランスでは高速炉の開発を止め

ることはなく，安全性に重点を置き開発を進めている」

との開会挨拶の後，フランス環境・持続可能開発・エネ

ルギー省のミシェル総局長が，高速炉サイクル開発の歴

史と現状を紹介し FR13の重要性を説いた。この後，主

催者を代表して IAEA の天野事務局長（ビデオメッセー

ジ），第４世代原子力システムに関する国際フォーラム

（GIF）を代表して佐賀山前議長などから，それぞれ高速

炉サイクル開発の重要性と FR13への期待が表明され

た。

プレナリーセッションでは，日本の近藤原子力委員長

の報告を含め６か国２国際機関から基調講演が行われ，

最新の高速炉サイクルの開発状況が紹介された。ナトリ

ウム冷却高速炉（SFR）について，中国では実験炉の建設

を終え実証炉 CFR�600の設計を開始しており，2025年

頃には運転を開始する予定である。フランスは600MWe

の技術実証炉 ASTRID（マルクールに建設予定，技術上

および設計上の技術革新の実証を目指すとともにアクチ

ノイドの燃焼を段階的に実証する炉）による安全性の実

証を計画しており，2016年頃より詳細設計に入り，運開

は2025年の予定である。インドでは原型炉 PFBR（500

MWe）が2014年には臨界に達する見通しであり，商用炉

として CFBR（２×500MWe）を計画中である。ロシアは

BN�800が2014年の運開を目指しており，鉛ビスマス冷

却高速炉 SVBR�100が2017年に，鉛冷却高速炉 BREST

�300が2020年に運開を目指している。米国では原子力の

研究開発プログラムのためのロードマップがまとめられ

ており，具体的な R&D として小型モジュー ル 炉

（SMR），新材料，先進的なエネルギー転換システムな

どが挙げられている。

テクニカルセッションでは，高速炉設計，安全性，材

料，燃料サイクル，シナリオと経済性，運転と廃炉など

10個の分野に分けて発表が行われ，活発な議論が交わさ

れた。FR13は核エネルギーの有効利用と廃棄物の最適

化を目的に安全性と持続性に焦点を当てた会議であり，

安全性では，第４世代炉に向けた安全要件の国際標準化

を図った安全設計クライテリア（SDC）が大きなトピック

スとなった。SFR の技術開発の最近の傾向として，受

動的な安全特性（自然循環など）および炉心溶融時のコア

キャッチャなどのシビアアクシデント対策が着目され，

炉心・燃料開発の分野では，溶融燃料の早期排出やボイ

ド反応度抑制が着目されている。また，近年の SFR プ

ロジェクトの中では，「もんじゅ」と「常陽」の再起動への

期待感が示された。

SDC に関するパネルディスカッションでは，GIF の

アクティビティとして，SFR の SDC が IAEA の安全基

準の階層構造を参考に作成され，特にナトリウムや高速

炉に特有な内容の充実化が図られたことが紹介された。

また，第３世代炉に比べ安全性が高まっていることをよ

り明確に示すべきという観点が示された。今後に向けて

は，SDC の構築や国際標準化だけでなく，第４世代炉

において安全性をいかに実効的に高められるか，またそ

の実証性が重要とのメッセージが発せられた。一方，先

進的核燃料サイクルの持続可能性に関するパネルディス

カッションでは，国によって燃料サイクル全体や部分的

な開発が行われている点が報告され，世界的な協力の重

要性が表明された。福島第一の事故を受けて，公衆の理

解を得るためには，資源の再利用と放射性廃棄物の管理

が重要な視点であるとの指摘がなされた。

ヤングジェネレーションイベントでは，いかに一般大

衆と対話するかについて議論が行われ，FR 会議が世界

規模のコミュニティーとして重要な役割を今後も果たす

こと，教育が重要な役割を持つことが結論としてまとめ

られた。

最後に，FR13は世界の高速炉技術を高める上で重要

なフレームワークであったことが確認され，会議に多く

の参加者があったことは，高速炉開発の拡大を反映して

おり，若い研究者の存在が未来につなぐ上で重要である

ことが FR13事務局より表明された。次回の会議（FR17）

は2017年，ロシアで開催される予定である。

（日本原子力研究開発機構・小野 清，

2013年４月１日記）

安全性と持続可能性を備えた高速炉サイクル
の実用化を目指して

International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles
―Safe Technologies and Sustainable Scenarios（FR13）

2013年 3月 4～ 7日（パリ，フランス）―

会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告
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Henri Bailly，Denise Mesessier［監修］，Claude Prunier

著，今野廣一［訳］，751 p．（日本語版2012．11．23），丸善

プラネット，（定価：本体6，000円＋税）

ISBN 978�４�86345�145�2

本の題目通り，フランス原子力庁（CEA）が傘下の専門家

を中心に編集した実用的な専門家向きの教科書である。もと

もと1996年にフランス語で作成された原本が，フランス語か

ら英訳され，その日本語訳として昨年11月に刊行されたもの。

本書は，加圧水型炉（PWR），高速中性子炉（FR）の炉型別

に編集したものでなく，燃料としての機能で解説しているこ

とが特徴的である。序は，「FR 燃料はゼロから開発が始め

られたが，PWR 燃料は WESTINGHOUSE 社によって確立

された初期の知見に基づいて開発された。」という説明から

始まり，結言では「FR の混合酸化物燃料の製造と照射の実

績から蓄えられた知識の積み上げで，PWR でのプルトニウ

ムのリサイクルは急速に実用化することができた。さらに，

運転パラメータの変更なしにプルトニウム含有率を上昇させ

うるのは，これらの燃料には柔軟性と適合性があることを示

している。」とまとめている。

構成は，第Ⅰ部から第Ⅷ部まで48章（634ページ）からなり，

かつての百科事典形式と言える。多くの文献が各部ごと独立

に記載されていることもこの本の特徴で使いやすい。

基本構成（それぞれの部は５～７章）

は，第Ⅰ部 燃料および燃料研究，第

Ⅱ部 燃料製造，第Ⅲ部 燃料物質の炉

内でのふるまい，第Ⅳ部 被覆管およ

び構造材料，第Ⅴ部 加圧水型原子炉

用燃料集合体，第Ⅵ部 高速原子炉用

燃料集合体，第Ⅶ部 吸収体要素，第

Ⅷ部 使用済燃料管理，第Ⅸ部 付録の

１：燃料要素計算の基礎，第Ⅹ部 付

録の２：燃料棒と燃料ピンの照射後試験，第�部 付録の３：

核分裂ガス放出モデルの方程式である。核燃料工学で重要な

燃料被覆管と構造材料，炉型と燃料集合体について多くの

ページを割いており燃料工学を知る上で有用な図書である。

多くの専門家（主に CEA 所属）による分担執筆であり，そ

の背後には多くの経験・実績がつまっている。この図書は，

核燃料とその関連分野の設計・開発・研究者が必要部分を選

択的に読むことを想定して作られている。読み手の関心によ

り毎回読み取るものが変わると予想される。炉心設計・安全

解析分野の専門家にとっても，燃料との係わりを把握するた

めにとっつきやすく有用といえる。多くの図表，写真があり，

関係者にはよい教科書として使える。全体として日本語訳は

「かたい」がこれは訳者の方針であろう。「訳註，あとがき・

参考文献」からは，訳者の原子力利用・開発への情熱が感じ

られ，この部分は読者にとってはボーナスと言えよう。

（東芝原子力エンジニアリング㈱・川島正俊）

関本 博，222 p．（2013．3），サイエンスアイ新書 SIS�274

（定価1，100円＋税） ISBN 978�4�7973-4945�0

福島第一原子力発電所事故が起き，世論は大きく脱原発と

なり，原子力政策は大きく動く可能性があり，多くの国民が

原子力をより深く理解する必要がでてきた。

いままでの大きな事故と同様に，今回も人間の誤りが指摘

されるであろう。これを素直に反省し，改善することにより

安全性は格段に高められる。また，人間の誤りや故障に影響

されないような原子炉も提案されている。

いま日本で，脱原発を実行したとしても，原子力の圧倒的

な能力を考えると，国産エネルギー資

源が乏しい日本では，かならず原子力

を利用すると思われる。

原子力は，安全以外にも廃棄物処理

や核拡散・核ジャックといった問題を

抱えており，将来どのように利用して

いくかは重要な問題である。

本書は以上のような事柄について62

の疑問に答える形式でわかりやすく説

明している。ただしそのためには，ある程度の科学的な説明

をする必要があり，原子力発電の原理については基礎から丁

寧に説明なされている。

（元日本原子力研究所・関 泰）

新刊紹介 フランス原子力庁 加圧水型炉，
高速中性子炉の核燃料工学

理工系のための原子力の
疑問62
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東日本大震災・福島第一原発事故発生から３カ月後の

2011年６月に，東京本社の科学医療部長（当時の呼称は

科学医療エディター）を退き，経営企画室に移った。編

集部門を離れるのは，1984年の入社以来初めてのこと

だった。地震前に内示されていた異動を１カ月余遅らせ

てもらったものの，「このタイミングで紙面づくりの最

前線を離れることになるとは」と天を仰ぐ思いだった。

１年７カ月余で現職の論説委員へ異動することになっ

たときに，このアトモス時評のお話をいただいた。各種

事故調査委員会の活動など，編集部門を離れていた間に

起きた様々な動きに関しては，一般読者と同程度の情報

にしか触れてこなかった。この間の出来事等に関連して

はトンチンカンな論評をする恐れ，なきにしもあらず

だ。現在キャッチアップを急いでいるのでご海容いただ

ければ幸いである。

本論に入ろう。昨年の11月号から今年の２月号まで，４

冊のアトモスを通読した。最も優れた論考と感じたのは

11月号の北村正晴氏による「原子力安全論理の再構築と

レジリエンスベースの安全学」であった。１月号のアト

モス時評で日本経済新聞の滝順一氏も取り上げている。

今後，原子力安全について考え，発言するすべての関係

者に一読を勧めたい。

北村氏の論考から重要記述をいくつか抜き出す。

�「元々は知られていた７層の安全論理が，現実には３

層だけの論理に縮退し劣化していたのはなぜか？」と

いう形で問われなければならない。

�今後は「知りつつ沈黙している」事態を回避するための

別な対策が必要である。

�これまでに経験されてきた「想定外」事象は実際には

「想定除外」扱いを受けた事象である。

北村氏はこうした問題意識に基づいて，原発の安全性

向上には「システムも環境も変化するし脅威はいつでも

襲ってくる可能性があるという基本認識に立って安全を

考える」レジリエンスエンジニアリングが有効と説いて

いる。

論考を読んで，以前から原発取材のたびに感じていた

隔靴掻痒感の正体がわかった。こちらが社会環境やリス

ク認識の変化に基づいて尋ねても，事業者側は「原発は

成熟した技術であり，今さら改良したり対策を講じたり

する必要はない」という地点から一歩も歩み寄らないの

である。議論のかみ合う道理がない。

外部環境もリスク認識も大きく変わっているのに，即

応を怠ってきたのが日本の原発ではなかったか。「今後

の安全論理においては『変化』への対処が本質的に重点で

ある」との北村氏の主張に賛同するものである。

例えば，1950年代の原発黎明期からしばらくは，核拡

散も原発への攻撃も国家を対象に考えればよかった。今

はテロリスト集団への警戒を怠れない。「東日本大震災

におけるエネルギーインフラの被害調査と問題分析」（小

泉安郎氏ほか，アトモス12月号）によると，米国原子力

規制委員会は2001年の9．11同時多発テロの後，テロによ

る全電源喪失の危険性を指摘し，いかなる状況下でも炉

心冷却維持ができるよう事業者に対応を求め，日本にも

伝達していたという。しかし，日本はこうした情報を生

かさなかった。

地震や活断層に対するリスク認識も随分変わってき

た。地球の表面はマントル対流によって動く何枚かの岩

板（プレート）で覆われているというプレートテクトニク

スは今でこそ常識だが，地球科学で定着したのは60年代

後半以降のことだ。断層はかつて上下にずれるものと思

いこまれていたし，東日本大震災以前に日本周辺でマグ

ニチュード９クラスの巨大地震が起きうると考えていた

地震学者は多くはなかった。

外部環境やリスク認識は変化するのが当然だ。では，

今の原発は本質的に，現在の外部環境や厳しくなったリ

スク認識に対応できる成熟した技術なのだろうか。ここ

に使用済み核燃料の処分問題も加えられるだろう。

これらの問題を真正面からとらえ，米国は10年以上前

に「第４世代原子炉」を提唱した。核拡散抵抗性やより高

い安全性，廃棄物の減量などを目指している。国際的な

大牟田 透（おおむた・とおる）

朝日新聞社 論説委員
京都大学理学部（原子核物理学），文学部（社
会学）卒。地方支局，東京本社科学部，福
岡報道センター，アメリカ総局（ワシント
ン）などを経て，2013年２月から現職。福
島第一原発事故時は東京の科学医療部長
だった。

アトモス時評
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枠組みには日本も加わっているが，これまでは事業者が

全くといっていいほど関心を示さず，お付き合いの域を

出なかった。今回読んだ４冊のアトモスにも問題意識は

希薄だった。

福島第一原発事故を受けて，社会が原子力関連技術者

に期待しているのは，一部の論考に見られた「同様の事

態を二度と起こさせないように対応することは技術的に

不可能なことではなく，技術の敗北ではない」といった

強弁ではない。

北村氏が指摘している通り，海外でも国内でも外部環

境やリスク認識の変化に伴って安全上の課題が指摘され

ており，対応する技術もあったというのならば，なぜ手

が打たれなかったのかを明らかにすることだ。その上

で，精神論的な反省に終わらせるのではなく，安全上の

指摘や教訓にきちんと即応するために必要な仕組みを

作ってみせなければ信頼は回復できない。

事故直後，疑問に思ったのは「フクシマの教訓を生か

し，大地震に直撃されてもテロリストに襲われても原理

的に安全に止まり，放射性物質も漏らしにくい新しい原

発を開発してみせる」といった声がいっこうに聞こえて

こないことだった。第４世代原子炉が軽視されてきたこ

ととも一脈通じる。

電気事業者が既存原発の停止で身動きがとれない状況

では現実味に欠けるということかも知れないが，思い

切った飛躍を図る発想があっていい。

その点で，アトモス１月号掲載の若手座談会「どうし

たら若い人たちに原子力の魅力を伝えられるか」には，

その萌芽が感じられ，好ましかった。「より安全な，パッ

シブセーフティーを推し進めたい」「事故後，産業界は何

にチャレンジしていくかということのアピールが少な

い」「軽水炉にしてもまだまだ研究してチャレンジしなけ

ればいけない課題がものすごくたくさんある」などの発

言が光る。

もしかすると，短期あるいは中期的に日本には原発ゼ

ロの時代が来るかも知れない。だが，たとえそんな事態

になっても長期的にみると人類が原子力を完全に捨て去

ることはないのではないか。ただ，遠い将来も，現在の

ように火力発電所のボイラーを原子炉に置き換えただけ

のプリミティブな利用が続いているとは考えにくい。膨

大なポテンシャルがあるが扱いを間違うと厄介な原子力

を，どんなブレークスルーで使いこなすかが問われてい

る。

だから，若手座談会の一人が言うように「原子力のメ

リットとデメリットの両方を，きちんと理解してもらう

ことが必要」なのだ。それこそが原子力の本質であり，

最大のチャレンジと考える。

11月号に「原子力産業界における人材育成の課題」を寄

せた徳田充氏も「今後，我が国が最先端の技術開発を行

い，安全技術の開発導入や新型安全炉とでも呼ぶべきも

のの開発など，核エネルギーの安全な利用拡大を世界の

中心となって推進していく必要があるのではないか」と

説く。その意気や良し，である。

徳田氏はまた，事故後，電気事業者が「原子力安全」「防

災」「危機管理」に軸足を置いた人材育成に移行してきて

いるとして，緊急時対応要員に対して過酷事故に備えた

対応能力（プラントの設計思想や事故後の炉心状態など

に関する知識）の養成，過酷事故事象を採り入れた実践

的な訓練の実施などの対応を行っていると報告した。「今

さらか」の思いはあるが，福島をめぐる東京電力の対応

を考えると間違いなく喫緊の課題である。十分な習熟を

期待したい。

政府事故調を率いた畑村洋太郎氏は１月号の「福島原

発事故が教えるもの」で，「他分野の知見を十分に学び取

るだけの謙虚さと柔軟さを持たなければならない」「事故

は起こるものとして，どのようなことが起こるのか，そ

の被害を最小にするにはどうすればよいのか，という逆

方向の考え方が必要である」「原発に関する知見を常に最

新のものに更新し，原発の技術を生きている状態に保た

なければならない」とまとめている。

傷ついた原子力技術に関して，大きな治療方針は示さ

れたというべきであろう。それを具体的な処方箋に落と

し込む作業を進めていただきたい。

最後に，どうしても解せぬ点について。

12月号の「『福島の事故は，なぜ防止できるのか』につ

いて」と題する解説である。米国の論文を紹介したもの

であって大変参考になった。

た だ，文 献 リ ス ト を 見 る と，原 論 文 名 は”Why

Fukushima was Preventable?”（実際は？はない）とあ

る。これが邦題で「なぜ防止できるのか」と現在形になっ

ている理由が分からないのだ。「福島の事故が防ぎ得た

わけ」とでも過去形で訳すべきではないのだろうか。原

論文を見ると，「もし東京電力や原子力安全・保安院が

国際的な最良慣行（ベストプラクティス）と指針に従って

いれば，原発が巨大津波に襲われる可能性は予知できた

であろうと考えられる」とあり，明らかに将来的な防止

可能性ではなく，地震に先立つ予見・防止可能性を論じ

た論文と思われるのだ。

アトモスの解説は原論文が再発防止策をまとめたもの

であるかのように表現しているが，これは歪曲ではない

だろうか。

著者ならびに編集部の見解を伺いたい。

（2013年２月19日 記）

【お知らせ】

本頁 右段 下から20行目の指摘事項に関する，著者，

編集委員会の見解は，次ページを参照下さい。
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本号50～51ページに掲載のアトモス時評（大牟田 透氏）の指摘事項について

本号50～51ページに掲載の大牟田透氏執筆のアトモス時評『原子力の再出発は変化の受け入れから』で，2012年12月号に掲載

した斯波正誼氏執筆の解説『「福島の事故は，なぜ防止できるのか」について』の表題について，コメントがありました。

大牟田 透氏のコメントならびに斯波正誼氏の回答，編集委員会からの回答を記載します。

●大牟田氏のコメント●
最後に，どうしても解せぬ点について。

12月号の「『福島の事故は，なぜ防止できるのか』に

ついて」と題する解説である。米国の論文を紹介した

ものであって大変参考になった。

ただ，文献リストを見ると，原論文名は”Why Fuku-

shima was Preventable？”（実際は？はない）とある。

これが邦題で「なぜ防止できるのか」と現在形になって

いる理由が分からないのだ。「福島の事故が防ぎ得た

わけ」とでも過去形で訳すべきではないのだろうか。

原論文を見ると，「もし東京電力や原子力安全・保安

院が国際的な最良慣行（ベストプラクティス）と指針に

従っていれば，原発が巨大津波に襲われる可能性は予

知できたであろうと考えられる」とあり，明らかに将

来的な防止可能性ではなく，地震に先立つ予見・防止

可能性を論じた論文と思われるのだ。

アトモスの解説は原論文が再発防止策をまとめたも

のであるかのように表現しているが，これは歪曲では

ないだろうか。

著者ならびに編集部の見解を伺いたい。

●斯波氏（著者）からの見解●
ご照会のありました私の論文の表題の件につき申し

上げます。大牟田記者は現論文に鑑み，「防止できる

か」ではなく，「防止できたか」とすべきであると指摘

されましたが，プリサイスに翻訳すれば全くそのとお

りであります。ただ，決して反論するわけではありま

せんが，日本語では時制の違いに鈍感で，私も「でき

たか」としなければならないと思っておりませんでし

た。学会のご意見にもよりましょうが，直せというこ

とであれば従います。同様に原論文の著者が再発の防

止に全く関心がないとは考えにくく，現に海外には多

くの稼働中の原子炉が存在する事実もあるので，12月

号掲載の他の論文も同様でありましょうが，この論文

が事故の原因の究明に絞るべきとのご指摘は拝聴いた

します。

◆編集委員会校閲コメントおよび対応◆

・編集過程において，以下の校閲コメントを著者に投げかけました。

【校閲コメント】

「なぜ福島は防げなかったのか」文献１）のタイトルと矛盾しています。文献が正しいとすれば，「なぜ福島は防ぎ

得たのか」ではないでしょうか。

・これに対して著者からの回答；

【著者回答】

ご指摘のとおり，表題の和訳も原文と同様の肯定文にするべきであります。

従って「福島の事故は，なぜ防止できるのか？」に変更いたします。

・これに対する校閲所感と対応

【著者回答に対する校閲所感・対応】

この回答は「防止できるのか」と現在形になっていたので，多少違和感があったが，「原文も，肯定文であったの

で，それに従った」とのことで，了解し，再コメントはしなかった。

日本原子力学会誌ATOMOΣ 編集委員会（2013年３月22日）
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